
第４部  海上交通

第１章 海上交通の現況

第１項 令和元年の海難等の状況

（１）船舶事故隻数、死者及び行方不明者数

●船舶事故隻数は 2,053隻、前年から 125 隻（5.7％）減少した。

●海難及び船舶からの海中転落者による死者・行方不明者は 140 人、前年から 32 人（29.6％）

増加した。

令和元年 前年比 

船舶事故隻数（隻） 2,053 △125

死者・行方不明者数（人） 140 △32

※いずれも本邦に寄港しない外国船舶によるものを除く。

※死者・行方不明者には、病気等によって操船が不可能になったことにより、船舶が漂流するなど

の事故が発生した場合の死亡者を含む。

（２）船舶事故の主な特徴

●船舶種類別状況

船舶種類別では，プレジャーボートが 969隻（47％）、漁船が 509隻（25％）、貨物船が 251隻

（12％）、タンカーが 71隻（４％）、遊漁船が 69隻（3％）、旅客船が 44隻（２％）、その他が

140 隻（７％）であり、小型船舶の事故隻数が全体の 75％を占めている。

●事故種類別状況

事故種類別では、衝突が 441隻（22％）、乗揚が 304 隻（15％）等である。

●距岸別状況

距岸別では、港内が 890隻（43％）、港内を除く３海里未満が 867隻（42％）、３海里以上 12海

里未満で発生した海難が 219隻（11％）等となっており、12海里未満で発生した事故が全体の

96％と大半を占めた。

※1海里：1,852ｍ

●事故原因別状況

事故原因別では、見張不十分が 382隻（19％）、操船不適切が 271隻（13％）、船体機器整備不

良が 186隻（９％）等運航の過誤によるものが全体の 62％を占め、これに機関取扱不良 202隻

等を加えた人為的要因に起因するものが全体の 73％を占めた。
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●海中転落事故の状況

船舶からの海中転落者数は 139人で、これを船舶の用途別にみると、漁船が 81人（58％）で最

も多く、プレジャーボートが 32 人（23％）、一般船舶が 19 人（14％）、遊漁船が７人（５％）

である。

（３）死者・行方不明者の発生状況

令和元年における、船舶事故による死者・行方不明者数は 80 人（前年より 30 人増加）であり、

このうち 61％が漁船、19％がプレジャーボートによるものである。 

また、船舶からの海中転落による死者・行方不明者数は、76人（前年より３人増加）であり、こ

のうち 67％が漁船、17％がプレジャーボートによるものである。 

第２項 海難等の長期的推移 

【令和元年交通安全白書の近年の海難等の状況抜粋】 

我が国の周辺海域において、交通安全基本計画（以後「基本計画」という。）の対象となる船舶事

故隻数の推移をみると、第２次基本計画期間（昭和 51～55 年度）の年平均では 3,232 隻であった

ものが、平成 30年では 2,178隻となっており、約３割減少した（図表１-１） 

船舶種類別では、プレジャーボート、漁船、貨物船の順で事故隻数が多く、小型船舶（プレジャ

ーボート、漁船、遊漁船※）の事故隻数は、全体の約７割を占めている（図表１-２）。 

このような船舶事故の状況において，船舶自動識別装置（AIS）を活用した次世代型航行支援シス

テムの運用をはじめ、海難防止思想の普及、民間団体の海難防止活動の展開、気象・海象情報の提

供の充実等の各種安全対策を計画的に推進しており、一定の成果が認められるが近年の国民の余暇

志向の高まりに伴い、マリンレジャーが急速かつ広範に国民に普及し、運航のための初歩的な知識・

技能の不足した運航者が増加しており、引き続き安全対策を推進する必要がある。 

 海難による死者・行方不明者の数は，第 2次基本計画期間の年平均で 426人であったものが、平

成 30 年では 50人となっており、８割以上の減少となった。 

また、基本計画の対象となる船舶からの海中転落者数の推移をみると、第２次基本計画期間の年

平均人数では 313 人であったものが、平成 30 年では 138 人となっており、約５割の減少となって

おり、そのうち死者・行方不明者の数は，第 2 次基本計画期間の年平均で 268 人であったものが、

平成 30 年では 73人となっており、約７割の減少となった。 
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図表１-１ 船舶事故隻数及びそれに伴う死者・行方不明者の推移 

図表１-２ 船舶種類別の船舶事故隻数の推移 

第３項 海上交通安全対策関係予算の長期的推移

第９次及び第 10 次基本計画の期間中（平成 23～令和元年度）における海上交通安全対策関係

予算の推移は下の表のとおりである。海上交通安全対策関係予算は、他経費と一体で執行してい

る予算も含まれる。 
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※単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので，単年度事業毎に積み上げた数値は，合計額と合致しない場合がある。

※内数表記を含むものについては，合計額に含めていない。

（単位：百万円）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

10,360 12,094 9,656 9,378 9,529 10,025 14,535 3,563 3,750

（１）港湾等の整備
港湾整備事業費

（166,649百万円）

の内数

港湾整備事業費

（168,529百万円）

の内数

港湾整備事業費

（169,632百万円）

の内数

港湾整備事業費

（231,223百万円）

の内数

港湾整備事業費

（231,411百万円）

の内数

港湾整備事業費

（231,712百万円）

の内数

港湾整備事業費

（232,057百万円）

の内数

港湾整備事業費

（232,754百万円）

の内数

港湾整備事業費

（276,006百万円）

の内数

（２）航路標識の整備等 6,822 6,442 5,937 5,748 5,565 6,647 9,288 8,939百万円の内数 10,003百万円の内数

（３）海上交通に関する情報の充実 3,538 5,652 3,719 3,630 3,964 3,378 5,247 3,563 3,750

372 407 382 350 365 373百万円の内数 908百万円の内数 902百万円の内数 886百万円の内数

9,549 9,447 8,770 8,640 8,592 737 1,029 1,301 1,422

（１）警備救難業務の充実強化 642 689 657 650 707 737 1,029 1,301 1,422

（２）船員の資質の向上及び運航管理の適正化等 8,907 8,758 8,112 7,990 7,884 7,952百万円の内数 7,763百万円の内数 7,752百万円の内数 7,554百万円の内数

57,821 59,627 66,000 65,880 65,171 63,362 81,432

8,939百万円の内数に

81,074百万円を

加えた額

10,003百万円の内数

に82,189百万円を

加えた額

2,852 2,830 2,711 2,865 2,888

5,448百万円の内数に

33百万円の内数を

加えた額

5,302百万円の内数に

35百万円の内数を

加えた額

5,232百万円の内数に

34百万円の内数を

加えた額

5,219百万円の内数に

33百万円の内数を

加えた額

80,954 87,405 87,519 87,114 86,546 74,124 96,996 4,864 5,171

１．交通環境の整備

２．船舶の安全性の確保

３．安全な運航の確保

４．海難救助体制の整備等

５．海上交通の安全に関する調査研究

合　　計
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第２章 第 10 次計画の評価の考え方 

(１) 第 10 次基本計画の概要

●第 10 次基本計画では、「海難等のない社会を目指して」として、「基本的な考え方」を打ち出し

たうえで、「海上交通の安全についての目標」として次の３点を定めている。

① 2020 年代中に我が国周辺で発生する船舶事故隻数（本邦に寄港しない外国船舶によるもの

を除く。以下同じ。）を第９次基本計画期間の年平均（2,256 隻）から約半減（約 1,200隻以

下）することを目指すこととし、我が国周辺で発生する船舶事故隻数を令和２年までに少なく

とも 2,000 隻未満とする。 

② ふくそう海域 P

※
Pにおける，情報の聴取義務化の施策等により低発生水準となった衝突・乗揚

事故の発生率（通航隻数 100 万隻当たり 76 隻以下）を維持確保するとともに、航路閉塞や多

数の死傷者が発生するなどの社会的影響が著しい大規模海難の発生を防止し、その発生数を

ゼロとする。 

※船舶が多数通航する東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港

③ 海難等における死者・行方不明者を減少させるためには、高い救助率を維持確保することが

重要であることから、救助率 95％以上とする。 

［個別目標］ 

・20トン未満の船舶からの海難による海中転落の救助率を 35％以上

・海上保安庁が認知した船舶事故及び船舶からの海中転落事故のうち、海難発生から２時間

以内に認知したものの割合（以下「２時間以内関知率」という）85％以上

●第 10 次基本計画では、「海上交通の安全についての対策」を考えるうえで、次の「４つの視点」

を示している。

① ヒューマンエラーによる事故の防止

② ふくそう海域における大規模海難の防止

③ 旅客船の事故の防止

④ 人命救助体制及び自己救命対策の強化

●また「講じようとする施策」（以下「施策」という。）は、次の「10の柱」に沿って整理されて

いる。

第 10 次基本計画における 10 の柱 

（２） 評価対象の種類

① 海上交通環境の整備 ② 海上交通の安全に関する知識の普及

③ 船舶の安全な運航の確保 ④ 船舶の安全性の確保 ⑤ 小型船舶の安全対策の充実

⑥ 海上交通に関する法秩序の維持 ⑦ 救助・救急活動の充実 ⑧ 被害者支援の推進

⑨ 船舶事故等の原因究明と再発防止 ⑩ 海上交通の安全対策に係る調査研究等の充実
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●第 10 次基本計画の評価にあたっては、第９次基本計画の評価と同様に、海上交通の安全につ

いての目標の達成状況を「計画全体」として評価する（図表２-１）。（第３章）

●施策については、第 10 次基本計画の評価では、海上交通の安全についての３つの目標に「目

標に特化しない包括的な安全確保」を加えた４つを施策群として設定し、それぞれの施策群に

各施策を関連付けて評価を行う。

図表２-１ 第 10次基本計画の概要と評価の種類の関係 

(３) 海上交通の安全についての目標の整理

●第 10 次基本計画で定めている目標のうち「我が国周辺で発生する船舶事故隻数～」や「ふく

そう海域における船舶海難～」については、それぞれ事故隻数を計上する海域及び対象船舶を

③ 高い救助率を維持確保し、海難救助95％以上 ◎ 船舶事故の減少

◎ ふくそう海域における船舶事故の減少

◎ 高い救助率の維持・確保

◎ 目標に特化しない包括的な安全確保

〈４つの視点〉

〈10の柱〉

【施策群・施策の評価】

【施策群】

［基本的考え方］

［海上交通の安全についての目標］

② ふくそう海域における衝突・乗揚事故の発生率を維
持、大規模海難の発生数をゼロ

【第10次計画の概要】

○ 海難の発生を未然に防止する。

○ 迅速かつ的確な捜索救助・救急活動を推進

① 船舶事故隻数を平成32年までに2,000隻未満

［対策］

① ヒューマンエラーによる事故の防止

② ふくそう海域における大規模海難の防止

③ 旅客船の事故の防止

④ 人命救助体制及び自己救命対策の強化

① 海上交通環境の整備

⑦ 救助・救急活動の充実

⑧ 被害者支援の推進

⑨ 船舶事故等の原因究明と再発防止

⑩ 海上交通の安全対策に係る調査研究等の充実

② 海上交通の安全に関する知識の普及

③ 船舶の安全な運航の確保

④ 船舶の安全性の確保

⑤ 小型船舶の安全対策の充実

⑥ 海上交通に関する法秩序の維持

施
策

施
策

［目標］に「特化しない包括的な安全確保」

を追加したものを【施策群】（目標を達成す

るためのまとまり）として設定。

【施策群】毎に「施策」を整理

【施策群】毎に〈４つの視点〉を整理
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整理したうえで、該当する各施策の点検により評価作業を進めていくものとする。 

●「我が国周辺で発生する船舶事故隻数～」の目標については、ふくそう海域を含む我が国周辺

の全体における船舶事故隻数とする一方、「ふくそう海域における船舶海難～」については、船

舶が多数通航する東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港と海域を限定している。

●また、これら２つの目標の達成度の指標となる「船舶事故隻数」のうち、対象となる「船舶」

について整理すると、「我が国周辺で発生する船舶事故隻数～」に関する計上対象船舶は、船型

種別は問わず、貨物船、旅客船、タンカー、漁船、プレジャーボート等と設定する。

●次に「ふくそう海域における船舶海難～」に関する計上対象船舶は、「総トン数 100 トン以上

の船舶及び AIS搭載船舶」と設定する。

さらに、航路閉塞や多数の死傷者の発生の大規模海難のおそれがあるのは、「大型貨物船及び

タンカーや旅客船」と推測されることからこれら船舶を計上対象船舶と設定する。

●これら各目標に対する海域と対象船舶の整理については、図２-２のとおり

図２-２ 第 10次基本計画の各目標の対象海域及び船舶について 

ふくそう海域における目標値
※東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港

社会的反響の著しい大規模海難の発生ゼロ 

衝突・乗揚事故の発生率を維持確保

（通航隻数 100万隻当たり 76隻以下） 

我が国周辺における目標値

船舶事故隻数を令和２年までに 

少なくとも 2,000隻以下
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第３章 第 10 次計画の横断的な評価 

第１項  第 10 次評価の横断的な評価の考え方 

① 施策群の評価の方法

（Ⅰ）最終アウトカムの設定 

図表２－１を踏まえ、各施策群の評価指標である最終アウトカムを図表３-１～図表３-３に示

す。 

施策群として「船舶事故の減少」、「ふくそう海域の船舶事故の減少」、「高い救助率の維持・確

保」「目標に特化しない包括的な安全確保」を設定する。 

ⅰ）施策群「船舶事故の減少」の最終アウトカム 

最終アウトカムとして基本計画の目標でもある「我が国周辺で発生する船舶事故隻数令和２

年までに少なくとも 2,000隻未満とする」を設定する。 

また、分析の際には、基本計画の４つの視点のうち「ヒューマンエラーによる事故の防止」、

「ふくそう海域における大規模海難の防止」、「旅客船の事故の防止」を評価の視点として整理

するとともに、主な施策の実績となる中間アウトカムを関連付けて商船（旅客船・貨物船・タ

ンカー）やプレジャーボート、漁船を含めた船舶事故隻数のほか、小型船舶の事故要因として

割合の高いヒューマンエラーによる事故の防止策などの観点に着目し、分析評価を行う。（図表

３-１）。

図表３-１ 施策群「船舶事故の減少」の評価の観点及び最終アウトカム 

ⅱ）施策群「ふくそう海域の船舶事故の減少」の最終アウトカム 

最終アウトカムとして基本計画の目標でもある「ふくそう海域における衝突・乗揚事故の発

５（２）　プレジャーボートの安全対策の推進

５（３）　漁船等の安全対策の推進

● 令和２年までに船舶事故
隻数を2000隻未満

● 海の安全情報各サイトへのアクセス件数

● 緊急情報配信システムの登録者数

● 商船（旅客船、貨物船及びタンカー）の事故隻数

● 小型船舶の遵守事項違反件数

● 総トン数20トン未満の運航不能による海難

● 総トン数20トン未満の衝突海難

● ふくそう海域における衝突・乗揚事故隻数

● 商船（旅客船、貨物船、タンカー）の事故隻数

２（１）　海難防止思想の普及

２（２）　外国船舶に対する情報提供等

５（１）　小型船舶の安全対策の推進
旅客船の事故の防止

ふくそう海域における大規模海難の防止

主な施策 評価の観点 施策群

３（２）イ　事故の再発防止策の徹底　

４（２）　船舶の検査体制の充実

船舶事故隻数の減少

ヒューマンエラーによる事故の防止

１（３）エ　航行安全情報の充実及び利便性の向上

３（１）　ヒューマンエラーの防止

１（３）ア　航行支援システムを用いた情報提供の実施

最
終
ア
ウ
ト
カ
ム
の
削
減
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生率（通航隻数 100 万隻当たり 76 隻以下）を維持確保」及び「航路閉塞や多数の死傷者が発

生するな 

どの社会的影響が著しい大規模海難の発生をゼロ」を設定する。 

また、各施策の分析の際には、基本計画の４つの視点のうち「ヒューマンエラーによる事故

の防止」、「ふくそう海域における大規模海難の防止」、「旅客船の事故の防止」を評価の視点と

して整理するとともに、主な施策の実績となる中間アウトカムを関連付け、商船（旅客船・貨

物船・タンカー）の事故隻数のほか、海上交通センターからの情報提供件数、管制船舶隻数、

危険防止のための指示・勧告件数などの観点に着目し、分析評価を行う（図表３-２）。 

図表３-２ 施策群「ふくそう海域の船舶事故の減少」の評価の観点及び最終アウトカム  

ⅲ）施策群「高い救助率の維持・確保」の最終アウトカム 

最終アウトカムとして「救助率 95％以上」を設定する。 

さらに個別目標が別途定められていることから、「中間アウトカム」として設定する。 

［個別目標］ 

・20 トン未満の船舶からの海難による海中転落の救助率 35％以上

・海上保安庁が認知した船舶事故及び船舶からの海中転落事故のうち、海難発生から２時間以内

に認知したものの割合（以下「２時間以内関知率」という）85％以上 

また、各施策の分析の際には、基本計画で定める４つの視点のうち「人命救助体制及び自己

救命対策の強化」を評価の視点として整理するとともに、主な施策の実績となる中間アウトカ

ムを関連付け、「海難発生後２時間以内での海上保安庁の関知率」や「民間救助体制の強化」な

どの「救助者」の観点も加えるほか、ライフジャケットの着用」の影響が大きく左右している

ことから、これら「事故者」の救命対策に関する施策にも着目した分析評価を実施する。 

ふくそう海域の船舶事故の減少

● 商船（旅客船、貨物船、タンカー）の事故隻数

● 「気象海象不注意」を原因とした船舶事故隻数

１（３）ウ　異常気象時における安全対策の強化

１（３）エ　航行安全情報の充実及び利便性の向上
● ふくそう海域における衝突等の発生

率維持(100万隻あたり76隻以下)
● ふくそう海域大規模海難ゼロ

２（２）　外国船舶に対する情報提供等

３（１）　ヒューマンエラーの防止

３（５）　水先制度による安全の確保

ヒューマンエラーによる事故の防止

旅客船の事故の防止

ふくそう海域における大規模海難の防止

１（２）ア　一元的な海上交通管制の構築　

１（２）イ　ふくそう海域における安全性の確保

１（３）ア　航行支援システムを用いた情報提供の実施

１（３）イ　気象情報等の充実

● 管制船舶隻数

● 海上交通センターからの情報提供件数

● 東京湾における船舶事故発生件数

● 危険防止のための指示・勧告件数

● 推薦航路の航法遵守率

● 商船（旅客船、貨物船、タンカー）の事故隻数

主な施策 評価の観点 施策群
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（図表３-３） 

図表３-３ 施策群「高い救助率の維持・確保」の評価の観点及び最終アウトカム 

人命救助体制の強化

自己救命対策の強化

高い救助率の維持・確保

● 死者・行方不明者を減少させる
ために、救助率95％以上

● 20トン未満船舶から海難による
海中転落の救助率を35％以上

● 海難発生後２時間以内での海
上保安庁の関知率85％以上

主な施策 評価の観点 施策群

５（１）ア（ア）　自主的な安全対策の推進

５（１）ア（イ）　事故防止に資する技術の活用と普及

５（１）ウ　ライフジャケット着用率の向上

５（２）ア　プレジャーボートの安全に関する指導等の推進

５（３）　漁船等の安全対策の推進

７（１）　海難情報の早期入手体制の強化

７（２）　迅速的確な救助体制の充実・強化

● 海難発生後2時間以内での海上保安庁の関知率

● 救助・救急体制の充実

● 民間救助体制の強化

● 新規に投入した
観測機器数

● 海難防止講習会の開催状況

● ライフジャケット着用率（小型船舶等）

● ライフジャケット着用率（漁船）

最
終
ア
ウ
ト
カ
ム
の
削
減
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第２項 第 10 次計画の横断的な評価結果 

（Ⅰ）施策群の評価結果 

施策群の評価結果は、以下のとおり。 

（１）平成 30 年９月に、「非常に強い」勢力で日本列島に上陸した台風 21 号等の自然災害による

船舶事故の発生が増加したことが一因となり、平成 30 年の船舶事故隻数については 2,178 隻

（前年 1,959隻）となっている。 

平成 23 年からの船舶事故隻数の推移をみると、第９次基本計画期間（平成 23～27 年度）の

年平均船舶事故隻数は 2,256 隻であったものが、第 10 次基本計画期間である平成 28～30 年の

平均船舶事故隻数は 2,048隻となっており、約９％減少している。 

以上より実施している施策が船舶事故隻数の減少に寄与していると考えるが、引き続き、計

画期間中の目標達成に向けて、より一層の関係省庁と連携した取組みが必要である。 

図表３－４ 船舶事故隻数の推移（平成 23～30年） 

資料：「平成 30年海難の現状と対策」（海上保安庁）

平成 30年の船舶種類別の隻数は、プレジャーボート 981隻（45%）が最も多く、次いで漁

船 539 隻（25%）、貨物船 267隻（12%）の順となり（図表３－５）、過去５年間の船舶種類別

の隻数においても、プレジャーボートが最も多く、次いで漁船、貨物船の順である（図表３

－６）。 

※遊漁船：「遊漁船業の適正化に関する法律」（昭和 63年法律第 99号）第２条２項に規定する「遊漁船」をいう。

2,508
2,234 2,285 2,138 2,116 2,256 2,007 1,959 2,178
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2533

2261
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2158 2137
2279

2014 1977
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0

1,000

2,000

3,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

船舶事故隻数 本邦に寄港しない外国船舶の事故（対象外）

（隻）

第９次計画期間の年平均

第９次計画期間 第１０次計画期間

【目標】
平成32年までに
2,000隻未満
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図表３－５ 

【船舶種類別の推移（過去５年間）】 

図表３－６ 

【船舶種類別の割合（過去５年間の累計）】 

資料：「平成 30年海難の現状と対策」（海上保安庁） 

（２）ふくそう海域における衝突・乗揚事故の発生率について、平成 30 年においては、ふくそう

海域における衝突・乗揚事故の発生率は通航隻数 100 万隻あたり 59 隻となっており、低発生

水準を維持し、また平成 22年から引き続き平成 30年においても大規模海難の発生はゼロとな

っており、実施している施策が同海域の安全確保に寄与しているものと考えられる（図表３－

７）。 

図表３－７ ふくそう海域における衝突、乗揚げ事故隻数の推移 

H26 H27 H28 H29 H30 

通航隻数 100万隻

あたりの事故隻数 
72  73  76  61  59 

 

資料：海上保安庁 

276 268
205 186

267

596 600 630

543 539

932 935
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929
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0
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貨物船

タンカー

旅客船

漁船

遊漁船

プレジャー

ボート

その他

プレジャー

ボート

4,655隻

44%

漁船

2,908隻

28%

貨物船

1,202隻

12%

タンカー

375隻

4%

遊漁船

334隻

3%

旅客船

243隻

2%
その他

758隻

7%

船舶事故隻数

（過去5年間）

10,475隻

72 73 76 
61 59

0
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H26 H27 H28 H29 H30

第 10 次交通安全基本計画目標隻数：７６隻以下

第 10 次交通安全基本計画期間

対象海域 : 航路及び航路付近海域(海上交通センターのレーダーサービスエリア) 

  ただし、名古屋港海上交通センターの全海域及び関門港以外の港域を除く 

対象事故隻数 : 総トン数 100 トン以上の船舶又は AIS 搭載船舶 

AIS 通航隻数 : 海上交通センター(名古屋港海上交通センターを除く)の情報提供可能海域内の航路を通航した AIS 搭載船
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（３）要救助海難に対する全体の救助率については、図表３－８のとおり第 10次基本計画期間中、

目標値とする救助率 95％以上を達成しており、この結果は海上保安庁が関係機関と連携しつ

つ実施した各種取組が効果的に機能しているものと考えられる。 

また、平成 30年の 20トン未満の船舶からの海中転落の救助率は 46％、２時間以内関知率は

75％となっている（図表３－９、３－１０）。 

今後も捜索活動を含めた救助救急活動や自己救命策確保の実施状況等についての調査・分析

を引き続き実施し、抽出した課題をもとに救助体制の改善を図るなどして救助率の維持・向上

に取り組んでいく。 

図表３－８ 要救助海難に対する全体の救助率 図表３－９ 20トン未満の船舶からの 

海中転落者救助率 

図表３－１０ ２時間以内関知率 

資料：「平成 30年海難の現状と対策」（海上保安庁） 
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（プレジャーボート等：プレジャーボート・遊漁船） 
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第４章 重点施策及び新規施策の評価

第１項 重点施策及び新規施策の評価の考え方

（１） 評価指標・評価方法

①評価指標の考え方

●第２章第１項(１)に記載の第 10次基本計画の「目標」をベースに定めた施策群の項目を「船

舶事故の減少」、「ふくそう海域の船舶事故の減少」、「高い救助率の維持・確保」、「目標に特化

しない包括的な安全確保」と設定する。 

また、第２章第１項(２)に記載のとおり、対象となる海域や船型種別を考慮したうえで、第

10 次基本計画の個別の施策を施策群毎に関連付けることによって「施策群」～「施策」の評価

体系を構築している。 

②資源を測る評価指標

●資源を測る評価指標である「インプット」は施策毎に設定し、行政機関と民間部門に分けて

把握する。インプットの定義・例は、図表４－１のとおり。 

図表４－１ インプットの定義・例 

種 類 定 義 例 

行 政 機 関

の イ ン プ

ット 

・予算

・情報提供・技術供与

・規制の導入・強化 等

・関連府省庁の予算

○○○円

○○○円の内数 等

・提供・供与した海上交通安全対策に関する情報・技

術

種類・件数、提供した回数 等 

・導入・強化した規制

内容、対象

民 間 部 門

の イ ン プ

ット 

・規制を遵守するための投

資 

・交通安全推進コスト

・情報や経験・知見の提供

等

・民間の救助団体の活動状況

○○人

○○○円 等

③実績・成果を測る評価指標

●施策群の成果を測る評価指標として、各施策群に位置付けられる「施策」の効果を包含する

「最終アウトカム」を設定する（図表４－２）。なお、施策群のうち「目標に特化しない包括的

な安全確保」には、対象、実施方法等が多様な施策が位置付けられており、施策の効果を包含

した評価指標を設定することは難しいため、最終アウトカムは設定しない。 

●各施策の実績・成果を測る評価指標として、実績を表す「アウトプット」と、成果を表す「中

間アウトカム」のほか、施策の実施から直接的に生じるアウトプット、アウトカム以外の影響

である「その他の影響」も考慮する。 
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図表４－２ 実績・成果を測る評価指標の定義・例（施策群「船舶事故隻数の減少」） 

対 

象 
種 類 定 義 例  

施 策

群 

最終アウ

トカム 
・船舶事故隻数の減少 

・船舶事故隻数を令和２年までに少な

くとも 2,000隻未満 

施策 

アウトプ

ット 

・官が行った施策の実施量 

（サービスの量、時間、回数など） 

・海難防止講習会の開催状況 

・安全運行に関する指導隻数 

中間アウ

トカム 

・施策の実施による船舶事故の直

接的・間接的な削減や被害の軽

減等 

・総トン数 20 トン未満の船舶の船舶事

故隻数（↘） 

・漁船・遊漁船の事故隻数（↘） 

その他の 

影響 

・施策の実施から直接生じる、ア

ウトプットや１次アウトカム、

２次アウトカム以外の影響 

  

注：（↗）・（↘）は、増減の方向性の目安を表す。 

 

④最終アウトカムの評価指標の設定の観点 

●各施策群において、第 10 次基本計画期間中における船舶事故の特徴や主な交通安全対策

等から、評価指標の設定の観点を明らかにして最終アウトカムを設定する（図表４－３）。 

 

図表４－３ 施策群ごとの主な海上交通安全対策等と評価指標の設定の観点 

施策群 主な海上交通安全対策等 評価指標の設定の観点 

船 舶 事

故 の 減

少 

・海難を防止するには、国民一人一人の

海難防止に関する意識向上が必要であ

るため、関係省庁・団体と連携の上、

海難防止講習会及び安全運行に関する

指導等あらゆる機会を通じて事業者、

操船者等の安全意識の向上を図った 

・プレジャーボート、漁船などの小型船

舶による海難が全体の７割を占めてお

り、その原因の多くは見張り不十分や

不適切な期間取り扱いなどのヒューマ

ンエラーであるため、チェックリスト

等のリーフレット等の配布を実施 

・ヒューマンエラーによる事故の防止 

総トン数 20トン未満の船舶事故隻数 

プレジャーボートの船舶事故隻数 

・ふくそう海域における大規模海難の防

止 

ふくそう海域における船舶事故発生

件数 

・旅客船の事故の防止 

商船（旅客船・貨物船・タンカー）の

事故隻数 

ふ く そ

う 海 域

の 船 舶

事 故 の

減少 

・船舶交通の安全確保を図るための航路標

識の整備 
・ふくそう海域での安全情報の提供や航行

管制及び指導を実施 
・船舶自動識別装置（AIS）等を活用して、

各種航行安全情報の提供や注意喚起を実

施 

・ヒューマンエラーによる事故の防止 

商船（旅客船・貨物船・タンカー）の

事故隻数 

・ふくそう海域における大規模海難の防

止 

ふくそう海域における船舶事故発生

件数 

海上交通センターからの情報提供件

数 

危険防止のための指示・勧告件数 

・旅客船の事故の防止 

商船（旅客船・貨物船・タンカー）の

事故隻数 
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施策群 主な海上交通安全対策等 評価指標の設定の観点 

高 い 救

助 率 の

維持・確

保 

・20トン未満船舶からの海難による海中

転落の救助率の向上 

・海難情報の早期入手体制の強化 

・迅速的確な救助勢力の体制充実・強化 

・訪船指導のほかインターネットの活用

による安全に関する情報の提供及び注

意喚起の実施 

・ライフジャケットの常時着用のほか，

防水パック入り携帯電話等の連絡手段

の確保，緊急通報用電話番号「118 番」

の有効活用を３つの基本とする指導を

あらゆる手段を通じて強力に推進 

・人命救助体制の強化 

海上保安庁の２時間以内の関知率 

 

・自己救命対策の強化 

ライフジャケットの着用率 

（小型船舶・漁船） 

 

 (2) 施策と施策群の関係 

第 10 次基本計画における施策と施策群の関係は、図表４－４のとおりである。令和元年度は、

重点施策及び新規施策について評価を実施しその結果を、第２項に示す。 

第 10 次計画施策一覧表

 

船
舶
事
故
の
減
少

ふ
く
そ
う
海
域
の

船
舶
事
故
の
減
少

高
い
救
助
率
の

維
持
・
確
保

包
括
的

１ 海上交通環境の整備

（1）交通安全施設等の整備

ア 開発保全航路の整備、港湾の整備等交通安全施設の整備 ○ ○ 国土交通省

イ 漁港の整備 ○ ○ 水産庁

ウ 航路標識等の整備 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

エ 港湾における大規模災害対策の推進 ○ ○ 国土交通省

オ 漁港の耐震性の強化 ○ ○ 水産庁

カ 漂流ごみの回収による船舶交通安全の確保 ○ ○ 国土交通省

キ 港湾施設の老朽化対策の推進 ○ ○ 国土交通省

（２）ふくそう海域等の安全性の確保

ア 一元的な海上交通管制の構築 ○ ○ ○ 海上保安庁 ○ ○ ○ ○

イ ふくそう海域における安全性の確保 ○ ○ ○ 海上保安庁 ○ ○ ○ ○

ウ 準ふくそう海域における安全性の確保 ○ ○ ○ 海上保安庁 ○ ○ ○ ○

（３）海上交通に関する情報提供の充実

ア 航行支援システムを用いた情報提供の実施 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

イ 気象情報等の充実 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

ウ 異常気象時における安全対策の強化 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

エ 航海安全情報の充実及び利便性の向上 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

（４）高齢社会に対応した旅客船ターミナルの整備 ○ ○ 国土交通省

第10次交通安全基本計画　担当省庁一覧

施策群
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点
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船
舶
事
故
の
減
少

ふ
く
そ
う
海
域
の

船
舶
事
故
の
減
少

高
い
救
助
率
の

維
持
・
確
保

包
括
的

２ 海上交通の安全に関する知識の普及

（１）海難防止思想の普及 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

（２）外国船舶に対する情報提供等 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁

３ 船舶の安全な運航の確保

（１）ヒューマンエラーの防止 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

（２）船舶の運航管理等の充実

ア 旅客船事業者等に対する指導監督の充実強化 ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○ ○

イ 事故の再発防止策の徹底 ○ ○ 国土交通省 ○ ○

ウ 運輸安全マネジメント評価の推進 ○ ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○ ○

エ 安全統括管理者及び運航管理者等に対する研修水準の向上 ○ ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○ ○

オ 安全情報公開の推進 ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○

（３）船員の資質の確保 ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○ ○

（４）船員災害防止対策の推進 ○ ○ 国土交通省

（５）水先制度による安全の確保 ○ ○ 国土交通省

（６）外国船舶の監督の推進 ○ ○ 国土交通省

（７）大規模災害への対応の強化

ア 旅客及び船舶の津波避難態勢の改善 ○ ○ 国土交通省

イ 大規模災害時の船舶の有効活用 ○ ○ 国土交通省

４ 船舶の安全性の確保

（１）船舶の安全基準等の整備 ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○

（２）船舶の検査体制の充実 ○ ○ 国土交通省 ○ ○ ○ ○

（３）外国船舶の監督の推進 ○ ○ 国土交通省

５ 小型船舶の安全対策の充実

（１）小型船舶の安全対策の推進

ア ヒューマンエラーの防止

　（ア）自主的な安全対策の推進 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

　（イ）事故防止に資する技術の活用と普及 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

　（ウ）効果的な情報の提供・注意喚起 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

イ 小型船舶操縦者の遵守事項等の周知・啓発 ○ ○ ○ 国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

ウ ライフジャケット着用率の向上 ○ ○ 水産庁、国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

エ 河川等における事故防止対策の推進 ○ ○ 水産庁・国土交通省

（２）プレジャーボートの安全対策の推進

ア プレジャーボートの安全に関する指導等の推進 ○ ○ ○ 警察庁、国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

イ ミニボートの安全対策の実施 ○ ○ ○ 警察庁、国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

ウ カヌー等における安全対策 ○ ○ ○ 警察庁、国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

（３）漁船等の安全対策の推進 ○ ○ ○ 水産庁、国土交通省、海上保安庁 ○ ○ ○ ○

（４）ボートパーク、フィッシャリーナ等の整備

ア ボートパーク等の整備 ○ ○ 国土交通省

イ フィッシャリーナの整備 ○ ○ 水産庁

ウ 係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置 ○ ○ 水産庁、国土交通省

６ 海上交通に関する法秩序の維持 ○ ○ 警察庁、国土交通省、海上保安庁

７ 救助・救急活動の充実

（１）海難情報の早期入手体制の強化 ○ ○ 海上保安庁、防衛省 ○ ○ ○ ○

（２）迅速的確な救助体制の充実・強化 ○ ○ 海上保安庁、防衛省 ○ ○ ○ ○

８ 被害者支援の推進 ○ ○ 警察庁、国土交通省

９ 船舶事故等の原因究明と再発防止

（１）事故等の原因究明と再発防止 ○ ○ 国土交通省

（２）海難事故の解析等の推進 ○ ○ 国土交通省

10 海上交通の安全対策に係る調査研究等の充実 ○ ○ 国土交通省、海上保安庁 ○ ○

注：重点及び新規は「重点施策及び新規施策」、その他の施策は「重点施策及び新規施策以外の施策」を指す
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第２項 重点施策及び新規施策の評価結果 

 以下に、海難事故の削減等に大きく影響を与えたと考えられる主な施策・要因を示す。 

・ 我が国周辺で発生する船舶事故隻数について、本計画期間である平成 28～30年の平均船舶事故隻数

は 2,048 隻となっており、第９次基本計画期間（平成 23～27年度）の年平均船舶事故隻数に比べ約

９％減少している。その要因としては、様々な団体と連携して実施している海の事故ゼロキャンペ

ーン等での海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて、海事関係者に限らず広く国民全般

に対して周知啓発を図ったことで、船舶操縦者等への海難防止に関する知識・技能の習得及び向上

ができたためと考えられ、本評価期間においては、海難防止講習会の平均年間開催数については、

前評価期間に比べ 18.7％増であり、訪船指導数は前評価期間から引き続き毎年 35,000 隻以上の水

準を維持している。（施策２（１）、５（１）、５（２）ア） 

・ 小型船舶からの海中転落による死者・行方不明者を減少させるため、船舶職員・小型船舶操縦者法

施行規則（昭 26 運輸省令 91）の改正を行い、平成 30年２月１日から原則としてすべての小型船舶

乗船者にライフジャケットの着用を義務付けた。さらに、ライフジャケットの着用推進活動を促進

したところ、海中転落者のライフジャケット着用率は、平成 30年度に、平成 27年度から 11％増加

して 87％となり、救助率の維持、確保に一定程度寄与したと考えられる。（施策５（１）ウ） 
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数
年

海
上

保
安

庁

推
薦

航
路

の
航

法
遵

守
率

（
フ

ロ
ー

）
％

-
-

-
-

-
-

6
8
.3

8
0
.8

年
海

上
保

安
庁

注
1
：
評

価
指

標
の

単
位

が
「
％

」
の

も
の

は
、

「
％

」
の

差
「
％

p
t」

に
て

計
算

。
注

2
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
、

「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
。

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム （
ウ

）
準

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
安

全
性

の
確

保

イ
ン

プ
ッ

ト

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止
○

海
上

交
通

セ
ン

タ
ー

等
に

お
い

て
、

船
舶

の
安

全
に

必
要

な
情

報
の

提
供

や
大

型
船

舶
の

航
路

入
航

間
隔

の
調

整
、

不
適

切
な

航
行

を
す

る
船

舶
に

対
す

る
勧

告
、

巡
視

船
艇

と
連

携
し

た
指

導
等

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

（
ア

）
一

元
的

な
海

上
交

通
管

制
の

構
築

（
海

上
保

安
庁

）
講

じ
た

施
策

　
非

常
災

害
発

生
時

に
お

い
て

、
船

舶
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
安

全
な

海
域

に
避

難
さ

せ
る

と
と

も
に

、
平

時
に

お
い

て
、

混
雑

を
緩

和
し

、
安

全
か

つ
効

率
的

な
船

舶
の

運
航

を
実

現
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

東
京

湾
に

お
け

る
海

上
交

通
セ

ン
タ

ー
と

各
港

内
交

通
管

制
室

を
統

合
の

上
、

こ
れ

ら
業

務
を

一
元

的
に

実
施

す
る

体
制

の
構

築
に

取
り

組
み

、
平

成
3
0
年

１
月

か
ら

東
京

湾
に

お
い

て
一

元
的

な
海

上
交

通
管

制
の

運
用

を
開

始
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

法
律

改
正

（
平

成
2
8
年

５
月

公
布

）
や

施
設

整
備

等
の

必
要

な
準

備
を

進
め

た
う

え
で

、
平

成
3
0
年

１
月

か
ら

東
京

湾
に

お
い

て
一

元
的

な
海

上
交

通
管

制
の

運
用

を
開

始
し

た
こ

と
に

よ
り

、
平

時
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
、

そ
れ

ぞ
れ

の
部

署
毎

に
行

っ
て

い
た

海
上

交
通

安
全

法
及

び
港

則
法

に
基

づ
く
入

航
手

続
き

の
窓

口
を

一
本

化
す

る
な

ど
し

て
、

物
流

の
一

層
の

効
率

化
に

寄
与

す
る

と
と

も
に

、
巨

大
船

の
通

航
間

隔
の

見
直

し
に

必
要

な
環

境
を

整
え

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
さ

ら
に

、
東

京
湾

内
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

る
よ

う
な

非
常

災
害

時
に

は
、

直
ち

に
非

常
災

害
発

生
周

知
措

置
を

発
令

の
う

え
、

船
舶

に
対

す
る

東
京

湾
へ

の
入

湾
制

限
や

安
全

な
海

域
へ

の
移

動
命

令
等

の
必

要
な

措
置

を
執

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
を

構
築

し
た

こ
と

に
よ

り
、

東
京

湾
に

お
け

る
安

全
性

の
確

保
に

寄
与

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）

法
令

改
正

等
○

海
上

交
通

安
全

法
等

の
一

部
改

正
平

成
3
0
年

１
月

施
行

非
常

災
害

時
に

お
け

る
海

上
交

通
機

能
の

維
持

等
の

た
め

に
必

要
な

船
舶

へ
の

移
動

命
令

等
の

制
度

を
創

設
（
海

上
保

安
庁

）

○
一

元
的

な
海

上
交

通
管

制
の

構
築

平
成

3
0
年

１
月

運
用

開
始

東
京

湾
に

お
け

る
海

上
交

通
セ

ン
タ

ー
と

各
港

内
交

通
管

制
室

を
統

合
（
海

上
保

安
庁

）
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（
イ

）
ふ

く
そ

う
海

域
に

お
け

る
安

全
性

の
確

保
（
海

上
保

安
庁

）
講

じ
た

施
策

　
船

舶
交

通
が

ふ
く
そ

う
す

る
東

京
湾

、
伊

勢
湾

及
び

瀬
戸

内
海

並
び

に
港

内
で

は
、

海
上

交
通

セ
ン

タ
ー

等
に

お
い

て
、

船
舶

の
安

全
に

必
要

な
情

報
の

提
供

や
大

型
船

舶
の

航
路

入
航

間
隔

の
調

整
、

不
適

切
な

航
行

を
す

る
船

舶
に

対
す

る
勧

告
、

巡
視

船
艇

と
連

携
し

た
指

導
等

の
ほ

か
、

非
常

災
害

時
に

お
け

る
東

京
湾

内
の

海
上

交
通

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

訓
練

を
行

っ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
ま

た
、

海
上

交
通

セ
ン

タ
ー

運
用

管
制

官
の

技
能

等
向

上
の

た
め

、
海

上
保

安
学

校
門

司
分

校
に

お
い

て
運

用
管

制
実

習
室

を
整

備
す

る
と

と
も

に
専

任
教

官
を

配
置

し
、

研
修

等
の

拡
充

を
図

っ
た

ほ
か

、
同

セ
ン

タ
ー

の
機

能
向

上
の

た
め

、
レ

ー
ダ

ー
の

高
機

能
化

を
推

進
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
さ

ら
に

、
船

舶
交

通
が

ふ
く
そ

う
し

て
い

る
東

京
湾

口
海

域
に

、
船

舶
交

通
の

整
流

化
を

図
る

た
め

、
平

成
3
1
年

３
月

１
日

か
ら

、
海

上
交

通
安

全
法

に
基

づ
き

海
上

保
安

庁
長

官
が

経
路

を
指

定
し

、
バ

ー
チ

ャ
ル

A
IS

航
路

標
識

を
活

用
し

た
安

全
対

策
を

開
始

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

海
上

交
通

セ
ン

タ
ー

等
に

お
い

て
、

船
舶

の
安

全
に

必
要

な
情

報
の

提
供

や
大

型
船

舶
の

航
路

入
航

間
隔

の
調

整
、

不
適

切
な

航
行

を
す

る
船

舶
に

対
す

る
勧

告
、

巡
視

船
艇

と
連

携
し

た
指

導
等

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

引
き

続
き

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
衝

突
・

乗
揚

事
故

の
低

発
生

水
準

を
維

持
す

る
こ

と
に

寄
与

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

ほ
か

、
非

常
災

害
時

に
お

け
る

東
京

湾
内

の
海

上
交

通
機

能
を

維
持

す
る

た
め

の
訓

練
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
実

際
の

非
常

災
害

時
に

お
い

て
、

船
舶

に
対

す
る

東
京

湾
へ

の
入

湾
制

限
や

安
全

な
海

域
へ

の
移

動
命

令
等

の
必

要
な

措
置

を
執

る
体

制
を

維
持

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

ま
た

、
海

上
交

通
セ

ン
タ

ー
運

用
管

制
官

の
技

能
等

向
上

の
た

め
、

研
修

等
の

拡
充

を
図

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

引
き

続
き

，
海

上
交

通
セ

ン
タ

ー
か

ら
の

適
時

・
適

切
な

船
舶

交
通

の
安

全
の

た
め

の
情

報
提

供
及

び
危

険
防

止
の

た
め

の
指

示
・
勧

告
を

実
施

し
，

運
用

管
制

官
等

が
講

ず
る

措
置

の
実

効
性

を
維

持
し

た
ほ

か
、

同
セ

ン
タ

ー
の

機
能

向
上

の
た

め
，

レ
ー

ダ
ー

の
高

機
能

化
を

推
進

し
た

こ
と

に
よ

り
、

監
視

機
能

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、

運
用

率
の

高
水

準
を

維
持

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

船
舶

交
通

が
ふ

く
そ

う
し

て
い

る
東

京
湾

口
海

域
に

、
海

上
交

通
安

全
法

に
基

づ
き

海
上

保
安

庁
長

官
が

船
舶

の
航

行
経

路
を

指
定

し
た

こ
と

で
、

船
舶

交
通

の
整

流
化

が
図

ら
れ

、
安

全
確

保
に

寄
与

す
る

こ
と

が
で

き
た

も
の

と
推

察
す

る
。

（
海

上
保

安
庁

）

（
ウ

）
準

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
安

全
性

の
確

保
（
海

上
保

安
庁

）
　

準
ふ

く
そ

う
海

域
の

安
全

対
策

に
つ

い
て

は
、

東
京

都
・
伊

豆
大

島
と

静
岡

県
・
伊

豆
半

島
と

の
間

に
、

バ
ー

チ
ャ

ル
A

IS
航

路
標

識
を

活
用

し
て

国
際

海
事

機
関

（
IM

O
）
指

定
の

「
推

薦
航

路
」
を

設
定

し
、

平
成

3
0
年

１
月

１
日

か
ら

運
用

を
開

始
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

伊
豆

大
島

西
岸

沖
に

お
け

る
推

薦
航

路
設

定
後

の
航

法
遵

守
率

（
１

月
～

1
2
月

）
は

全
体

の
8
0
.8

％
で

あ
り

、
前

年
同

時
期

(H
2
9
年

１
月

～
1
2
月

)で
は

推
薦

航
路

の
中

央
線

を
右

側
通

航
し

て
い

る
船

舶
は

全
体

の
6
8
.3

％
で

あ
っ

た
。

こ
れ

に
よ

り
、

船
舶

交
通

の
整

流
化

が
図

ら
れ

、
安

全
確

保
に

寄
与

す
る

こ
と

が
で

き
た

も
の

と
推

察
す

る
。

（
海

上
保

安
庁

）

備
考

※
１

 特
定

情
報

　
：
Ｖ

Ｈ
Ｆ

無
線

機
に

よ
り

特
定

船
舶

へ
個

別
に

提
供

さ
れ

る
、

特
定

船
舶

が
交

通
方

法
に

従
わ

な
い

で
航

行
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
の

当
該

交
通

方
法

に
関

す
る

情
報

、
他

の
船

舶
の

進
路

を
避

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
船

舶
の

接
近

情
報

な
ど

、
特

定
船

舶
の

航
行

安
全

上
聴

取
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

情
報

※
２

 準
特

定
情

報
：
Ｖ

Ｈ
Ｆ

無
線

機
に

よ
り

特
定

船
舶

以
外

の
Ａ

ＩＳ
搭

載
船

（
準

特
定

船
舶

）
へ

個
別

に
提

供
さ

れ
る

、
特

定
情

報
に

準
じ

た
情

報
※

３
 航

路
情

報
　

：
Ｖ

Ｈ
Ｆ

無
線

機
に

よ
り

特
定

船
舶

及
び

準
特

定
船

舶
へ

個
別

に
提

供
さ

れ
る

上
記

以
外

の
情

報
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
9
0
7

8
7
5
8

8
1
1
2

7
9
9
0

7
8
8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
年

 
海

上
保

安
庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
人

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,5

6
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.3

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

安
全

運
航

に
関

す
る

指
導

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
9
,4

6
9

3
7
,8

7
5

3
8
,1

7
5

3
5
,2

9
9

3
7
,7

7
6

3
5
,7

4
9

3
6
,3

0
4

3
5
,5

4
1

-
5
.9

%
-
3
.3

%
年

海
上

保
安

庁

航
路

標
識

関
係

件
-

-
-

8
3
4

6
7
0

7
1
0

8
1
0

9
2
9

3
8
.7

%
8
.6

%
年

海
上

保
安

庁

漂
流

物
等

関
係

件
-

-
-

6
6
1

7
0
7

7
8
6

7
2
8

8
0
4

1
3
.7

%
1
3
.0

%
年

海
上

保
安

庁

制
限

又
は

禁
止

行
為

件
-

-
-

4
9
2

6
5
3

4
8
6

2
6
2

5
8
3

-
1
0
.7

%
-
2
2
.5

%
年

海
上

保
安

庁

自
然

現
象

行
為

件
-

-
-

3
7
3

3
9
1

3
8
1

3
5
6

3
1
5

-
1
9
.4

%
-
8
.2

%
年

海
上

保
安

庁

訓
練

・
試

験
関

係
件

-
-

-
8
9
9

7
9
5

6
9
1

5
6
9

4
5
2

-
4
3
.1

%
-
3
2
.6

%
年

海
上

保
安

庁

水
深

関
係

件
-

-
-

2
7
0

2
0
2

1
6
5

2
0
1

1
6
1

-
2
0
.3

%
-
2
5
.6

%
年

海
上

保
安

庁

え
い

航
関

係
件

-
-

-
9
5

3
7

6
7

5
6

1
2
5

2
3
7
.8

%
2
5
.3

%
年

海
上

保
安

庁

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

緊
急

情
報

配
信

サ
ー

ビ
ス

配
信

件
数

（
フ

ロ
ー

）

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

イ
ン

プ
ッ

ト

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

（
１

）
ヒ

ュ
ー

マ
ン

エ
ラ

ー
の

防
止

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
一

元
的

な
海

上
交

通
管

制
の

構
築

・
ふ

く
そ

う
海

域
に

お
け

る
安

全
性

の
確

保
・
準

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
安

全
性

の
確

保

3
(1

)
○

○

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4
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そ
の

他
件

-
-

-
1
,6

3
5

1
,7

7
1

1
,4

8
9

1
,9

3
3

2
,0

3
4

1
4
.9

%
6
.8

%
年

海
上

保
安

庁

合
計

件
8
4
8

3
,0

7
5

4
,2

1
2

5
,2

5
9

5
,2

2
6

4
,7

7
5

4
,9

1
5

5
,4

0
3

3
.4

%
2
.7

%
年

海
上

保
安

庁

P
C

サ
イ

ト
件

2
2
,5

4
2
,6

8
4

2
1
,9

4
8
,3

9
6

2
2
,1

7
7
,9

6
6

3
0
,5

9
7
,7

1
4

3
1
,0

1
8
,6

3
1

3
5
,3

4
8
,9

9
4

4
1
,6

9
3
,9

1
9

4
3
,4

1
5
,7

0
7

4
0
.0

%
4
3
.8

%
年

海
上

保
安

庁

ス
マ

ホ
サ

イ
ト

件
-

-
-

-
6
4
0
,3

0
2

1
,0

5
8
,5

1
4

2
,1

6
6
,2

7
4

3
,0

9
0
,4

5
5

3
8
2
.7

%
2
2
8
.8

%
年

海
上

保
安

庁

ウ
ォ

ー
タ

ー
セ

ー
フ

テ
ィ

ガ
イ

ド
（
P

C
サ

イ
ト

再
掲

）
件

-
-

-
-

-
-

-
4
9
,9

8
6

年
海

上
保

安
庁

緊
急

情
報

配
信

シ
ス

テ
ム

の
登

録
者

数
（
ス

ト
ッ

ク
）

人
5
,9

7
1

1
1
,5

2
8

1
6
,4

8
2

2
0
,2

2
1

2
3
,3

3
8

2
5
,0

7
4

2
7
,3

2
2

2
8
,5

6
1

2
2
.4

%
3
4
.8

%
年

海
上

保
安

庁

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
※

１
国

土
交

通
省

海
の

安
全

情
報

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ク

セ
ス

件
数

（
フ

ロ
ー

）

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

た
事

業
者

、
操

縦
者

等
の

安
全

意
識

の
向

上
、

直
接

的
な

働
き

か
け

に
よ

る
安

全
運

航
に

係
る

情
報

提
供

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

　
関

係
機

関
と

連
携

の
上

、
各

種
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
、

海
難

防
止

講
習

会
、

訪
船

指
導

等
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
、

事
業

者
、

操
縦

者
等

の
安

全
意

識
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

海
難

防
止

活
動

時
に

、
運

輸
安

全
委

員
会

が
作

成
し

た
、

事
故

防
止

に
係

る
船

舶
事

故
調

査
事

例
の

紹
介

と
分

析
を

行
っ

た
情

報
誌

に
よ

り
周

知
を

図
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

ま
た

、
事

故
防

止
に

有
用

な
Ａ

ＩＳ
の

普
及

を
促

進
す

る
た

め
、

関
係

省
庁

と
連

携
し

て
、

そ
の

有
用

性
に

係
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
し

、
普

及
に

取
り

組
ん

だ
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

さ
ら

に
、

Ａ
ＩＳ

や
「
海

の
安

全
情

報
」
（
平

成
2
8
年

に
「
Ｍ

ＩＣ
Ｓ

」
か

ら
呼

称
変

更
）
等

に
よ

り
、

船
舶

交
通

の
安

全
に

必
要

な
情

報
を

提
供

し
、

船
舶

操
縦

者
等

に
対

し
て

こ
れ

ら
の

情
報

の
積

極
的

な
活

用
を

呼
び

掛
け

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

加
え

て
、

平
成

3
0
年

に
「
海

の
安

全
情

報
」
の

中
に

、
海

に
関

す
る

知
識

、
利

用
す

る
乗

り
物

の
特

性
や

装
備

、
習

得
す

べ
き

技
術

、
交

通
ル

ー
ル

等
を

掲
載

し
た

「
ウ

ォ
ー

タ
ー

セ
ー

フ
テ

ィ
ガ

イ
ド

」
の

ペ
ー

ジ
を

開
設

し
、

各
サ

イ
ト

の
内

容
の

充
実

を
図

っ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

関
係

省
庁

・
団

体
と

連
携

し
て

実
施

し
て

い
る

海
難

防
止

強
調

運
動

（
海

の
事

故
ゼ

ロ
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
）
等

の
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
事

業
者

、
操

縦
者

等
の

安
全

意
識

の
向

上
を

図
り

、
海

難
防

止
講

習
会

及
び

訪
船

指
導

で
は

海
難

防
止

啓
発

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
し

、
直

接
的

な
働

き
か

け
に

よ
る

安
全

運
航

に
係

る
情

報
提

供
を

十
分

に
行

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

の
防

止
（
減

少
）
に

寄
与

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
（
海

上
保

安
庁

）
ま

た
、

平
成

3
0
年

に
開

設
し

た
「
ウ

ォ
ー

タ
ー

セ
ー

フ
テ

ィ
ガ

イ
ド

」
に

は
年

間
約

５
万

件
の

ア
ク

セ
ス

件
数

が
あ

り
、

各
サ

イ
ト

の
内

容
の

充
実

を
図

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

ア
ク

セ
ス

件
数

及
び

メ
ー

ル
登

録
者

数
と

も
に

増
加

傾
向

で
あ

り
、

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

の
防

止
に

効
果

的
な

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
が

で
き

た
と

考
え

ら
れ

る
。

（
海

上
保

安
庁

）

備
考

※
１

　
国

土
交

通
省

に
お

け
る

目
標

値
：
3
3
9
隻

（
平

成
2
8
年

）
。

本
邦

に
寄

港
し

な
い

外
国

船
舶

に
よ

る
事

故
を

除
く
。
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
9
0
7

8
7
5
8

8
1
1
2

7
9
9
0

7
8
8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

全
国

の
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
件

数
（
フ

ロ
ー

）
回

3
,2

9
0

3
,1

0
4

2
,4

2
9

2
,1

8
9

2
,5

1
9

3
,0

6
8

2
,9

0
6

2
,8

9
0

1
4
.7

%
2
4
.2

%
年

度
国

土
交

通
省

年
末

年
始

の
輸

送
等

安
全

総
点

検
に

お
け

る
運

輸
局

等
の

現
地

確
認

事
業

者
数

（
フ

ロ
ー

）

人
2
7
7

2
7
7

2
9
2

2
8
3

3
1
9

2
9
7

3
0
0

3
0
0

-
6
.0

%
0
.3

%
年

度
国

土
交

通
省

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
※

１
国

土
交

通
省

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

(2
)　

船
舶

の
運

航
管

理
等

の
充

実

ア
 旅

客
船

事
業

者
等

に
対

す
る

指
導

監
督

の
充

実
強

化

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
旅

客
船

事
業

者
等

に
対

す
る

安
全

管
理

規
程

の
遵

守
状

況
の

監
査

・
事

故
発

生
等

の
状

況
に

応
じ

て
特

定
分

野
に

集
中

し
た

監
査

の
実

施
・
運

航
労

務
管

理
官

と
船

舶
検

査
官

に
よ

る
訪

船
指

導
（
立

入
検

査
）

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

3
(2

)
ア

○

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

安
全

管
理

規
定

の
遵

守
状

況
を

重
点

と
し

た
監

査
の

実
施

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

　
旅

客
船

事
業

者
等

に
対

し
て

、
安

全
管

理
規

程
の

遵
守

状
況

を
重

点
に

監
査

を
行

う
と

と
も

に
、

事
故

及
び

イ
ン

シ
デ

ン
ト

発
生

時
の

監
査

を
通

じ
て

安
全

管
理

体
制

の
改

善
を

図
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

ま
た

、
平

成
2
7
年

７
月

に
発

生
し

た
フ

ェ
リ

ー
火

災
事

故
を

受
け

、
フ

ェ
リ

ー
事

業
者

の
安

全
管

理
規

程
に

、
火

災
事

故
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
に

関
す

る
事

項
と

し
て

消
火

プ
ラ

ン
を

作
成

さ
せ

る
こ

と
と

し
、

フ
ェ

リ
ー

に
お

け
る

消
防

設
備

の
点

検
、

実
戦

的
な

消
火

訓
練

の
実

施
な

ど
に

つ
い

て
、

新
た

な
監

査
事

項
を

設
定

し
、

効
果

的
な

監
査

を
実

施
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

さ
ら

に
、

年
末

年
始

の
安

全
総

点
検

に
お

い
て

、
運

航
労

務
監

理
官

及
び

船
舶

検
査

官
が

、
一

体
と

な
っ

て
訪

船
指

導
（
立

入
検

査
）
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

指
導

監
督

の
充

実
強

化
を

図
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

事
故

発
生

の
状

況
等

に
応

じ
て

特
定

分
野

に
集

中
し

た
新

た
な

監
査

事
項

を
設

定
し

、
効

果
的

な
監

査
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
輸

送
の

安
全

の
確

保
が

最
も

重
要

で
あ

る
と

い
う

事
業

者
の

安
全

意
識

の
向

上
が

図
ら

れ
た

結
果

、
船

舶
海

難
事

故
の

削
減

に
寄

与
し

た
と

考
え

ら
れ

る
。

（
国

土
交

通
省

）

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

旅
客

船
の

事
故

の
防

止
○
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
,9

0
7

8
,7

5
8

8
,1

1
2

7
,9

9
0

7
,8

8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
※

１
国

土
交

通
省

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

(2
)　

船
舶

の
運

航
管

理
等

の
充

実

イ
　

事
故

再
発

防
止

対
策

の
徹

底

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

の
原

因
を

踏
ま

え
た

適
切

な
再

発
防

止
策

を
策

定
・
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
、

指
導

を
通

じ
た

対
策

の
徹

底
。

・
事

業
者

団
体

等
を

通
じ

て
注

意
喚

起
・
超

高
速

船
の

海
中

障
害

物
等

と
の

衝
突

事
故

に
お

け
る

障
害

物
検

知
シ

ス
テ

ム
等

の
精

緻
化

(2
)

イ

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

2
4

3 人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

旅
客

船
の

事
故

の
防

止
○

消
火

活
動

の
備

え
を

強
化

す
る

た
め

の
有

効
な

消
火

手
順

、
消

火
設

備
の

特
性

、
訓

練
の

方
法

な
ど

を
ま

と
め

た
手

引
書

の
公

表

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止
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旅

客
船

等
の

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

事
故

の
原

因
を

踏
ま

え
た

適
切

な
再

発
防

止
策

を
策

定
し

、
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
、

指
導

を
通

じ
て

、
そ

の
対

策
の

徹
底

を
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

平
成

2
7
年

７
月

に
北

海
道

苫
小

牧
沖

で
発

生
し

た
フ

ェ
リ

ー
の

火
災

事
故

を
受

け
て

、
火

災
・
消

防
に

関
す

る
専

門
家

な
ど

か
ら

構
成

す
る

「
フ

ェ
リ

ー
火

災
対

策
検

討
委

員
会

」
を

設
置

し
、

2
8
年

３
月

に
フ

ェ
リ

ー
事

業
者

に
よ

る
消

火
活

動
の

備
え

を
強

化
す

る
た

め
の

有
効

な
消

火
手

順
、

消
火

設
備

の
特

性
、

訓
練

の
方

法
な

ど
を

ま
と

め
た

手
引

書
を

取
り

ま
と

め
て

公
表

し
、

全
国

の
フ

ェ
リ

ー
事

業
者

に
対

し
て

指
導

を
行

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

平
成

3
0
年

９
月

に
台

風
第

2
1
号

に
よ

る
暴

風
に

よ
り

関
西

国
際

空
港

沖
で

錨
泊

し
て

い
た

タ
ン

カ
ー

が
走

錨
し

、
空

港
の

連
絡

橋
に

衝
突

す
る

事
故

が
発

生
し

た
こ

と
を

受
け

、
気

象
・
海

象
の

情
報

を
的

確
に

入
手

し
、

予
想

さ
れ

る
風

速
、

風
向

等
の

気
象

・
海

象
状

況
、

海
域

及
び

底
質

に
応

じ
て

、
錨

鎖
の

伸
出

等
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

等
に

つ
い

て
、

事
業

者
団

体
を

通
じ

て
注

意
喚

起
を

行
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

平
成

3
0
年

1
2
月

に
グ

ア
ム

島
で

発
生

し
た

大
型

ク
ル

ー
ズ

旅
客

船
の

事
故

に
お

い
て

、
不

適
切

な
操

船
及

び
酒

気
帯

び
状

態
で

の
航

海
当

直
が

確
認

さ
れ

た
こ

と
を

受
け

、
酒

気
帯

び
状

態
で

の
当

直
の

禁
止

の
徹

底
に

つ
い

て
指

導
を

行
っ

た
。

ま
た

、
こ

れ
を

契
機

に
、

飲
酒

に
係

る
安

全
管

理
体

制
の

あ
り

方
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

有
識

者
検

討
会

を
平

成
3
1
年

３
月

に
設

置
し

、
８

月
に

本
検

討
会

の
と

り
ま

と
め

を
公

表
し

、
検

知
器

を
使

用
し

た
新

た
な

飲
酒

対
策

を
導

入
す

る
よ

う
に

事
業

者
団

体
を

通
じ

て
周

知
す

る
と

と
も

に
、

事
業

者
に

対
し

て
指

導
を

行
っ

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

水
中

翼
型

高
速

船
の

安
全

対
策

に
つ

い
て

は
、

平
成

3
1
年

３
月

に
発

生
し

た
水

中
翼

型
超

高
速

船
と

海
洋

生
物

と
思

わ
れ

る
物

体
の

衝
突

事
故

を
受

け
、

海
上

保
安

庁
が

提
供

す
る

海
洋

生
物

目
撃

情
報

等
を

活
か

し
て

減
速

航
行

や
航

路
の

変
更

等
を

行
う

こ
と

、
当

該
海

域
を

航
行

す
る

際
等

に
は

、
船

内
掲

示
や

ア
ナ

ウ
ン

ス
等

に
よ

り
乗

客
へ

シ
ー

ト
ベ

ル
ト

着
用

を
徹

底
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

事
業

者
団

体
を

通
じ

て
注

意
喚

起
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

あ
ら

た
め

て
安

全
対

策
の

徹
底

を
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

事
業

者
へ

の
安

全
指

導
や

注
意

喚
起

等
を

通
じ

、
輸

送
の

安
全

の
確

保
が

最
も

重
要

で
あ

る
と

い
う

事
業

者
意

識
の

向
上

と
、

事
故

の
未

然
防

止
及

び
法

令
遵

守
の

徹
底

が
図

ら
れ

、
船

舶
海

難
事

故
の

削
減

に
寄

与
し

た
と

考
え

ら
れ

る
。

（
国

土
交

通
省

）

法
令

改
正

等
○

フ
ェ

リ
ー

に
お

け
る

火
災

対
策

実
施

通
達

の
発

出
「
フ

ェ
リ

ー
に

お
け

る
火

災
対

策
の

実
施

に
つ

い
て

」
（
平

成
2
8
年

３
月

2
9
日

付
国

海
安

第
4
1
2
号

）

○
タ

ン
カ

ー
走

錨
事

故
を

受
け

た
指

導
通

達
の

発
出

「
走

錨
事

故
の

防
止

に
つ

い
て

（
注

意
喚

起
）
」
（
平

成
3
0
年

９
月

６
日

付
国

海
安

第
1
0
1
号

）

○
酒

気
帯

び
状

態
で

の
航

海
当

直
に

よ
る

事
故

を
受

け
た

指
導

通
達

の
発

出
「
海

上
交

通
に

お
け

る
飲

酒
に

よ
る

当
直

の
禁

止
の

徹
底

に
つ

い
て

」
（
平

成
3
1
年

１
月

９
日

付
国

海
安

第
1
7
4
号

）
「
新

た
な

飲
酒

対
策

導
入

に
伴

う
安

全
管

理
規

程
の

見
直

し
等

に
つ

い
て

」
（
令

和
元

年
９

月
３

０
日

付
国

海
安

第
８

４
号

）

○
水

中
翼

型
超

高
速

船
が

、
海

洋
生

物
と

お
ぼ

し
き

物
体

に
衝

突
し

た
事

故
を

受
け

指
導

通
達

の
発

出
「
水

中
翼

型
超

高
速

船
の

安
全

情
報

の
共

有
に

つ
い

て
」
（
平

成
2
9
年

２
月

2
4
日

付
国

海
安

第
3
0
8
号

）
「
鯨

類
等

と
の

衝
突

に
備

え
た

水
中

翼
型

超
高

速
船

の
安

全
対

策
の

徹
底

に
つ

い
て

」
（
平

成
3
1
年

３
月

1
1
日

付
国

海
安

第
2
3
7
号

）

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
,9

0
7

8
,7

5
8

8
,1

1
2

7
,9

9
0

7
,8

8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

運
輸

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

評
価

実
施

事
業

者
数

（
フ

ロ
ー

）
回

9
4
7

4
2
4

2
4
8

2
6
2

2
4
4

2
2
3

1
9
9

1
7
9

-
2
6
.6

%
-
2
0
.3

%
年

度
国

土
交

通
省

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
※

１
国

土
交

通
省

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

(2
)　

船
舶

の
運

航
管

理
等

の
充

実

ウ
　

運
輸

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

評
価

の
推

進

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
旅

客
船

事
業

者
等

の
安

全
管

理
体

制
の

構
築

・
改

善
状

況
を

運
輸

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

評
価

に
よ

り
確

認
・
事

業
者

に
よ

る
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
を

徹
底

・
遵

守
す

る
意

識
付

け
の

取
組

を
的

確
に

確
認

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

3
(2

)
ウ

○

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
事

業
者

の
安

全
管

理
体

制
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
評

価
の

実
施

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

　
海

上
運

送
事

業
者

に
対

し
て

、
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
制

度
に

基
づ

き
、

事
業

者
が

経
営

ト
ッ

プ
の

主
体

的
な

関
与

の
下

、
現

場
を

含
む

組
織

が
一

丸
と

な
っ

て
安

全
管

理
体

制
を

構
築

・
改

善
し

、
国

が
そ

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

運
輸

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

評
価

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
平

成
2
9
年

7
月

の
運

輸
審

議
会

答
申

を
踏

ま
え

、
評

価
項

目
に

、
事

業
環

境
や

社
会

環
境

の
変

化
（
テ

ロ
・
感

染
症

・
自

然
災

害
等

の
リ

ス
ク

）
に

対
す

る
経

営
層

の
認

識
及

び
組

織
全

体
の

対
応

に
つ

い
て

追
加

す
る

な
ど

、
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
制

度
の

充
実

強
化

を
行

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

平
成

2
5
年

度
以

降
は

、
事

業
類

型
や

規
模

等
を

考
慮

し
て

、
輸

送
実

績
が

一
定

規
模

以
上

の
事

業
者

や
離

島
航

路
事

業
者

、
中

長
距

離
航

路
事

業
者

等
に

つ
い

て
は

３
年

連
続

評
価

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

小
規

模
事

業
者

に
つ

い
て

は
監

査
や

安
全

総
点

検
、

講
習

会
等

の
機

会
を

捉
え

て
、

運
輸

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

制
度

の
周

知
啓

発
の

要
素

を
取

り
入

れ
た

安
全

確
認

や
安

全
指

導
を

行
う

な
ど

、
メ

リ
ハ

リ
を

付
け

た
評

価
を

計
画

通
り

に
実

施
し

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

ま
た

、
国

土
交

通
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

、
事

業
者

か
ら

収
集

し
た

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

事
例

等
の

公
表

・
周

知
を

図
る

と
と

も
に

、
事

業
者

が
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト

等
の

情
報

を
集

め
、

事
故

防
止

に
活

用
す

る
た

め
の

テ
キ

ス
ト

「
事

故
、

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

情
報

の
収

集
・
活

用
の

進
め

方
～

事
故

の
再

発
防

止
・
予

防
に

向
け

て
～

」
を

作
成

・
公

表
・
更

新
し

、
事

業
者

の
リ

ス
ク

管
理

意
識

の
向

上
を

図
っ

た
。

更
に

、
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
評

価
に

お
い

て
、

事
故

、
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト

情
報

等
の

収
集

・
活

用
に

つ
い

て
評

価
・
助

言
を

行
い

、
事

業
者

の
リ

ス
ク

管
理

へ
の

理
解

の
深

化
を

図
っ

た
。

加
え

て
、

運
輸

事
業

者
に

お
け

る
優

れ
た

安
全

管
理

の
取

組
を

運
輸

安
全

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

評
価

等
に

よ
り

収
集

し
、

事
業

者
の

同
意

の
下

に
公

開
し

、
他

の
安

全
管

理
上

の
課

題
解

決
の

一
助

と
な

る
よ

う
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

海
上

運
送

事
業

者
に

対
す

る
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
評

価
の

実
施

等
を

通
じ

た
運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
制

度
の

浸
透

・
定

着
に

よ
り

、
事

業
者

に
よ

る
安

全
管

理
体

制
の

構
築

・
改

善
に

向
け

た
取

組
が

進
み

、
船

舶
海

難
事

故
の

削
減

に
寄

与
し

た
と

考
え

ら
れ

る
。

（
国

土
交

通
省

）

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
,9

0
7

8
,7

5
8

8
,1

1
2

7
,9

9
0

7
,8

8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

件
2
7

2
2

2
5

1
9

2
2

1
8

2
0

2
0

-
9
.1

%
-
1
2
.1

%
年

度
国

土
交

通
省

人
1
,7

6
1

1
,4

1
2

1
,5

5
2

1
,2

2
0

1
,1

5
6

1
,1

8
4

1
,3

4
6

1
,3

7
5

1
8
.9

%
-
0
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
※

１
国

土
交

通
省

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

(2
)　

船
舶

の
運

航
管

理
等

の
充

実

エ
　

安
全

統
括

管
理

者
及

び
運

航
管

理
者

等
に

対
す

る
研

修
水

準
の

向
上

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
最

新
の

事
故

事
例

の
分

析
結

果
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

る
、

研
修

水
準

の
向

上

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

3
(2

)
エ

○

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

安
全

統
括

管
理

者
及

び
運

航
管

理
者

等
に

対
す

る
研

修
開

催
実

績
（
フ

ロ
ー

）

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

旅
客

船
海

難
事

例
等

の
講

義
を

実
施

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

　
各

地
方

運
輸

局
等

に
お

い
て

、
輸

送
の

安
全

の
確

保
に

関
す

る
統

括
責

任
者

で
あ

る
安

全
統

括
管

理
者

及
び

船
舶

の
運

航
管

理
の

責
任

者
で

あ
る

運
航

管
理

者
に

対
し

、
運

輸
安

全
委

員
会

及
び

海
上

保
安

庁
職

員
に

よ
る

旅
客

船
海

難
事

例
等

の
講

義
を

実
施

し
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

当
該

研
修

を
通

じ
て

、
安

全
統

括
管

理
者

及
び

運
航

管
理

者
の

輸
送

の
安

全
の

確
保

が
最

も
重

要
で

あ
る

と
い

う
事

業
者

の
安

全
意

識
の

向
上

が
図

ら
れ

、
船

舶
海

難
事

故
の

削
減

に
寄

与
し

た
と

考
え

ら
れ

る
。

（
国

土
交

通
省

）

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

旅
客

船
の

事
故

の
防

止
○
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
,9

0
7

8
,7

5
8

8
,1

1
2

7
,9

9
0

7
,8

8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

輸
送

の
安

全
に

か
か

わ
る

情
報

の
公

表
回

数
（
フ

ロ
ー

）
件

1
1

1
1

1
1

1
1

0
.0

%
0
.0

%
年

度
国

土
交

通
省

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
※

１
国

土
交

通
省

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

(2
)　

船
舶

の
運

航
管

理
等

の
充

実

オ
　

安
全

情
報

公
開

の
推

進

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
海

技
免

許
の

付
与

及
び

海
技

免
状

の
更

新
、

各
船

員
教

育
機

関
に

お
け

る
新

人
教

育
及

び
再

教
育

の
適

切
な

実
施

に
よ

る
、

海
技

士
の

知
識

技
能

の
維

持
向

上
・
2
0
1
0
 年

６
月

に
採

択
さ

れ
た

Ｓ
Ｔ

Ｃ
Ｗ

条
約

の
改

正
（
船

員
に

求
め

ら
れ

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

、
新

技
術

対
応

能
力

等
の

規
定

の
新

設
等

）
を

受
け

、
当

該
改

正
の

経
過

措
置

が
終

了
す

る
2
0
1
7
 年

１
月

ま
で

に
必

要
な

措
置

の
実

施
・
発

航
前

検
査

の
励

行
、

操
練

の
適

切
な

実
施

、
航

海
当

直
体

制
の

確
保

、
船

内
の

巡
視

制
度

の
確

立
等

に
よ

る
船

員
の

安
全

意
識

等
の

維
持

及
び

向
上

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

3
(2

)
オ

○

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

フ
ェ

リ
ー

事
業

者
に

よ
る

消
火

活
動

の
備

え
を

強
化

す
る

た
め

の
有

効
な

消
火

手
順

、
消

火
設

備
の

特
性

、
訓

練
の

方
法

な
ど

を
ま

と
め

た
手

引
書

を
公

表
し

、
フ

ェ
リ

ー
事

業
者

を
指

導

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

旅
客

船
の

事
故

の
防

止
○
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平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

　
利

用
者

が
適

切
に

事
業

者
の

選
択

を
行

う
こ

と
を

可
能

と
す

る
た

め
、

海
上

運
送

法
（
昭

2
4
法

1
8
7
）
及

び
内

航
海

運
業

法
（
昭

2
7
法

1
5
1
）
に

基
づ

き
行

政
処

分
を

行
っ

た
事

故
案

件
等

に
関

す
る

情
報

を
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

公
開

し
た

。
ま

た
、

事
故

を
受

け
て

講
じ

た
対

応
等

の
情

報
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）

公
表

年
月

日
平

成
2
8
年

２
月

1
9
日

（
平

成
2
6
年

度
）

平
成

2
8
年

1
1
月

3
0
日

（
平

成
2
7
年

度
）

平
成

2
9
年

1
1
月

2
7
日

（
平

成
2
8
年

度
）

平
成

3
1
年

３
月

2
9
日

（
平

成
2
9
年

度
）

令
和

２
年

１
月

2
１

日
（
令

和
元

年
度

）

事
故

を
受

け
て

講
じ

た
対

応
等

に
係

る
主

な
公

表
事

例
  

平
成

2
7
年

 ９
月

 １
日

  
フ

ェ
リ

ー
火

災
対

策
検

討
委

員
会

の
設

置
を

公
表

　
平

成
2
9
年

 ３
月

2
9
日

　
フ

ェ
リ

ー
事

業
者

が
火

災
に

備
え

て
「
消

火
プ

ラ
ン

の
作

成
」
と

「
実

践
的

な
消

火
訓

練
」
を

行
う

た
め

の
手

引
書

の
公

表
　

平
成

3
1
年

 ３
月

 １
日

　
海

運
分

野
の

飲
酒

対
策

に
関

す
る

検
討

会
の

設
置

を
公

表

　
ま

た
、

事
業

者
に

お
い

て
も

、
自

ら
輸

送
の

安
全

に
か

か
わ

る
情

報
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

運
航

労
務

監
理

官
が

監
査

等
に

お
い

て
公

表
の

有
無

等
を

確
認

し
て

い
る

。
（
国

土
交

通
省

）

　
輸

送
の

安
全

に
か

か
わ

る
情

報
の

公
表

を
通

じ
、

国
民

に
広

く
船

舶
の

安
全

の
重

要
性

に
対

す
る

関
心

を
喚

起
し

、
特

に
事

業
者

に
対

し
て

は
輸

送
の

安
全

の
確

保
が

最
も

重
要

で
あ

る
と

い
う

意
識

の
向

上
が

図
ら

れ
、

船
舶

海
難

事
故

の
削

減
に

寄
与

し
た

と
考

え
ら

れ
る

。
（
国

土
交

通
省

）
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
8
,9

0
7

8
,7

5
8

8
,1

1
2

7
,9

9
0

7
,8

8
4

7
,9

5
2

の
内

数
7
,7

6
3

の
内

数
7
,7

5
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
技

免
状

の
新

規
取

得
者

数
（
フ

ロ
ー

）
人

2
,7

0
2

2
,6

1
3

2
,7

2
3

2
,9

6
0

3
,1

5
4

3
,3

6
0

3
,7

6
8

3
,5

6
8

1
3
.1

%
2
1
.0

%
年

度
国

土
交

通
省

海
技

免
状

の
更

新
者

数
（
フ

ロ
ー

）
人

9
,5

9
2

1
0
,1

0
6

1
3
,3

2
8

1
2
,3

7
3

1
1
,4

8
4

9
,6

6
9

9
,9

7
6

1
2
,2

9
5

7
.1

%
-
1
4
.1

%
年

度
国

土
交

通
省

定
員

（
人

）
3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
7
0

3
8
0

3
9
0

3
9
0

3
9
0

2
.6

%
6
.4

%
年

度
国

土
交

通
省

応
募

者
（
人

）
8
6
3

8
7
3

1
,0

4
7

1
,1

1
2

1
,0

1
7

1
,2

9
2

8
6
3

8
0
9

-
2
0
.5

%
-
6
.7

%
年

度
国

土
交

通
省

倍
率

（
倍

）
2
.5

2
.5

3
.0

3
.0

2
.7

3
.3

2
.2

2
.1

-
2
2
.2

%
-
1
2
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

海
上

技
術

学
校

に
お

け
る

海
技

士
国

家
試

験
の

合
格

率
（
フ

ロ
ー

）

％
7
7
.2

6
5
.8

7
6
.4

8
2
.3

7
8
.3

7
9
.8

8
8
.8

9
3
.2

1
9
.0

%
1
0
.5

%
年

度
国

土
交

通
省

海
上

技
術

短
期

大
学

校
に

お
け

る
海

技
士

国
家

試
験

合
格

率
（
フ

ロ
ー

）

％
9
5
.1

9
2
.0

9
3
.4

9
5
.9

9
6
.8

1
0
0

9
9
.2

9
4
.5

-
2
.4

%
2
.7

%
年

度
国

土
交

通
省

全
国

の
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
件

数
（
フ

ロ
ー

）
件

3
,2

9
0

3
,1

0
4

2
,4

2
4

4
,3

2
9

4
,4

5
7

4
,7

2
1

4
,7

9
7

4
,7

1
9

5
.9

%
2
7
.0

%
年

度
国

土
交

通
省

３
　

船
舶

の
安

全
な

運
航

の
確

保

(3
)　

船
員

の
資

質
の

確
保

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
最

新
の

事
故

事
例

の
分

析
結

果
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

る
、

研
修

水
準

の
向

上

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）
注

1

イ
ン

プ
ッ

ト

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

注
2

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

注
2

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

海
技

教
育

機
構

へ
の

入
学

状
況

（
フ

ロ
ー

）

3
(3

)
〇

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
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商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

事
故

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
3

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.3

%
-
1
1
.9

%
年

度
国

土
交

通
省

注
：
「
H

2
7
比

」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

割
合

、
「
2
5
～

2
7
比

」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

割
合

。

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
定

期
的

な
海

技
免

状
の

更
新

制
度

、
船

員
教

育
訓

練
の

充
実

及
び

改
正

Ｓ
Ｔ

Ｃ
Ｗ

条
約

に
基

づ
く
国

内
法

令
の

整
備

、
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
の

徹
底

に
よ

り
、

船
員

の
資

質
の

確
保

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

　
船

舶
職

員
及

び
小

型
船

舶
操

縦
者

法
（
昭

2
6
法

1
4
9
）
に

基
づ

く
海

技
士

国
家

試
験

の
際

、
一

定
の

乗
船

履
歴

を
求

め
つ

つ
、

最
新

の
航

海
機

器
等

に
対

応
し

た
知

識
・
技

能
の

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、

５
年

ご
と

の
海

技
免

状
の

更
新

の
際

、
一

定
の

乗
船

履
歴

又
は

講
習

の
受

講
等

を
要

求
す

る
こ

と
に

よ
り

、
船

舶
職

員
の

知
識

・
技

能
の

最
新

化
を

図
っ

た
。

ま
た

、
新

人
船

員
の

教
育

訓
練

に
お

い
て

実
践

的
な

訓
練

を
実

施
す

る
た

め
に

、
練

習
船

に
お

け
る

教
育

・
訓

練
設

備
の

充
実

を
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
加

え
て

、
平

成
2
2
年

６
月

に
採

択
さ

れ
た

改
正

Ｓ
Ｔ

Ｃ
Ｗ

条
約

の
完

全
施

行
に

向
け

、
そ

の
改

正
内

容
の

的
確

な
実

施
を

徹
底

す
る

た
め

、
平

成
2
8
年

1
0
月

に
電

子
海

図
情

報
表

示
装

置
（
Ｅ

Ｃ
Ｄ

ＩＳ
）
搭

載
船

舶
に

係
る

資
格

制
度

の
見

直
し

に
係

る
運

用
に

つ
い

て
、

地
方

運
輸

局
及

び
関

係
団

体
に

対
し

周
知

徹
底

を
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

Ｌ
Ｎ

Ｇ
燃

料
船

に
つ

い
て

は
平

成
2
7
年

６
月

に
、

極
水

域
（
北

極
水

域
及

び
南

極
地

域
）
を

航
行

す
る

船
舶

に
つ

い
て

は
平

成
2
8
年

1
1
月

に
、

そ
れ

ぞ
れ

採
択

さ
れ

た
Ｓ

Ｔ
Ｃ

Ｗ
条

約
の

改
正

に
お

い
て

、
船

舶
に

乗
り

組
む

船
員

に
対

す
る

資
格

の
保

有
義

務
付

け
等

が
な

さ
れ

た
こ

と
に

対
応

し
、

一
定

の
船

員
に

対
し

関
連

す
る

知
識

・
技

能
の

習
得

を
義

務
付

け
る

た
め

、
船

員
法

（
昭

2
2
年

法
1
0
0
）
の

一
部

改
正

を
は

じ
め

、
国

内
法

令
の

整
備

を
行

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

さ
ら

に
、

船
舶

の
安

全
な

運
航

を
確

保
し

海
難

事
故

の
未

然
防

止
等

を
図

る
た

め
、

船
員

法
（
昭

2
2
法

1
0
0
）
に

基
づ

き
、

発
航

前
検

査
の

励
行

、
操

練
の

実
施

、
航

海
当

直
体

制
の

確
保

、
救

命
設

備
及

び
消

火
設

備
の

使
用

方
法

に
関

す
る

教
育

・
訓

練
等

に
つ

い
て

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
の

的
確

な
実

施
を

徹
底

す
る

た
め

、
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
を

行
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

定
期

的
な

海
技

免
状

の
更

新
制

度
、

船
員

教
育

訓
練

の
充

実
及

び
改

正
Ｓ

Ｔ
Ｃ

Ｗ
条

約
に

基
づ

く
国

内
法

令
の

整
備

、
運

航
労

務
監

理
官

に
よ

る
監

査
の

徹
底

に
よ

り
、

船
員

の
資

質
の

確
保

を
図

っ
た

こ
と

で
、

船
舶

海
難

事
故

の
削

減
に

寄
与

し
た

と
考

え
ら

れ
る

。
（
国

土
交

通
省

）

法
令

改
正

等
○

平
成

2
8
年

1
0
月

 ６
日

　
電

子
海

図
情

報
表

示
装

置
（
Ｅ

Ｃ
Ｄ

ＩＳ
）
搭

載
船

舶
の

資
格

制
度

の
見

直
し

に
係

る
運

用
に

つ
い

て
地

方
運

輸
局

及
び

業
界

団
体

に
対

し
周

知
徹

底
を

実
施

○
平

成
2
9
年

1
0
月

 １
日

　
海

上
運

送
法

及
び

船
員

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
施

行
　

Ｌ
Ｎ

Ｇ
燃

料
船

に
乗

り
組

む
一

定
の

船
員

に
対

す
る

知
識

・
技

能
の

習
得

の
義

務
付

け

○
平

成
3
0
年

 ７
月

 １
日

　
海

上
運

送
法

及
び

船
員

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
施

行
　

極
水

域
を

航
行

す
る

船
舶

に
乗

り
組

む
一

定
の

船
員

に
対

す
る

知
識

・
技

能
の

習
得

の
義

務
付

け

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

商
船

（
旅

客
船

、
貨

物
船

及
び

タ
ン

カ
ー

）
の

海
難

船
舶

隻
数

（
フ

ロ
ー

）

隻
3
5
3

4
2
2

3
7
9

3
9
4

3
8
2

3
3
4

2
9
6

3
8
8

1
.6

%
-
1
1
.9

%
年

度
国

土
交

通
省

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
さ

れ
た

旅
客

船
の

割
合

（
ス

ト
ッ

ク
）

％
2
0
.6

%
2
4
.5

%
2
8
.6

%
3
2
.2

%
3
6
.6

%
4
0
.3

%
4
3
.8

%
4
6
.2

%
9
.6

%
pt

1
1
.0

%
pt

年
度

国
土

交
通

省

実
績

デ
ー

タ
（
平

成
）

増
減

率
（
％

）
注

1

イ
ン

プ
ッ

ト

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

注
2

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

注
2

2
4

2
5

4
. 
船

舶
の

安
全

性
の

確
保

（
１

）
船

舶
の

安
全

基
準

等
の

整
備

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
安

全
基

準
や

検
査

体
制

の
整

備
・
旅

客
船

の
復

原
性

規
則

等
の

見
直

し
、

次
世

代
非

損
傷

時
復

原
性

要
件

の
策

定
、

新
技

術
の

導
入

や
機

能
要

件
の

見
直

し
等

に
よ

る
海

難
救

助
シ

ス
テ

ム
（
Ｇ

Ｍ
Ｄ

Ｓ
Ｓ

）
の

近
代

化
計

画
の

策
定

等
に

お
い

て
我

が
国

の
知

見
の

活
用

促
進

・
船

舶
の

安
全

性
向

上
に

よ
る

質
の

高
い

海
上

輸
送

に
資

す
る

国
際

的
動

向
へ

の
積

極
的

な
対

応
・
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
の

観
点

も
考

慮
し

た
必

要
な

対
策

の
構

築
・
液

化
水

素
運

搬
船

の
安

全
基

準
の

国
際

基
準

化
・
高

い
環

境
特

性
を

有
す

る
水

素
燃

料
電

池
船

の
実

用
化

に
向

け
た

安
全

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

注
1
：
評

価
指

標
の

単
位

が
「
％

」
の

も
の

は
、

「
％

」
の

差
「
％

pt
」
に

て
計

算
。

注
2
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
、

「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
。

〇

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

施
策

群
評

価
指

標

4
(1

)
〇

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
自

動
運

航
船

に
係

る
規

制
の

枠
組

み
の

構
築

、
第

二
世

代
非

損
傷

時
復

原
性

基
準

（
転

覆
防

止
基

準
）
の

策
定

、
Ｒ

Ｏ
Ｒ

Ｏ
旅

客
船

の
火

災
安

全
対

策
の

検
討

等
に

主
導

的
役

割
を

果
た

し
た
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ＩＭ

Ｏ
に

お
け

る
船

舶
の

安
全

基
準

の
検

討
に

関
し

、
自

動
運

航
船

に
係

る
規

制
の

枠
組

み
の

構
築

、
第

二
世

代
非

損
傷

時
復

原
性

基
準

（
転

覆
防

止
基

準
）
の

策
定

、
Ｒ

Ｏ
Ｒ

Ｏ
旅

客
船

の
火

災
安

全
対

策
の

検
討

等
に

主
導

的
役

割
を

果
た

し
、

積
極

的
に

対
応

し
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

ＩＭ
Ｏ

で
決

議
さ

れ
た

国
際

的
な

取
り

決
め

を
国

内
法

に
取

り
込

む
た

め
、

以
下

の
船

舶
の

構
造

、
設

備
等

に
関

す
る

国
内

の
安

全
基

準
の

改
正

を
行

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

①
　

ば
ら

積
み

貨
物

船
及

び
油

タ
ン

カ
ー

の
た

め
の

目
標

指
向

型
構

造
基

準
の

適
用

（
船

体
の

強
度

を
保

持
す

る
た

め
の

構
造

の
基

準
等

を
定

め
る

告
示

第
1
4
6
条

等
）

　
②

　
閉

囲
区

画
の

た
め

の
持

運
び

式
ガ

ス
検

知
器

の
備

付
け

（
船

舶
設

備
規

程
第

1
1
5
条

の
3
2
等

）
　

③
　

極
海

航
行

船
の

安
全

要
件

（
船

舶
設

備
規

程
第

1
1
5
条

の
3
3
等

）
　

④
　

低
引

火
点

燃
料

を
使

用
す

る
船

舶
の

安
全

要
件

（
船

舶
機

関
規

則
第

1
0
2
条

等
）

　
⑤

　
回

転
翼

航
空

機
（
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
）
設

備
を

有
す

る
船

舶
の

防
火

・
消

防
要

件
（
船

舶
消

防
設

備
規

則
第

4
3
条

の
3
等

）
　

各
船

舶
の

安
全

に
係

る
情

報
の

透
明

化
を

図
る

た
め

の
国

際
的

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
Ｅ

Ｑ
Ｕ

Ａ
Ｓ

ＩＳ
）
の

構
築

に
よ

る
サ

ブ
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
船

の
排

除
な

ど
、

ソ
フ

ト
面

に
お

け
る

政
策

に
も

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

旅
客

船
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
に

つ
い

て
は

、
訪

日
外

国
人

旅
行

者
等

の
移

動
に

係
る

利
便

性
や

安
全

性
の

向
上

の
促

進
を

図
る

取
り

組
み

へ
の

支
援

制
度

な
ど

を
活

用
し

、
ハ

ー
ド

面
に

お
け

る
対

策
を

講
じ

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

ま
た

、
職

員
が

移
動

制
約

者
へ

細
や

か
な

対
応

を
行

う
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
策

定
す

る
な

ど
、

ソ
フ

ト
面

に
お

け
る

取
り

組
み

も
推

進
し

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
液

化
水

素
運

搬
船

に
つ

い
て

、
安

全
基

準
の

国
際

基
準

化
を

日
豪

共
同

で
ＩＭ

Ｏ
に

提
案

し
、

水
素

燃
料

電
池

船
に

つ
い

て
は

、
「
水

素
燃

料
電

池
船

の
安

全
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
の

策
定

に
向

け
た

調
査

事
業

を
実

施
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）

　
新

し
い

構
造

及
び

設
備

並
び

に
安

全
基

準
を

見
直

し
た

構
造

及
び

設
備

を
備

え
る

こ
と

に
よ

り
、

船
舶

の
航

行
の

安
全

及
び

人
命

の
安

全
が

確
保

さ
れ

、
船

舶
事

故
の

発
生

及
び

船
舶

事
故

に
よ

る
死

傷
者

の
減

少
に

寄
与

し
た

と
考

え
ら

れ
る

。
（
国

土
交

通
省

）
　

旅
客

船
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
に

つ
い

て
は

、
令

和
２

年
度

末
ま

で
に

約
5
0
％

に
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

お
お

む
ね

順
調

に
推

移
し

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

液
化

水
素

運
搬

船
に

つ
い

て
は

、
ＩＭ

Ｏ
に

お
い

て
国

際
基

準
化

し
、

水
素

燃
料

電
池

船
に

つ
い

て
は

、
燃

料
電

池
船

の
安

全
要

件
等

を
取

り
ま

と
め

た
「
水

素
燃

料
電

池
船

の
安

全
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

策
定

し
た

。
こ

れ
ら

の
取

組
に

よ
っ

て
、

液
化

水
素

運
搬

船
は

同
基

準
に

基
づ

き
設

計
・
建

造
が

開
始

さ
れ

て
お

り
、

水
素

燃
料

電
池

船
に

つ
い

て
は

「
水

素
燃

料
電

池
船

の
安

全
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

参
考

に
事

業
者

に
お

い
て

検
討

が
開

始
さ

れ
て

お
り

、
海

事
分

野
に

お
け

る
水

素
の

利
用

促
進

に
貢

献
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）

法
令

改
正

等
○

船
舶

設
備

等
に

関
す

る
国

内
安

全
基

準
の

整
備

①
ば

ら
積

み
貨

物
船

及
び

油
タ

ン
カ

ー
の

た
め

の
目

標
指

向
型

構
造

基
準

の
適

用
（
船

体
の

強
度

を
保

持
す

る
た

め
の

構
造

の
基

準
等

を
定

め
る

告
示

第
1
4
6
条

等
）

平
成

2
8
年

７
月

１
日

施
行

対
象

船
舶

：
油

タ
ン

カ
ー

及
び

ば
ら

積
み

貨
物

船
で

あ
っ

て
、

長
さ

が
1
5
0
m

以
上

の
も

の
の

う
ち

、
国

際
航

海
に

従
事

す
る

旅
客

船
及

び
総

ト
ン

数
5
0
0
ト

ン
以

上
の

貨
物

船
並

び
に

総
ト

ン
数

5
0
0
ト

ン
以

上
の

遠
洋

区
域

を
航

行
区

域
と

す
る

船
舶

②
閉

囲
区

画
の

た
め

の
持

運
び

式
ガ

ス
検

知
器

の
備

付
け

（
船

舶
設

備
規

程
第

1
1
5
条

の
3
2
等

）
平

成
2
8
年

７
月

１
日

施
行

対
象

船
舶

：
国

際
航

海
に

従
事

す
る

旅
客

船
及

び
総

ト
ン

数
5
0
0
ト

ン
以

上
の

貨
物

船
③

極
海

航
行

船
の

安
全

要
件

（
船

舶
設

備
規

程
第

1
1
5
条

の
3
3
等

）
平

成
2
9
年

１
月

１
日

施
行

対
象

船
舶

：
極

海
域

を
航

行
す

る
旅

客
船

及
び

総
ト

ン
数

5
0
0
ト

ン
以

上
の

貨
物

船
④

低
引

火
点

燃
料

を
使

用
す

る
船

舶
の

安
全

要
件

（
船

舶
機

関
規

則
第

1
0
2
条

等
）

平
成

2
9
年

１
月

１
日

施
行

対
象

船
舶

：
ガ

ス
燃

料
を

使
用

す
る

船
舶

（
貨

物
を

燃
料

に
使

用
す

る
液

化
ガ

ス
運

搬
船

を
除

く
。

）
⑤

　
回

転
翼

航
空

機
（
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
）
設

備
を

有
す

る
船

舶
の

防
火

・
消

防
要

件
（
船

舶
消

防
設

備
規

則
第

4
3
条

の
3
等

）
令

和
２

年
１

月
１

日
施

行
対

象
船

舶
：
暴

露
甲

板
上

に
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
が

発
着

で
き

る
場

所
を

有
す

る
船

舶

○
水

素
関

連
の

国
際

基
準

化
や

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

①
 液

化
水

素
運

搬
船

の
安

全
基

準
案

に
つ

い
て

の
暫

定
勧

告
平

成
2
8
年

1
1
月

第
9
7
回

海
上

安
全

委
員

会
（
M

S
C

）
に

お
い

て
採

択
対

象
船

舶
：
液

化
水

素
を

ば
ら

積
み

運
送

す
る

船
舶

②
 水

素
燃

料
電

池
船

の
安

全
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
平

成
3
0
年

３
月

策
定

対
象

船
舶

：
固

体
高

分
子

形
燃

料
電

池
を

電
源

と
す

る
小

型
船

舶

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

船
舶

の
設

備
・
構

造
等

の
検

査
の

執
行

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
者

4
4
,8

0
4

4
3
,0

8
7

5
0
,4

7
2

5
5
,3

1
8

5
9
,5

4
3

5
1
,8

7
2

5
3
,0

3
6

4
5
,9

1
7

-
2
2
.9

%
-
8
.8

%
年

度
国

土
交

通
省

任
意

ＩＳ
Ｍ

保
有

船
舶

隻
数

（
ス

ト
ッ

ク
）

隻
1
8
3

1
6
6

1
6
7

1
6
6

1
6
8

1
6
4

1
5
7

1
5
7

-
6
.5

%
-
4
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

4
.
船

舶
の

安
全

性
の

確
保

（
２

）
船

舶
の

検
査

体
制

の
充

実

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
ＩＳ

Ｏ
 9

0
0
1
に

準
じ

た
品

質
管

理
シ

ス
テ

ム
に

則
り

、
我

が
国

の
船

舶
検

査
体

制
の

品
質

の
維

持
向

上
を

図
る

。
・
運

航
中

（
入

港
時

）
の

ハ
ー

ド
・
ソ

フ
ト

両
面

か
ら

の
訪

船
指

導
（
立

入
検

査
）
の

実
施

・
危

険
物

運
搬

船
に

対
す

る
運

送
前

の
各

種
検

査
や

立
入

検
査

の
実

施
・
ＩＳ

Ｍ
コ

ー
ド

上
強

制
化

さ
れ

て
い

な
い

内
航

船
舶

に
対

す
る

、
任

意
で

構
築

し
た

安
全

管
理

シ
ス

テ
ム

を
認

証
す

る
ス

キ
ー

ム
の

審
査

の
実

施

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

4
(2

)
〇

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
総

合
的

な
安

全
管

理
体

制
を

確
立

す
る

た
め

の
国

際
安

全
管

理
規

則
（
ＩＳ

Ｍ
コ

ー
ド

）
の

、
強

制
化

さ
れ

て
い

な
い

内
航

船
舶

に
対

し
て

も
認

証

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
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平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

講
じ

た
施

策
　

近
年

の
技

術
革

新
、

海
上

輸
送

の
多

様
化

に
応

じ
た

従
来

の
設

計
と

は
異

な
る

船
型

を
有

す
る

船
舶

の
増

加
や

、
国

際
的

な
規

制
強

化
に

伴
い

、
高

度
で

複
雑

か
つ

広
範

囲
に

わ
た

る
検

査
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
状

況
に

適
切

に
対

応
し

て
い

く
た

め
、

ＩＳ
Ｏ

 9
0
0
1
に

準
じ

た
品

質
管

理
シ

ス
テ

ム
に

則
り

、
船

舶
検

査
体

制
の

品
質

の
維

持
向

上
に

努
め

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

加
え

て
、

運
航

中
（
入

港
時

）
に

、
ハ

ー
ド

・
ソ

フ
ト

両
面

か
ら

の
訪

船
指

導
（
立

入
検

査
）
を

実
施

し
、

船
舶

の
よ

り
一

層
の

安
全

確
保

を
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
　

ま
た

、
危

険
物

の
海

上
輸

送
に

つ
い

て
は

、
ＩＭ

Ｏ
で

定
め

ら
れ

る
国

際
的

な
安

全
基

準
に

基
づ

き
、

容
器

、
表

示
等

の
運

送
要

件
及

び
船

舶
の

構
造

、
設

備
等

の
技

術
基

準
に

つ
い

て
国

内
規

則
の

整
備

を
図

る
と

と
も

に
、

危
険

物
運

搬
船

に
対

し
て

運
送

前
の

各
種

検
査

や
立

入
検

査
を

実
施

し
、

安
全

審
査

体
制

の
充

実
を

図
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
さ

ら
に

、
海

上
に

お
け

る
人

命
の

安
全

及
び

海
洋

環
境

保
護

の
観

点
か

ら
、

船
舶

及
び

そ
れ

を
管

理
す

る
会

社
の

総
合

的
な

安
全

管
理

体
制

を
確

立
す

る
た

め
の

国
際

安
全

管
理

規
則

（
ＩＳ

Ｍ
コ

ー
ド

）
は

、
ヒ

ュ
ー

マ
ン

エ
ラ

ー
の

防
止

等
に

極
め

て
有

効
で

あ
る

た
め

、
同

コ
ー

ド
上

強
制

化
さ

れ
て

い
な

い
内

航
船

舶
に

対
し

て
も

、
事

業
者

等
が

構
築

し
た

安
全

管
理

シ
ス

テ
ム

を
認

証
す

る
ス

キ
ー

ム
を

運
用

し
、

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
起

因
す

る
海

難
事

故
の

防
止

を
図

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）

評
価

　
各

種
検

査
・
訪

船
指

導
の

実
施

、
ＩＳ

Ｍ
コ

ー
ド

に
基

づ
く
任

意
の

認
証

制
度

に
よ

る
事

業
者

の
安

全
意

識
の

醸
成

に
よ

り
、

船
舶

の
安

全
性

向
上

に
寄

与
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。

（
国

土
交

通
省

）
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

パ
ト

ロ
ー

ル
活

動
（
フ

ロ
ー

）
回

2
3
7

4
0
2

2
7
8

2
4
4

2
9
4

3
0
8

3
4
2

2
7
0

-
8
.2

%
1
2
.7

%
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

周
知

啓
発

活
動

（
フ

ロ
ー

）
回

3
5
4

5
8
2

4
7
6

5
7
8

4
9
2

5
2
8

5
8
7

5
3
3

8
.3

%
6
.6

%
国

土
交

通
省

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
回

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,6

5
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.5

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

小
型

船
舶

（
P

B
，

漁
船

，
遊

漁
船

）
へ

の
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）

隻
3
0
,6

4
8

2
9
,1

4
2

2
6
,0

2
8

2
6
,3

2
0

2
8
,5

3
7

2
7
,6

1
6

2
8
,4

1
4

2
6
,9

1
4

-
5
.7

%
2
.5

%
年

海
上

保
安

庁

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
違

反
（
発

航
前

検
査

義
務

違
反

）
件

数
（
フ

ロ
ー

）

件
-

-
-

-
-

6
4

9
国

土
交

通
省

運
航

不
能

（
機

関
故

障
）

隻
2
5
8

2
9
9

2
7
9

2
6
9

2
7
5

2
5
9

2
4
2

2
5
6

-
6
.9

%
-
8
.0

%
年

海
上

保
安

庁

5
. 
小

型
船

舶
の

安
全

対
策

の
充

実

(1
)　

小
型

船
舶

の
安

全
対

策
の

推
進

ア
　

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

の
防

止

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
自

主
的

な
安

全
対

策
の

推
進

・
事

故
防

止
に

資
す

る
技

術
の

活
用

と
普

及
・
効

果
的

な
情

報
の

提
供

・
注

意
喚

起

施
策

名

増
減

率
（
％

）

（
ア

）
自

主
的

な
安

全
対

策
の

推
進

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

総
ト

ン
数

２
０

ト
ン

未
満

の
運

航
不

能
に

よ
る

船
舶

海
難

隻
数

（
フ

ロ
ー

）

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

2
5

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

イ
ン

プ
ッ

ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム
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運
航

不
能

（
バ

ッ
テ

リ
ー

過
放

電
）

隻
5
2

6
3

4
9

3
9

3
8

5
7

4
3

3
4

-
1
0
.5

%
6
.3

%
年

海
上

保
安

庁

運
航

不
能

（
燃

料
欠

乏
）

隻
2
6

2
6

2
7

2
5

3
4

2
9

2
3

2
6

-
2
3
.5

%
-
9
.3

%
年

海
上

保
安

庁

合
計

隻
3
3
6

3
8
8

3
5
5

3
3
3

3
4
7

3
4
5

3
0
8

3
1
6

-
8
.9

%
-
6
.4

%
年

海
上

保
安

庁

国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
国

土
交

通
省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
回

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,6

5
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.5

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

小
型

船
舶

（
P

B
，

漁
船

，
遊

漁
船

）
へ

の
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）

隻
3
0
,6

4
8

2
9
,1

4
2

2
6
,0

2
8

2
6
,3

2
0

2
8
,5

3
7

2
7
,6

1
6

2
8
,4

1
4

2
6
,9

1
4

-
5
.7

%
2
.5

%
年

海
上

保
安

庁

総
ト

ン
数

２
０

ト
ン

未
満

の
衝

突
海

難
隻

数
（
フ

ロ
ー

）
隻

3
6
3

2
8
7

3
7
6

3
5
7

3
1
6

3
0
2

2
7
9

3
2
4

2
.5

%
-
1
3
.7

%
年

海
上

保
安

庁

国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

緊
急

情
報

配
信

サ
ー

ビ
ス

配
信

件
数

（
フ

ロ
ー

）
件

8
4
8

3
,0

7
5

4
,2

1
2

5
,2

5
9

5
,2

2
6

4
,7

7
5

4
,9

1
5

5
,4

0
3

3
.4

%
2
.7

%
年

海
上

保
安

庁

海
の

安
全

情
報

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
ア

ク
セ

ス
件

数
（
フ

ロ
ー

）
件

4
,6

4
6
,2

8
8

4
,2

7
7
,9

2
5

6
,3

7
1
,7

9
7

3
0
,5

9
7
,7

1
4

3
1
,7

2
1
,9

3
3

3
6
,4

0
7
,5

0
8

4
3
,8

6
0
,1

9
3

4
6
,5

0
6
,1

6
2

4
6
.6

%
8
4
.6

%
年

海
上

保
安

庁

緊
急

情
報

配
信

シ
ス

テ
ム

の
登

録
者

数
（
ス

ト
ッ

ク
）

人
5
,9

7
1

1
1
,5

2
8

1
6
,4

8
2

2
0
,2

2
1

2
3
,3

3
8

2
5
,0

7
4

2
7
,3

2
2

2
8
,5

6
1

2
2
.4

%
3
4
.8

%
年

海
上

保
安

庁

（
イ

）
事

故
防

止
に

資
す

る
技

術
の

活
用

と
普

及

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

（
ウ

）
効

果
的

な
情

報
の

提
供

・
注

意
喚

起

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

イ
ン

プ
ッ

ト

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

5
(1

)
(ア )

〇
〇

〇

イ
ン

プ
ッ

ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
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今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
小

型
船

舶
操

縦
者

に
よ

る
自

主
的

な
安

全
対

策
の

推
進

、
事

故
防

止
に

有
用

な
Ａ

ＩＳ
の

普
及

促
進

、
海

の
安

全
情

報
に

よ
る

情
報

提
供

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

（
ア

）
自

主
的

な
安

全
対

策
の

推
進

講
じ

た
施

策
小

型
船

舶
操

縦
者

に
よ

る
自

主
的

な
安

全
対

策
を

推
進

す
る

た
め

、
関

係
機

関
や

民
間

団
体

と
連

携
の

う
え

、
マ

リ
ン

レ
ジ

ャ
ー

愛
好

者
や

漁
業

関
係

者
な

ど
に

対
し

、
発

航
前

検
査

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
や

エ
ン

ジ
ン

ト
ラ

ブ
ル

時
等

の
対

処
法

を
ま

と
め

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

、
海

難
防

止
講

習
会

の
開

催
や

訪
船

指
導

の
実

施
と

い
っ

た
取

組
を

行
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）

評
価

　
小

型
船

舶
操

縦
者

に
よ

る
自

主
的

な
安

全
対

策
を

推
進

す
る

た
め

、
関

係
機

関
や

民
間

団
体

と
連

携
の

上
、

発
行

前
検

査
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

や
ト

ラ
ブ

ル
シ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
各

種
安

全
対

策
が

記
載

さ
れ

た
、

海
難

防
止

啓
発

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
し

、
マ

リ
ン

レ
ジ

ャ
ー

愛
好

者
や

漁
業

関
係

者
な

ど
に

対
し

て
配

布
す

る
な

ど
、

同
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

活
用

し
た

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

や
訪

船
指

導
に

て
操

縦
者

ら
に

活
用

を
促

進
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
こ

の
こ

と
に

よ
り

、
総

ト
ン

数
2
0
ト

ン
未

満
の

運
航

不
能

に
よ

る
船

舶
海

難
数

は
微

減
傾

向
と

な
っ

て
い

る
が

、
今

後
も

引
き

続
き

、
よ

り
効

果
的

な
対

策
を

講
ず

る
必

要
が

あ
る

。
（
海

上
保

安
庁

）

法
令

改
正

等
船

舶
職

員
及

び
小

型
船

舶
操

縦
者

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
平

成
2
8
年

７
月

１
日

施
行

従
前

か
ら

小
型

船
舶

操
縦

者
が

遵
守

す
べ

き
も

の
と

し
て

法
定

義
務

化
さ

れ
て

い
た

「
発

航
前

の
検

査
義

務
」
等

に
つ

い
て

、
当

該
遵

守
事

項
の

違
反

者
に

対
し

、
新

た
に

違
反

点
数

を
付

し
た

。
（
国

土
交

通
省

）

（
イ

）
事

故
防

止
に

資
す

る
技

術
の

活
用

と
普

及
講

じ
た

施
策

事
故

防
止

に
有

用
な

Ａ
ＩＳ

の
普

及
を

促
進

す
る

た
め

、
関

係
省

庁
と

連
携

し
て

、
そ

の
有

用
性

に
係

る
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

を
配

布
す

る
な

ど
の

取
組

を
行

っ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
ま

た
、

民
間

企
業

や
学

校
に

お
い

て
開

発
さ

れ
た

船
舶

や
、

危
険

海
域

の
接

近
を

警
告

す
る

機
能

を
持

つ
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ
を

普
及

さ
せ

る
こ

と
で

、
小

型
船

舶
の

事
故

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
を

活
用

し
た

船
舶

事
故

防
止

分
科

会
を

開
催

し
、

「
船

舶
に

お
け

る
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ
活

用
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
の

策
定

な
ど

を
行

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）

評
価

　
事

故
防

止
に

有
用

な
Ａ

ＩＳ
の

普
及

を
促

進
す

る
た

め
、

関
係

省
庁

と
連

携
し

、
そ

の
有

用
性

に
係

る
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

配
布

す
る

な
ど

、
事

故
防

止
に

資
す

る
技

術
の

活
用

及
び

普
及

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

平
成

3
0
年

に
お

け
る

小
型

船
舶

の
衝

突
海

難
は

、
台

風
等

の
異

常
気

象
発

生
に

伴
い

、
平

成
2
9
年

と
比

較
し

て
増

加
し

た
も

の
の

、
長

期
的

に
は

減
少

傾
向

を
示

し
て

お
り

、
小

型
船

舶
海

難
の

削
減

に
寄

与
し

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

（
海

上
保

安
庁

）
小

型
船

舶
安

全
対

策
検

討
委

員
会

 ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
を

活
用

し
た

船
舶

事
故

防
止

分
科

会
の

開
催

実
績

　
第

１
回

：
平

成
2
8
年

７
月

2
5
日

　
第

２
回

：
平

成
2
8
年

1
2
月

１
日

　
第

３
回

：
平

成
2
9
年

３
月

1
6
日

「
船

舶
に

お
け

る
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ
活

用
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
の

策
定

　
分

科
会

で
の

議
論

を
踏

ま
え

、
平

成
2
9
年

３
月

に
、

ア
プ

リ
に

求
め

ら
れ

る
安

全
要

件
を

と
り

ま
と

め
た

「
船

舶
に

お
け

る
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ
活

用
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

策
定

（
ウ

）
効

果
的

な
情

報
の

提
供

・
注

意
喚

起
講

じ
た

施
策

小
型

船
舶

操
縦

者
等

の
安

全
意

識
の

向
上

を
図

る
た

め
、

海
の

安
全

情
報

（
平

成
2
8
年

に
「
Ｍ

ＩＣ
Ｓ

」
か

ら
呼

称
変

更
）
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
、

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
サ

イ
ト

、
電

子
メ

ー
ル

配
信

機
能

等
を

活
用

し
、

船
舶

交
通

の
安

全
に

必
要

な
情

報
を

提
供

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）

評
価

　
船

舶
交

通
の

安
全

に
必

要
な

情
報

を
提

供
し

て
い

る
海

の
安

全
情

報
は

、
Ｐ

Ｃ
サ

イ
ト

、
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

サ
イ

ト
に

よ
る

運
用

の
ほ

か
、

Ｇ
Ｐ

Ｓ
の

位
置

情
報

を
活

用
し

た
機

能
を

新
た

に
加

え
て

利
便

性
を

向
上

さ
せ

た
結

果
、

ア
ク

セ
ス

件
数

及
び

メ
ー

ル
登

録
者

数
と

も
に

増
加

傾
向

と
な

っ
て

お
り

、
効

果
的

な
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

が
で

き
た

と
考

え
ら

れ
る

。
（
海

上
保

安
庁

）

旅
客

船
の

事
故

の
防

止
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
海

上
保

安
庁

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

パ
ト

ロ
ー

ル
活

動
（
フ

ロ
ー

）
回

2
3
7

4
0
2

2
7
8

2
4
4

2
9
4

3
0
8

3
4
2

2
7
0

-
8
.2

%
1
2
.7

%
年

度
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

周
知

啓
発

活
動

（
フ

ロ
ー

）
回

3
5
4

5
8
2

4
7
6

5
7
8

4
9
2

5
2
8

5
8
7

5
3
3

8
.3

%
6
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
更

新
講

習
及

び
失

効
再

交
付

講
習

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）

人
2
4
8
,4

2
5

2
6
5
,5

2
4

2
7
3
,7

8
1

2
5
3
,8

9
4

2
2
5
,7

9
1

2
2
7
,0

7
8

2
4
2
,6

3
7

2
4
8
,6

6
4

1
0
.1

%
-
4
.7

%
年

度
国

土
交

通
省

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
海

上
保

安
庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
回

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,6

5
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.5

%
-
6
.5

%
海

上
保

安
庁

小
型

船
舶

（
P

B
，

漁
船

，
遊

漁
船

）
へ

の
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）

隻
3
0
,6

4
8

2
9
,1

4
2

2
6
,0

2
8

2
6
,3

2
0

2
8
,5

3
7

2
7
,6

1
6

2
8
,4

1
4

2
6
,9

1
4

-
5
.7

%
2
.5

%
海

上
保

安
庁

5
. 
小

型
船

舶
の

安
全

対
策

の
充

実

(1
)　

小
型

船
舶

の
安

全
対

策
の

推
進

イ
　

小
型

船
舶

操
縦

者
の

遵
守

事
項

等
の

周
知

・
啓

発

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
小

型
船

舶
操

縦
者

の
遵

守
事

項
等

（
発

航
前

点
検

の
実

施
，

適
切

な
見

張
り

の
実

施
等

）
の

周
知

・
啓

発
・
免

許
更

新
講

習
の

充
実

・
遵

守
事

項
違

反
制

度
の

見
直

し 施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）
注

1

イ
〇

〇

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

注
2

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

注
2

イ
ン

プ
ッ

ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

5
(1

)

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4
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小
型

船
舶

（
漁

船
、

遊
漁

船
、

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

）
の

船
舶

海
難

隻
数

（
フ

ロ
ー

）

隻
2
,0

2
3

1
,6

9
4

1
,7

3
4

1
,5

9
9

1
,5

9
6

1
,5

7
3

1
,5

2
9

1
,6

0
0

0
.3

%
-
4
.6

%
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

（
漁

船
、

遊
漁

船
、

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

）
の

船
舶

事
故

に
よ

る
死

者
・
行

方
不

明
者

数
（
フ

ロ
ー

）

人
8
1

6
7

6
2

8
5

3
9

5
1

5
7

4
2

7
.7

%
-
1
9
.4

%
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
率

（
フ

ロ
ー

）
％

4
8
%

5
1
%

5
5
%

5
8
%

5
9
%

5
6
%

6
2
%

7
2
%

1
3
.3

%
p
t

6
.0

%
p
t

国
土

交
通

省

総
ト

ン
数

２
０

ト
ン

未
満

の
船

舶
の

船
舶

海
難

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

2
,0

3
6

1
,7

1
1

1
,7

9
9

1
,6

4
2

1
,6

3
5

1
,6

0
9

1
5
7
4

1
6
5
9

1
.5

%
-
4
.6

%
海

上
保

安
庁

注
1
：
評

価
指

標
の

単
位

が
「
％

」
の

も
の

は
、

「
％

」
の

差
「
％

p
t」

に
て

計
算

。
注

2
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
、

「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
。

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム ○
広

く
国

民
全

体
に

対
す

る
法

令
遵

守
や

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
常

時
着

用
等

の
自

己
救

命
策

確
保

の
徹

底
の

呼
び

か
け

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

講
じ

た
施

策
関

係
機

関
と

連
携

し
、

遵
守

事
項

に
係

る
パ

ト
ロ

ー
ル

活
動

及
び

周
知

啓
発

活
動

等
を

実
施

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
ま

た
、

「
発

航
前

の
検

査
義

務
」
及

び
「
見

張
り

の
実

施
義

務
」
を

処
分

対
象

へ
追

加
、

原
則

全
て

の
小

型
船

舶
乗

船
者

に
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

義
務

化
な

ど
、

省
令

等
の

改
正

を
行

っ
た

。
（
国

土
交

通
省

）
さ

ら
に

免
許

証
更

新
時

の
講

習
に

お
い

て
は

、
当

該
省

令
改

正
を

受
け

、
視

聴
覚

教
材

を
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
に

関
す

る
事

項
に

重
点

を
置

く
な

ど
小

型
船

舶
操

縦
者

の
資

質
向

上
を

図
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）

評
価

省
令

改
正

に
よ

り
「
発

行
前

の
検

査
」
及

び
「
見

張
り

の
実

施
」
を

処
分

対
象

へ
追

加
し

た
う

え
で

、
小

型
船

舶
操

縦
者

の
遵

守
事

項
等

（
発

航
前

検
査

の
実

施
、

適
切

な
見

張
り

の
実

施
等

）
に

つ
い

て
掲

載
し

た
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

を
パ

ト
ロ

ー
ル

活
動

や
周

知
啓

発
活

動
等

の
際

に
配

布
し

、
免

許
更

新
時

の
講

習
に

お
い

て
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
に

関
す

る
事

項
に

重
点

を
置

く
な

ど
、

小
型

船
舶

操
縦

者
に

対
し

て
広

く
周

知
・
啓

発
を

図
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
安

全
意

識
の

向
上

が
図

ら
れ

、
船

舶
海

難
の

削
減

に
寄

与
し

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

（
国

土
交

通
省

）

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年 度

海
上

保
安

庁

水
産

庁
の

予
算

百
万

円
2
2

の
内

数
1
9

の
内

数
1
6

の
内

数
1
5

の
内

数
1
6

の
内

数
年 度

水
産

庁

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

パ
ト

ロ
ー

ル
活

動
（
フ

ロ
ー

）
回

2
3
7

4
0
2

2
7
8

2
4
4

2
9
4

3
0
8

3
4
2

2
7
0

-
8
.2

%
1
2
.7

%
年

度
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

周
知

啓
発

活
動

（
フ

ロ
ー

）
回

3
5
4

5
8
2

4
7
6

5
7
8

4
9
2

5
2
8

5
8
7

5
3
3

8
.3

%
6
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
回

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,6

5
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.5

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

小
型

船
舶

（
P

B
，

漁
船

，
遊

漁
船

）
へ

の
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）

隻
3
0
,6

4
8

2
9
,1

4
2

2
6
,0

2
8

2
6
,3

2
0

2
8
,5

3
7

2
7
,6

1
6

2
8
,4

1
4

2
6
,9

1
4

-
5
.7

%
2
.5

%
年

海
上

保
安

庁

小
型

船
舶

（
漁

船
、

遊
漁

船
、

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

）
の

船
舶

事
故

に
よ

る
死

者
・
行

方
不

明
者

数
（
フ

ロ
ー

）

人
8
1

6
7

6
2

8
5

3
9

5
1

5
7

4
2

7
.7

%
-
1
9
.4

%
年

度
国

土
交

通
省

5
.
小

型
船

舶
の

安
全

対
策

の
充

実

(1
)

小
型

船
舶

の
安

全
対

策
の

推
進

ウ
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
率

の
向

上

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

効
果

の
周

知
啓

発
と

そ
の

着
用

の
指

導
徹

底
・
小

型
船

舶
操

縦
者

の
遵

守
事

項
で

あ
る

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
着

用
の

義
務

付
け

の
在

り
方

検
討

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）
注

1

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

注
2

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

注
2

イ
ン

プ
ッ

ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

5
(1

)
ウ

〇
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海
中

転
落

者
の

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
着

用
率

（
漁

船
）
（
フ

ロ
ー

）
％

3
1
%

2
0
%

3
7
%

4
5
%

3
8
%

4
1
%

3
7
%

4
9
%

1
1
.0

%
p
t

2
.3

%
p
t

年
度

国
土

交
通

省

海
中

転
落

者
の

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
着

用
率

（
遊

漁
船

）
（
フ

ロ
ー

）
％

7
1
%

5
8
%

7
3
%

8
6
%

6
3
%

5
.0

%
p
t

年
度

国
土

交
通

省

海
中

転
落

者
の

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
着

用
率

（
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
）

（
フ

ロ
ー

）

％
7
0
%

7
9
%

7
6
%

6
8
%

7
6
%

7
6
%

7
8
%

8
7
%

1
1
.0

%
p
t

7
.0

%
p
t

年
度

国
土

交
通

省

注
1
：
評

価
指

標
の

単
位

が
「
％

」
の

も
の

は
、

「
％

」
の

差
「
％

p
t」

に
て

計
算

。
注

2
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
、

「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
。

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
○

広
く
国

民
全

体
に

対
す

る
法

令
遵

守
や

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
常

時
着

用
等

の
自

己
救

命
策

確
保

の
徹

底
の

呼
び

か
け

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

講
じ

た
施

策
　

小
型

船
舶

か
ら

の
海

中
転

落
に

よ
る

死
者

・
行

方
不

明
者

を
減

少
さ

せ
る

た
め

、
船

舶
職

員
及

び
小

型
船

舶
操

縦
者

法
施

行
規

則
（
昭

2
6
運

輸
省

令
9
1
）
の

改
正

を
行

い
、

平
成

3
0
年

２
月

１
日

か
ら

原
則

と
し

て
す

べ
て

の
小

型
船

舶
乗

船
者

に
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

を
義

務
付

け
た

。
免

許
更

新
時

に
お

け
る

改
正

内
容

を
盛

り
込

ん
だ

講
習

の
実

施
や

イ
ベ

ン
ト

に
お

け
る

安
全

啓
発

活
動

を
行

う
と

と
も

に
、

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

着
用

に
つ

い
て

は
、

毎
年

４
月

か
ら

８
月

に
関

係
省

庁
・
団

体
と

連
携

し
て

実
施

し
て

い
る

「
小

型
船

舶
に

対
す

る
安

全
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
」
の

一
環

と
し

て
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

に
よ

る
周

知
啓

発
を

行
っ

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

加
え

て
、

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
常

時
着

用
の

ほ
か

、
防

水
パ

ッ
ク

入
り

携
帯

電
話

等
の

連
絡

手
段

の
確

保
、

緊
急

通
報

用
電

話
番

号
「
1
1
8
番

」
の

有
効

活
用

を
３

つ
の

基
本

と
す

る
「
自

己
救

命
策

確
保

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

」
を

新
聞

、
テ

レ
ビ

、
ラ

ジ
オ

等
の

媒
体

そ
の

他
の

あ
ら

ゆ
る

手
段

を
通

じ
て

、
強

力
に

推
進

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
漁

船
の

労
働

環
境

の
改

善
や

海
難

の
未

然
防

止
等

に
つ

い
て

知
識

を
有

す
る

安
全

推
進

員
等

を
養

成
し

、
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
推

進
の

た
め

の
普

及
啓

発
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

着
用

し
や

す
い

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

を
提

案
す

る
た

め
の

「
作

業
環

境
に

適
し

た
着

や
す

い
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

例
」
や

漁
業

者
を

対
象

と
し

た
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

率
調

査
結

果
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
す

る
な

ど
、

着
用

促
進

を
図

っ
た

。
（
水

産
庁

）

評
価

　
省

令
改

正
に

よ
り

原
則

全
て

の
小

型
船

舶
操

縦
者

に
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

を
義

務
付

け
た

う
え

で
、

関
係

省
庁

・
団

体
と

連
携

し
て

実
施

し
て

い
る

海
難

防
止

強
調

運
動

（
海

の
事

故
ゼ

ロ
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
）
で

の
海

難
防

止
講

習
会

や
訪

船
指

導
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
通

じ
て

、
海

事
関

係
者

に
限

ら
ず

広
く
国

民
全

般
に

対
し

て
法

令
遵

守
や

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

の
常

時
着

用
等

の
自

己
救

命
策

確
保

の
徹

底
を

呼
び

か
け

た
こ

と
に

よ
り

、
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
率

を
増

加
さ

せ
る

こ
と

が
出

来
た

。
（
国

土
交

通
省

・
海

上
保

安
庁

）

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年 度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

警
察

庁
の

予
算

百
万

円
-

-
-

-
-

-
-

-
警

察
庁

小
型

船
舶

の
安

全
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
に

よ
る

周
知

啓
発

・
パ

ト
ロ

ー
ル

活
動

実
施

回
数

（
フ

ロ
ー

）

回
5
8
7

8
0
4

5
1
1

6
7
7

6
5
7

8
1
0

5
3
1

4
8
6

-
2
6
.0

%
-
1
.0

%
年

度
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

パ
ト

ロ
ー

ル
活

動
（
フ

ロ
ー

）
回

2
3
7

4
0
2

2
7
8

2
4
4

2
9
4

3
0
8

3
4
2

2
7
0

-
8
.2

%
1
2
.7

%
年

度
国

土
交

通
省

小
型

船
舶

の
遵

守
事

項
に

係
る

周
知

啓
発

活
動

（
フ

ロ
ー

）
回

3
5
4

5
8
2

4
7
6

5
7
8

4
9
2

5
2
8

5
8
7

5
3
3

8
.3

%
6
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
人

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,6

5
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.5

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

5
. 
小

型
船

舶
の

安
全

対
策

の
充

実

(2
)　

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

の
安

全
対

策
の

推
進

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
の

安
全

に
関

す
る

指
導

等
の

推
進

・
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
安

全
対

策
の

実
施

・
カ

ヌ
ー

等
に

お
け

る
安

全
対

策

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

（
ア

）
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
の

安
全

に
関

す
る

指
導

等
の

推
進

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

（
注

）

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

イ
ン

プ
ッ

ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
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小
型

船
舶

（
P

B
）
へ

の
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）
隻

-
-

1
6
,0

8
5

1
5
,7

0
8

1
8
,0

6
6

1
9
,0

1
6

1
9
,2

1
4

1
8
,1

4
6

0
.4

%
1
3
.1

%
年

海
上

保
安

庁

隻
1
,0

6
9

9
6
3

1
,0

1
2

9
3
2

9
3
5

8
7
8

9
2
9

9
8
1

4
.9

%
-
3
.2

%
年

海
上

保
安

庁

人
1
1
0

1
0
7

1
2
2

1
3
9

1
3
1

1
2
5

1
3
1

1
0
9

-
1
6
.8

%
-
6
.9

%
年

海
上

保
安

庁

国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
国

土
交

通
省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

警
察

庁
の

予
算

百
万

円
-

-
-

-
-

-
-

-
警

察
庁

安
全

講
習

会
の

実
施

状
況

（
フ

ロ
ー

）
回

3
4

3
2

2
4

4
1

-
5
0
.0

%
2
8
.6

%
年

度
国

土
交

通
省

隻
4
9

5
6

5
8

5
9

5
9

6
8

7
2

8
4

4
2
.4

%
2
7
.3

%
年

海
上

保
安

庁

人
7

6
5

3
6

1
1

8
1
2

1
0
0
.0

%
1
2
1
.4

%
年

海
上

保
安

庁

国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
国

土
交

通
省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

警
察

庁
の

予
算

-
-

-
-

-
-

-
-

警
察

庁

関
係

団
体

等
へ

の
訪

問
指

導
※

※
マ

リ
ー

ナ
、

漁
協

及
び

釣
具

店
等

へ
直

接
訪

問
し

、
海

難
防

止
活

動
を

行
っ

た
も

の
（
海

難
防

止
講

習
会

を
除

く
。

）
（
フ

ロ
ー

）

回
-

-
7
,1

8
5

6
,7

9
6

7
,0

6
6

-
5
,6

0
6

8
,3

4
1

1
8
.0

%
-
0
.6

%
年

①
海

上
保

安
庁

（
イ

）
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
安

全
対

策
の

実
施

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

（
ウ

）
カ

ヌ
ー

等
に

お
け

る
安

全
対

策

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

事
故

隻
数

及
び

死
傷

者
数

（
フ

ロ
ー

）

イ
ン

プ
ッ

ト

5
(2

)
ア イ ウ

〇
〇

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

の
事

故
隻

数
及

び
死

傷
者

数
（
フ

ロ
ー

）

イ
ン

プ
ッ

ト
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隻
2
5

3
0

4
0

3
6

3
4

1
9

3
4

2
6

-
2
3
.5

%
-
2
8
.2

%
年

海
上

保
安

庁

人
3

7
4

2
1

4
6

7
6
0
0
.0

%
1
4
2
.9

%
年

海
上

保
安

庁

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム
カ

ヌ
ー

の
事

故
隻

数
及

び
死

傷
者

数
（
フ

ロ
ー

）

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

た
海

難
防

止
思

想
の

普
及

、
地

域
に

密
着

し
た

安
全

活
動

の
展

開
、

ウ
ォ

ー
タ

ー
セ

ー
フ

テ
ィ

ガ
イ

ド
の

開
設

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

旅
客

船
の

事
故

の
防

止
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備
考

①
マ

リ
ー

ナ
、

漁
協

及
び

釣
具

店
等

へ
直

接
訪

問
し

、
海

難
防

止
活

動
を

行
っ

た
も

の
（
海

難
防

止
講

習
会

を
除

く
。

）

ア
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
の

安
全

に
関

す
る

指
導

等
の

推
進

講
じ

た
施

策
　

関
係

省
庁

海
難

防
止

連
絡

会
議

に
お

い
て

は
、

平
成

2
8
年

か
ら

令
和

２
年

ま
で

の
重

点
対

象
事

項
を

「
小

型
船

の
安

全
対

策
の

推
進

」
と

し
、

引
き

続
き

海
難

防
止

対
策

の
推

進
に

関
す

る
海

事
関

係
機

関
の

連
携

を
強

化
し

て
海

難
隻

数
の

減
少

を
図

っ
て

い
る

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

小
型

船
舶

の
安

全
対

策
を

推
進

す
る

た
め

、
船

舶
職

員
及

び
小

型
船

舶
操

縦
者

法
施

行
規

則
（
昭

2
6
運

輸
省

令
9
1
）
の

改
正

を
行

い
、

平
成

2
8
年

７
月

１
日

か
ら

「
発

航
前

の
検

査
義

務
」
及

び
「
見

張
り

の
実

施
義

務
」
の

違
反

者
を

処
分

対
象

と
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

海
上

保
安

庁
で

は
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
の

海
難

防
止

の
た

め
に

は
、

マ
リ

ン
レ

ジ
ャ

ー
愛

好
者

の
安

全
意

識
を

高
揚

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

関
係

機
関

と
連

携
し

て
海

難
防

止
講

習
会

や
訪

船
指

導
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
通

じ
て

海
難

防
止

思
想

の
普

及
を

図
る

と
と

も
に

、
小

型
船

安
全

協
会

等
の

民
間

組
織

や
海

上
安

全
指

導
員

、
地

域
の

ラ
イ

フ
セ

ー
バ

ー
等

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

連
携

し
て

、
地

域
に

密
着

し
た

安
全

活
動

を
展

開
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

さ
ら

に
、

法
定

事
項

で
あ

る
遵

守
事

項
の

徹
底

を
呼

び
掛

け
る

と
と

も
に

、
違

反
者

に
対

す
る

是
正

指
導

を
実

施
し

た
。

こ
の

ほ
か

、
海

上
交

通
ル

ー
ル

の
遵

守
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
や

携
帯

電
話

等
に

よ
る

気
象

・
海

象
や

航
行

警
報

等
の

安
全

情
報

の
早

期
入

手
等

に
つ

い
て

も
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
を

活
用

し
て

広
く
啓

発
を

行
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

国
土

交
通

省
で

は
，

関
連

省
庁

や
日

本
小

型
船

舶
検

査
機

構
と

連
携

し
て

、
適

切
な

間
隔

で
船

舶
検

査
を

受
検

す
る

よ
う

漁
港

・
マ

リ
ー

ナ
等

で
の

パ
ト

ロ
ー

ル
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
毎

年
４

月
か

ら
８

月
に

関
係

省
庁

・
団

体
と

連
携

し
、

「
小

型
船

舶
に

対
す

る
安

全
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
」
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

に
よ

る
周

知
啓

発
を

行
っ

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）
　

ま
た

、
毎

年
行

っ
て

い
る

遵
守

事
項

に
係

る
パ

ト
ロ

ー
ル

活
動

及
び

周
知

啓
発

活
動

に
お

い
て

こ
れ

ら
の

項
目

に
つ

い
て

は
重

点
実

施
事

項
と

位
置

づ
け

、
遵

守
事

項
違

反
の

取
締

り
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
す

る
等

関
係

機
関

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
実

施
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）

評
価 ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

や
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

で
発

航
前

検
査

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
を

掲
載

し
、

関
係

省
庁

や
小

型
船

安
全

協
会

、
ラ

イ
フ

セ
ー

バ
ー

協
会

な
ど

の
関

係
団

体
と

連
携

し
、

訪
船

指
導

を
行

う
な

ど
、

マ
リ

ン
レ

ジ
ャ

ー
愛

好
者

の
安

全
意

識
の

高
揚

を
図

り
、

ま
た

、
海

の
安

全
情

報
に

よ
り

、
海

上
活

動
に

係
る

安
全

情
報

の
提

供
を

多
く
の

マ
リ

ン
レ

ジ
ャ

ー
愛

好
者

に
行

い
、

安
全

情
報

の
早

期
入

手
に

つ
い

て
啓

発
を

図
っ

た
も

の
の

、
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
に

よ
る

船
舶

海
難

数
は

近
年

増
加

し
て

お
り

、
引

き
続

き
安

全
対

策
を

推
進

し
て

い
く
必

要
が

あ
る

。
（
国

土
交

通
省

・
海

上
保

安
庁

）

法
令

改
正

等
○

船
舶

職
員

及
び

小
型

船
舶

操
縦

者
法

施
行

規
則

の
一

部
改

正
平

成
2
8
年

７
月

１
日

施
行

「
発

航
前

の
検

査
義

務
」
及

び
「
見

張
り

の
実

施
義

務
」
の

違
反

者
を

処
分

対
象

に

イ
「
ミ

ニ
ボ

ー
ト

」
の

安
全

対
策

の
実

施
講

じ
た

施
策

　
国

土
交

通
省

（
地

方
運

輸
局

）
、

海
上

保
安

庁
等

の
支

援
の

も
と

、
（
一

社
）
日

本
マ

リ
ン

事
業

協
会

が
主

体
と

な
り

、
ジ

ャ
パ

ン
イ

ン
タ

ー
ナ

シ
ョ

ナ
ル

ボ
ー

ト
シ

ョ
ー

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
等

の
海

事
イ

ベ
ン

ト
に

お
い

て
、

ユ
ー

ザ
ー

向
け

安
全

マ
ニ

ュ
ア

ル
「
ミ

ニ
ボ

ー
ト

に
乗

る
前

に
知

っ
て

お
き

た
い

安
全

知
識

と
準

備
（
国

土
交

通
省

策
定

）
」
等

を
活

用
し

た
安

全
講

習
を

実
施

し
、

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

安
全

に
係

る
周

知
・
啓

発
を

行
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
ま

た
、

（
一

社
）
日

本
マ

リ
ン

事
業

協
会

の
会

員
企

業
に

お
い

て
は

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

販
売

時
に

「
ミ

ニ
ボ

ー
ト

安
全

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

（
（
一

社
）
日

本
マ

リ
ン

事
業

協
会

策
定

）
」
を

製
品

に
同

梱
し

、
購

入
者

へ
の

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

安
全

に
係

る
周

知
・
啓

発
を

行
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

こ
の

ほ
か

、
地

方
運

輸
局

及
び

（
一

社
）
日

本
マ

リ
ン

事
業

協
会

で
は

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

に
係

る
相

談
窓

口
を

設
置

し
て

い
る

。
（
国

土
交

通
省

）
海

上
保

安
庁

で
は

、
平

成
2
9
年

度
か

ら
意

見
交

換
会

の
開

催
を

通
じ

て
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

ご
と

に
安

全
に

安
心

し
て

楽
し

む
た

め
の

注
意

事
項

を
抽

出
し

、
合

意
・
推

奨
さ

れ
た

情
報

（
ウ

ォ
ー

タ
ー

セ
ー

フ
テ

ィ
ガ

イ
ド

）
を

発
信

す
る

総
合

安
全

情
報

サ
イ

ト
を

開
設

し
、

3
0
年

度
は

、
「
水

上
オ

ー
ト

バ
イ

編
」
、

「
カ

ヌ
ー

編
」
、

「
S
U

P
編

」
、

「
ミ

ニ
ボ

ー
ト

編
」
、

「
遊

泳
編

」
を

策
定

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

I)

評
価

　
上

記
の

と
お

り
、

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

安
全

対
策

に
つ

い
て

積
極

的
な

周
知

・
啓

発
活

動
を

行
っ

た
も

の
の

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

に
よ

る
船

舶
事

故
隻

数
は

徐
々

に
増

加
し

て
お

り
、

今
後

は
ウ

ォ
ー

タ
ー

セ
ー

フ
テ

ィ
ガ

イ
ド

を
広

く
国

民
に

周
知

啓
発

す
る

た
め

、
効

果
的

な
広

報
や

海
難

防
止

活
動

を
検

討
・
実

践
し

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

ユ
ー

ザ
ー

に
対

し
て

安
全

意
識

の
高

揚
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

（
国

土
交

通
省

・
海

上
保

安
庁

）

ウ
カ

ヌ
ー

等
に

お
け

る
安

全
対

策
講

じ
た

施
策

カ
ヌ

ー
、

ヨ
ッ

ト
、

手
漕

ぎ
ボ

ー
ト

に
お

い
て

も
、

安
全

意
識

の
向

上
や

有
効

な
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

推
進

を
図

る
た

め
、

民
間

団
体

等
の

協
力

の
も

と
、

フ
ィ

ッ
シ

ン
グ

シ
ョ

ー
等

の
イ

ベ
ン

ト
を

活
用

す
る

ほ
か

、
販

売
店

等
に

対
し

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
し

、
購

入
者

に
対

す
る

安
全

啓
発

を
実

施
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

ま
た

、
水

上
オ

ー
ト

バ
イ

の
ジ

ェ
ッ

ト
噴

流
を

活
用

し
た

ハ
イ

ド
ロ

フ
ラ

イ
ド

デ
バ

イ
ス

と
呼

ば
れ

る
遊

具
や

、
ボ

ー
ト

等
に

曳
航

さ
れ

滑
走

や
浮

遊
す

る
ト

ー
イ

ン
グ

遊
具

使
用

中
の

事
故

が
発

生
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

関
係

団
体

と
情

報
を

共
有

し
、

ユ
ー

ザ
ー

へ
の

注
意

喚
起

を
図

っ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

さ
ら

に
、

平
成

2
9
年

度
か

ら
意

見
交

換
会

の
開

催
を

通
じ

て
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

ご
と

に
安

全
に

安
心

し
て

楽
し

む
た

め
の

注
意

事
項

を
抽

出
し

、
合

意
・
推

奨
さ

れ
た

情
報

（
ウ

ォ
ー

タ
ー

セ
ー

フ
テ

ィ
ガ

イ
ド

）
を

発
信

す
る

総
合

安
全

情
報

サ
イ

ト
を

開
設

し
、

3
0
年

度
は

、
「
水

上
オ

ー
ト

バ
イ

編
」
、

「
カ

ヌ
ー

編
」
、

「
S
U

P
編

」
、

「
ミ

ニ
ボ

ー
ト

編
」
、

「
遊

泳
編

」
を

策
定

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）

評
価

関
係

省
庁

・
団

体
と

連
携

し
て

実
施

し
て

い
る

海
難

防
止

強
調

運
動

（
海

の
事

故
ゼ

ロ
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
）
等

の
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
、

マ
リ

ー
ナ

等
へ

の
訪

問
指

導
に

よ
り

、
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

常
時

着
用

等
の

自
己

救
命

策
の

周
知

、
啓

発
を

行
っ

た
ほ

か
、

駅
、

電
車

内
等

の
公

共
機

関
に

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

着
用

を
啓

発
す

る
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

し
、

海
洋

レ
ジ

ャ
ー

愛
好

者
に

対
し

て
幅

広
く
啓

発
を

図
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
カ

ヌ
ー

に
よ

る
船

舶
海

難
隻

数
は

減
少

傾
向

と
な

っ
た

が
、

死
傷

者
数

が
増

加
傾

向
で

あ
り

、
特

に
経

験
年

数
が

３
年

未
満

の
初

心
者

に
よ

る
海

難
割

合
が

約
７

割
と

高
い

た
め

、
広

く
国

民
に

周
知

啓
発

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

効
果

的
な

広
報

や
海

難
防

止
活

動
を

検
討

・
実

践
し

、
カ

ヌ
ー

初
心

者
に

対
し

て
安

全
意

識
の

高
揚

を
図

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
（
国

土
交

通
省

・
海

上
保

安
庁

）

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
3
7
2

4
0
7

3
8
2

3
5
0

3
6
5

3
7
3

の
内

数
9
0
8

の
内

数
9
0
2

の
内

数
年

度
国

土
交

通
省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
1
2
9

の
内

数
1
2
6

の
内

数
3
1
5

の
内

数
1
0
7

の
内

数
1
0
6

の
内

数
1
5
0

の
内

数
1
8
5

の
内

数
1
7
5

の
内

数
年

度
海

上
保

安
庁

水
産

庁
の

予
算

百
万

円
2
2

の
内

数
1
9

の
内

数
1
6

の
内

数
1
5

の
内

数
1
6

の
内

数
水

産
庁

小
型

船
舶

の
安

全
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
に

よ
る

周
知

啓
発

・
パ

ト
ロ

ー
ル

活
動

実
施

回
数

（
フ

ロ
ー

）

回
5
8
7

8
0
4

5
1
1

6
7
7

6
5
7

8
1
0

5
3
1

4
8
6

-
2
6
.0

%
-
1
.0

%
年

国
土

交
通

省

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,7

3
0

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
.4

%
9
.0

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
人

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,6

5
1

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.5

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

小
型

船
舶

（
漁

船
，

遊
漁

船
）
へ

の
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）

隻
-

-
1
2
,6

9
9

1
0
,6

1
2

1
0
,4

5
1

8
,5

1
0

9
,2

0
0

8
,7

6
8

-
1
6
.1

%
-
2
1
.6

%
年

海
上

保
安

庁

隻
9
5
4

7
3
1

7
2
2

6
6
7

6
6
1

6
9
5

6
0
0

6
1
9

-
6
.4

%
-
6
.6

%
年

海
上

保
安

庁

人
1
5
7

1
6
3

1
4
0

1
7
4

9
8

1
3
9

1
1
9

1
2
7

2
9
.6

%
-
6
.6

%
年

海
上

保
安

庁

5
. 
小

型
船

舶
の

安
全

対
策

の
充

実

(3
)　

漁
船

等
の

安
全

対
策

の
推

進

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
関

係
省

庁
が

連
携

し
た

漁
業

関
係

者
を

対
象

と
し

た
海

難
防

止
講

習
会

や
訪

船
指

導
・
安

全
運

航
の

た
め

の
基

本
的

事
項

の
励

行
に

つ
い

て
の

指
導

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）
注

1

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

注
2

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

注
2

イ
ン

プ
ッ

ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

漁
船

・
遊

漁
船

の
事

故
隻

数
及

び
死

傷
者

数
（
フ

ロ
ー

）

5
(3

)
〇

〇
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漁
船

か
ら

の
海

中
転

落
者

の
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
率

（
フ

ロ
ー

）

％
3
1
%

2
0
%

3
7
%

4
9
%

3
4
%

3
5
%

3
3
%

4
8
%

1
4
.0

%
p
t

-
1
.3

%
p
t

年
①

海
上

保
安

庁

注
1
：
評

価
指

標
の

単
位

が
「
％

」
の

も
の

は
、

「
％

」
の

差
「
％

p
t」

に
て

計
算

。
注

2
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
、

「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
。

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

○
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
安

全
運

航
に

関
す

る
留

意
事

項
、

海
事

関
係

法
令

の
遵

守
等

の
指

導
、

安
全

意
識

の
高

揚
・
啓

発

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
○

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

着
用

の
周

知
・
啓

発

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

講
じ

た
施

策
　

国
土

交
通

省
で

は
、

関
連

省
庁

や
日

本
小

型
船

舶
検

査
機

構
と

連
携

し
て

、
適

切
な

間
隔

で
船

舶
検

査
を

受
検

す
る

よ
う

漁
港

・
マ

リ
ー

ナ
等

で
の

パ
ト

ロ
ー

ル
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

に
よ

り
周

知
を

図
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

海
上

保
安

庁
で

は
、

漁
船

の
海

難
を

防
止

す
る

た
め

、
関

係
省

庁
と

連
携

し
て

、
パ

ト
ロ

ー
ル

活
動

、
免

許
時

の
講

習
、

訪
船

指
導

等
の

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
通

じ
て

、
適

切
な

見
張

り
の

徹
底

、
発

航
前

検
査

の
実

施
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
や

携
帯

電
話

等
に

よ
る

気
象

・
海

象
情

報
や

航
行

警
報

等
の

的
確

な
把

握
な

ど
の

安
全

運
航

に
関

す
る

留
意

事
項

、
海

事
関

係
法

令
の

遵
守

等
に

つ
い

て
き

め
細

か
く
指

導
し

、
安

全
意

識
の

高
揚

・
啓

発
を

図
る

と
と

も
に

、
簡

易
型

Ａ
ＩＳ

搭
載

の
普

及
促

進
等

を
行

っ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

ま
た

、
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
の

着
用

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

一
人

乗
り

漁
船

で
漁

ろ
う

に
従

事
す

る
者

等
一

部
の

乗
船

者
に

対
し

義
務

付
け

を
行

っ
て

い
た

が
、

船
舶

職
員

及
び

小
型

船
舶

操
縦

者
法

施
行

規
則

（
昭

2
6
運

輸
省

令
9
1
）
の

改
正

を
行

い
、

平
成

3
0
年

３
月

１
日

か
ら

原
則

と
し

て
全

て
の

小
型

船
舶

乗
船

者
に

対
し

義
務

付
け

を
行

っ
た

。
ま

た
、

着
用

率
向

上
の

た
め

、
関

係
省

庁
等

と
連

携
し

、
安

全
啓

発
活

動
や

訪
船

指
導

、
海

難
防

止
安

全
講

習
会

を
行

う
と

と
も

に
、

安
全

啓
発

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
作

成
配

布
な

ど
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
の

周
知

・
啓

発
を

行
っ

た
。

（
国

土
交

通
省

）
　

漁
船

の
海

難
や

海
中

転
落

事
故

に
対

す
る

安
全

対
策

の
強

化
を

図
る

た
め

、
漁

船
の

労
働

環
境

の
改

善
や

海
難

の
未

然
防

止
等

に
つ

い
て

知
識

を
有

す
る

安
全

推
進

員
等

を
養

成
し

、
漁

業
労

働
環

境
の

向
上

等
を

通
じ

て
海

難
事

故
の

減
少

を
図

る
と

と
も

に
、

漁
船

へ
の

A
IS

搭
載

の
普

及
促

進
や

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
を

活
用

し
た

船
舶

衝
突

防
止

ア
プ

リ
の

開
発

実
証

な
ど

を
行

っ
た

。
（
水

産
庁

）

評
価

　
漁

船
の

海
難

を
防

止
す

る
た

め
、

関
係

省
庁

と
連

携
し

て
、

パ
ト

ロ
ー

ル
活

動
、

免
許

時
の

講
習

、
訪

船
指

導
等

の
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
、

適
切

な
見

張
り

の
徹

底
、

気
象

・
海

象
情

報
の

早
期

入
手

等
の

安
全

運
航

に
関

す
る

留
意

事
項

、
海

事
関

係
法

令
の

遵
守

等
に

つ
い

て
き

め
細

か
く
指

導
し

、
安

全
意

識
の

高
揚

・
啓

発
を

図
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
漁

船
等

（
漁

船
及

び
遊

漁
船

）
の

船
舶

海
難

数
及

び
死

傷
者

数
が

減
少

傾
向

に
あ

り
、

効
果

的
な

活
動

が
で

き
た

と
考

え
ら

れ
る

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

ま
た

、
漁

船
か

ら
の

海
中

転
落

者
の

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

着
用

率
は

、
平

成
2
9
年

の
3
3
％

ま
で

下
降

傾
向

に
あ

っ
た

が
、

海
難

防
止

講
習

会
、

訪
船

指
導

等
を

強
力

か
つ

継
続

的
に

取
組

む
と

と
も

に
、

平
成

3
0
年

２
月

に
ラ

イ
フ

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
着

用
義

務
範

囲
が

拡
大

さ
れ

た
こ

と
も

あ
り

、
平

成
3
0
年

に
は

4
8
％

ま
で

向
上

し
た

が
、

依
然

と
し

て
着

用
率

が
高

い
と

は
い

え
な

い
状

況
に

あ
り

、
引

き
続

き
着

用
率

向
上

に
向

け
た

取
組

み
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

る
。

（
国

土
交

通
省

）

備
考

①
※

海
中

転
落

者
(船

舶
事

故
に

伴
う

も
の

を
含

む
)の

う
ち

ラ
イ

フ
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

を
着

用
し

て
い

た
者

の
割

合

カ
ム
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海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
5
7
,8

2
1

5
9
,6

2
7

6
6
,0

0
0

6
5
,8

8
0

6
5
,1

7
1

6
3
,3

6
2

8
1
,4

3
2

8
,9

3
9
百

万
円

の
内

数
に

8
1
,0

7
4

-
-

年
度

海
上

保
安

庁

防
衛

省
の

予
算

百
万

円
-

-
-

-
-

-
-

-
防

衛
省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
5
7
,8

2
1

5
9
,6

2
7

6
6
,0

0
0

6
5
,8

8
0

6
5
,1

7
1

6
3
,3

6
2

8
1
,4

3
2

8
,9

3
9
百

万
円

の
内

数
に

8
1
,0

7
4

百
万

円
を

加
え

た
額

-
-

年
度

海
上

保
安

庁

防
衛

省
の

予
算

百
万

円
-

-
-

-
-

-
-

-
防

衛
省

7
.
救

助
・
救

急
活

動
の

充
実

(1
)

海
難

情
報

の
早

期
入

手
体

制
の

強
化

(2
)

迅
速

的
確

な
救

助
勢

力
の

体
制

充
実

・
強

化

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
の

機
動

性
，

高
速

性
等

を
活

用
し

た
機

動
救

難
体

制
の

拡
充

に
よ

る
リ

ス
ポ

ン
ス

タ
イ

ム
の

短
縮

，
救

急
救

命
士

に
よ

る
高

度
な

救
急

救
命

体
制

の
充

実
・
関

係
省

庁
及

び
公

益
社

団
法

人
日

本
水

難
救

済
会

等
の

民
間

救
助

団
体

と
連

携
し

た
救

助
・
救

急
活

動
の

円
滑

化
・
リ

ア
ル

タ
イ

ム
な

海
潮

流
の

把
握

を
進

め
，

精
度

の
高

い
漂

流
予

測
を

実
施

・
広

く
一

般
に

「
緊

急
通

報
用

電
話

番
号

『
1
1
8
 番

』
の

有
効

活
用

」
，

「
防

水
パ

ッ
ク

入
り

携
帯

電
話

等
に

よ
る

連
絡

手
段

の
確

保
」
に

関
す

る
指

導
・
啓

発
及

び
広

報
活

動
等

を
実

施
・
水

産
関

係
機

関
・
団

体
へ

の
訪

問
指

導
等

を
行

う
こ

と
に

よ
る

，
特

に
漁

業
関

係
者

に
対

す
る

安
全

意
識

の
啓

発
強

化
・
船

舶
・
航

空
機

等
か

ら
の

遭
難

警
報

の
受

信
・
解

析
・
配

信
を

行
う

コ
ス

パ
ス

・
サ

ー
サ

ッ
ト

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

構
築

が
進

め
ら

れ
て

い
る

中
軌

道
衛

星
を

用
い

た
Ｍ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
Ａ

Ｒ
シ

ス
テ

ム
へ

の
移

行
に

よ
る

，
迅

速
か

つ
的

確
な

情
報

通
信

体
制

の
構

築
・
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
を

活
用

し
た

救
難

体
制

や
救

急
救

命
士

に
よ

る
救

急
救

命
体

制
の

強
化

・
救

急
救

命
士

の
技

能
を

向
上

さ
せ

，
実

施
す

る
救

急
救

命
処

置
業

務
の

質
を

医
学

的
観

点
か

ら
保

障
す

る
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

体
制

と
支

援
体

制
の

拡
充

・
老

朽
・
旧

式
化

が
進

ん
だ

巡
視

船
艇

・
航

空
機

の
代

替
整

備
等

に
併

せ
て

速
力

・
夜

間
捜

索
能

力
の

向
上

等
の

高
性

能
化

に
努

め
る

こ
と

に
よ

る
，

現
場

海
域

へ
の

到
達

時
間

や
捜

索
に

要
す

る
時

間
の

短
縮

・
関

係
団

体
と

協
力

し
た

更
な

る
洋

上
救

急
体

制
の

充
実

強
化

施
策

名

増
減

率
（
％

）
注

1

（
１

）
海

難
情

報
の

早
期

入
手

体
制

の
強

化

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

注
2

2
5
～

2
7

→
2
8
～

3
0

注
2

（
２

）
迅

速
的

確
な

救
助

勢
力

の
体

制
充

実
・
強

化

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

2
5

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

イ
ン

プ
ッ

ト

イ
ン

プ
ッ

ト
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救
助

・
救

急
体

制
の

充
実

（
特

殊
救

難
隊

人
数

）
（
ス

ト
ッ

ク
）

人
3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

0
.0

%
0
.0

%
年

度
海

上
保

安
庁

救
助

・
救

急
体

制
の

充
実

（
機

動
救

難
士

人
数

）
（
ス

ト
ッ

ク
）

人
6
4

7
2

7
2

7
2

8
1

8
1

8
1

8
1

0
.0

%
8
.0

%
年

度
海

上
保

安
庁

特
殊

救
難

隊
出

動
実

績
（
フ

ロ
ー

）
件

2
3
0

1
7
8

1
6
9

1
5
6

1
3
9

1
5
4

1
3
1

1
3
1

-
5
.8

%
-
1
0
.3

%
年

度
海

上
保

安
庁

機
動

救
難

士
出

動
実

績
（
フ

ロ
ー

）
件

5
4
2

6
0
0

5
9
4

6
1
4

5
9
8

5
4
3

6
1
1

6
2
9

5
.2

%
-
1
.3

%
年

度
海

上
保

安
庁

洋
上

救
急

出
動

件
数

（
フ

ロ
ー

）
件

2
4

2
2

1
8

2
5

1
5

2
6

2
9

2
1

4
0
.0

%
3
1
.0

%
年

海
上

保
安

庁

洋
上

救
急

訓
練

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
2

4
1
6

1
1

1
5

1
2

1
3

9
-
4
0
.0

%
-
1
9
.0

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

開
催

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

0
7

1
,2

5
2

1
,3

9
3

1
,5

1
1

1
,5

1
1

1
,4

4
6

1
,8

5
1

1
,7

5
5

1
6
.1

%
1
4
.4

%
年

海
上

保
安

庁

海
難

防
止

講
習

会
の

受
講

者
数

（
フ

ロ
ー

）
回

4
4
,3

3
3

4
9
,0

8
6

4
6
,4

8
5

5
5
,5

5
3

5
5
,5

5
3

3
8
,7

5
1

5
5
,4

7
2

5
3
,1

4
6

-
4
.3

%
-
6
.5

%
年

海
上

保
安

庁

〇
安

全
運

航
に

関
す

る
指

導
隻

数
（
フ

ロ
ー

）
隻

3
9
,4

6
9

3
7
,8

7
5

3
8
,1

7
5

3
5
,2

9
9

3
5
2
9
9

3
5
,7

4
9

3
6
,3

0
4

3
5
,5

4
1

0
.7

%
-
1
.1

%
年

海
上

保
安

庁

Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ

Ｅ
Ｐ

参
加

隻
数

（
フ

ロ
ー

）
隻

2
,9

5
5

3
,0

8
6

2
,7

5
9

2
,5

7
5

2
,4

6
7

2
,3

4
7

2
,3

2
0

2
,1

9
7

-
1
0
.9

%
-
1
2
.0

%
年

海
上

保
安

庁

民
間

救
助

体
制

の
強

化
（
水

難
救

済
会

の
救

難
所

箇
所

数
）
（
ス

ト
ッ

ク
）

箇
所

1
,2

9
9

1
,2

9
8

1
,3

0
6

1
,3

0
5

1
,3

1
7

1
,3

1
8

1
,3

2
4

1
,3

1
7

0
.0

%
0
.8

%
年

度
海

上
保

安
庁

民
間

救
助

体
制

の
強

化
（
水

難
救

済
会

の
救

難
所

員
数

）
（
ス

ト
ッ

ク
）

人
5
4
,4

0
8

5
3
,6

1
5

5
3
,5

3
1

5
2
,6

6
8

5
2
,4

6
0

5
2
,1

5
8

5
1
,6

4
8

5
1
,1

7
8

-
2
.4

%
-
2
.3

%
年

度
海

上
保

安
庁

民
間

救
助

体
制

の
強

化
（
B

A
N

会
員

数
）
（
ス

ト
ッ

ク
）

人
6
,7

7
5

7
,0

0
2

7
,2

8
8

7
,9

6
4

8
,5

8
2

9
,1

7
3

9
,7

2
9

1
0
,0

5
0

1
7
.1

%
2
1
.5

%
年

度
海

上
保

安
庁

新
規

に
投

入
し

た
観

測
機

器
数

（
デ

ー
タ

数
の

充
実

）
（
ス

ト
ッ

ク
）

台
7

2
0

3
2

2
8

2
9

2
9

3
1

2
1

-
2
7
.6

%
-
9
.0

%
年

度
海

上
保

安
庁

民
間

部
門

7
(1

)
(2

)

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
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漂
流

予
測

実
施

回
数

（
フ

ロ
ー

）
回

1
,2

3
6

5
0
5

3
0
1

5
9
2

4
0
7

5
3
8

4
1
2

2
6
3

-
3
5
.4

%
-
6
.7

%
年

度
海

上
保

安
庁

要
救

助
海

難
に

対
す

る
全

体
の

救
助

率
％

9
5
%

9
6
%

9
6
%

9
5
%

9
7
%

9
5
%

9
6
%

9
6
%

-
1
.0

%
pt

-
0
.3

%
pt

年
海

上
保

安
庁

2
0
ト

ン
未

満
の

船
舶

か
ら

の
海

難
に

よ
る

海
中

転
落

の
救

助
率

％
3
1
%

3
4
%

4
2
%

3
3
%

4
0
%

3
3
%

4
4
%

4
5
%

5
.0

%
pt

2
.3

%
pt

年
海

上
保

安
庁

海
難

発
生

後
2
時

間
以

内
で

の
海

上
保

安
庁

の
関

知
率

％
6
4
%

7
8
%

7
8
%

8
0
%

7
7
%

7
5
%

7
6
%

7
5
%

-
2
.0

%
pt

-
3
.0

%
pt

年
海

上
保

安
庁

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

注
1
：
評

価
指

標
の

単
位

が
「
％

」
の

も
の

は
、

「
％

」
の

差
「
％

pt
」
に

て
計

算
。

注
2
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
、

「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

率
。

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
〇

救
助

・
救

急
体

制
の

充
実

、
海

難
救

助
体

制
の

連
携

強
化

、
「
緊

急
通

報
用

電
話

番
号

『
1
1
8
番

』
の

活
用

等
の

啓
発

活
動

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止
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講
じ

た
施

策
（
１

）
海

難
情

報
の

早
期

入
手

体
制

の
強

化
地

方
自

治
体

、
水

産
関

係
団

体
、

釣
り

関
係

団
体

等
と

連
携

・
協

力
し

た
講

習
会

の
開

催
や

釣
り

場
の

巡
回

の
み

な
ら

ず
、

メ
デ

ィ
ア

等
を

通
じ

て
「
緊

急
通

報
用

電
話

番
号

『
1
1
8
番

』
の

有
効

活
用

」
、

「
防

水
パ

ッ
ク

入
り

携
帯

電
話

等
に

よ
る

連
絡

手
段

の
確

保
」
に

関
す

る
指

導
・
啓

発
及

び
広

報
活

動
等

を
実

施
す

る
こ

と
に

加
え

、
緊

急
通

報
位

置
情

報
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
緊

急
通

報
時

に
携

帯
電

話
の

Ｇ
Ｐ

Ｓ
機

能
を

「
Ｏ

Ｎ
」
に

す
る

こ
と

で
遭

難
位

置
を

迅
速

に
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

、
迅

速
な

救
助

に
つ

な
が

る
こ

と
を

周
知

し
た

ほ
か

、
定

時
連

絡
や

行
き

先
・
帰

宅
時

間
を

家
族

や
知

人
に

連
絡

し
て

お
く
こ

と
、

P
L
B

（
携

帯
用

位
置

指
示

無
線

標
識

）
の

活
用

と
い

っ
た

連
絡

体
制

の
確

保
の

重
要

性
の

啓
発

活
動

を
行

っ
た

。
ま

た
、

平
成

3
1
年

1
1
月

1
日

よ
り

、
聴

覚
や

発
話

に
障

が
い

の
あ

る
方

の
た

め
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

使
用

し
た

緊
急

時
の

通
報

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
「
N

E
T
1
1
8
」
の

運
用

を
開

始
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）

（
２

）
迅

速
的

確
な

救
助

体
制

の
充

実
・
強

化
①

救
助

勢
力

の
早

期
投

入
海

難
等

の
発

生
に

備
え

即
応

体
制

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

大
型

台
風

の
接

近
等

に
よ

り
大

規
模

な
海

難
の

発
生

が
予

想
さ

れ
る

場
合

に
は

、
非

常
配

備
態

勢
及

び
特

殊
救

難
隊

の
前

進
配

備
態

勢
を

と
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
②

救
助

・
救

急
体

制
の

充
実

全
国

8
航

空
基

地
（
7
2
人

）
に

配
置

し
て

い
た

機
動

救
難

士
に

つ
い

て
、

平
成

2
7
年

4
月

、
新

た
に

石
垣

航
空

基
地

に
機

動
救

難
士

９
名

を
配

置
し

て
以

降
、

全
国

9
基

地
（
8
1
人

）
体

制
を

継
続

し
た

。
令

和
元

年
1
0
月

、
羽

田
特

殊
救

難
基

地
に

統
括

隊
長

（
1

人
）
を

配
置

し
た

。
ま

た
、

特
殊

救
難

隊
を

は
じ

め
機

動
救

難
士

や
救

急
救

命
士

の
養

成
を

継
続

す
る

な
ど

、
救

助
・
救

急
体

制
の

充
実

・
強

化
を

図
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
③

救
急

救
命

士
に

つ
い

て
は

、
実

施
で

き
る

救
急

救
命

処
置

範
囲

の
拡

大
・
高

度
化

が
進

め
ら

れ
る

中
、

訓
練

・
研

修
を

通
じ

て
救

急
技

能
を

向
上

さ
せ

た
ほ

か
、

救
急

救
命

士
が

行
う

救
急

救
命

処
置

の
質

を
医

学
的

観
点

か
ら

保
障

す
る

た
め

、
海

上
保

安
庁

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
体

制
を

充
実

さ
せ

、
救

急
救

命
処

置
の

質
的

向
上

を
推

進
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

ま
た

、
平

成
3
1
年

4
月

1
日

よ
り

、
救

急
救

命
士

の
補

助
者

と
し

て
消

防
機

関
の

救
急

隊
員

と
同

じ
応

急
処

置
を

実
施

で
き

る
「
救

急
員

制
度

」
の

運
用

を
開

始
し

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

こ
の

他
、

救
助

・
救

急
資

器
材

の
充

実
に

努
め

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
④

海
難

救
助

体
制

の
連

携
「
1
9
7
9
年

の
海

上
に

お
け

る
捜

索
及

び
救

助
に

関
す

る
国

際
条

約
」
（
S
A

R
条

約
）
に

基
づ

く
、

北
西

太
平

洋
の

広
大

な
海

域
に

お
け

る
捜

索
救

助
活

動
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
た

め
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

開
催

、
合

同
訓

練
の

実
施

等
を

通
じ

て
諸

外
国

捜
索

救
助

機
関

と
の

連
携

・
協

力
を

深
め

る
と

と
も

に
、

東
南

ア
ジ

ア
諸

国
か

ら
の

要
請

に
応

じ
て

、
海

上
に

お
け

る
捜

索
救

助
体

制
の

整
備

の
た

め
、

研
修

員
の

受
入

れ
を

行
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

平
成

3
1
年

2
月

に
「
日

本
国

政
府

と
中

華
人

民
共

和
国

政
府

と
の

間
の

海
上

に
お

け
る

捜
索

及
び

救
助

に
つ

い
て

の
協

力
に

関
す

る
協

定
（
日

中
S
A

R
協

定
）
」
を

締
結

し
た

こ
と

に
よ

り
、

日
中

の
協

力
に

関
す

る
法

的
枠

組
み

が
構

築
さ

れ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

沖
合

で
の

海
難

救
助

に
つ

い
て

は
、

S
A

R
条

約
に

基
づ

き
、

任
意

の
相

互
救

助
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

日
本

の
船

位
通

報
制

度
（
J
A

S
R

E
P

）
を

運
用

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）
　

沿
岸

部
で

の
小

型
船

舶
等

に
対

す
る

海
難

救
助

に
つ

い
て

は
、

公
益

社
団

法
人

日
本

水
難

救
済

会
等

と
連

携
協

力
し

、
海

難
救

助
活

動
を

行
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

転
覆

船
や

火
災

船
か

ら
の

人
命

救
助

等
、

専
門

的
な

救
助

技
術

・
知

識
が

要
求

さ
れ

る
海

難
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
、

特
殊

救
難

隊
等

に
継

続
的

に
訓

練
・
研

修
を

実
施

さ
せ

、
海

難
救

助
技

術
の

維
持

・
向

上
を

図
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

全
国

各
地

で
実

施
さ

れ
て

い
る

民
間

救
助

組
織

の
救

助
訓

練
の

指
導

を
行

う
な

ど
、

民
間

救
助

体
制

の
強

化
を

図
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
⑥

洋
上

救
急

体
制

の
充

実
洋

上
で

発
生

し
た

傷
病

者
に

対
し

、
医

師
、

看
護

師
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
搬

送
し

、
適

切
な

医
療

活
動

を
行

う
た

め
、

公
益

社
団

法
人

日
本

水
難

救
済

会
が

事
業

主
体

と
な

っ
て

実
施

し
て

い
る

洋
上

救
急

事
業

に
つ

い
て

、
そ

の
適

切
な

運
営

を
図

る
た

め
の

指
導

及
び

協
力

を
行

う
と

と
も

に
、

関
係

団
体

と
協

力
し

、
医

師
、

看
護

師
等

と
の

慣
熟

訓
練

を
実

施
す

る
な

ど
、

洋
上

救
急

体
制

の
充

実
を

図
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
⑦

漂
流

予
測

に
か

か
る

デ
ー

タ
の

充
実

漂
流

予
測

結
果

を
蓄

積
・
分

析
す

る
と

と
も

に
、

海
潮

流
観

測
を

実
施

し
、

デ
ー

タ
の

充
実

を
図

っ
た

。
（
海

上
保

安
庁

）

評
価

救
助

・
救

急
体

制
の

充
実

、
海

難
救

助
体

制
の

連
携

強
化

、
「
緊

急
通

報
用

電
話

番
号

『
1
1
8
番

』
の

有
効

活
用

」
、

「
防

水
パ

ッ
ク

入
り

携
帯

電
話

等
に

よ
る

連
絡

手
段

の
確

保
」
の

啓
発

活
動

を
行

っ
た

こ
と

で
、

「
2
0
ト

ン
未

満
船

舶
か

ら
の

海
難

に
よ

る
海

中
転

落
の

救
助

率
」
は

、
平

成
3
0
年

に
は

4
5
％

ま
で

向
上

し
目

標
は

達
成

さ
れ

た
。

一
方

、
「
海

難
発

生
後

２
時

間
以

内
で

の
海

上
保

安
庁

の
関

知
率

」
に

つ
い

て
は

、
数

値
目

標
の

達
成

に
至

ら
な

か
っ

た
。

一
因

と
し

て
、

係
留

中
の

小
型

船
舶

の
転

覆
事

故
や

一
人

乗
り

漁
船

の
連

絡
途

絶
事

案
、

僚
船

に
よ

り
救

助
さ

れ
た

漁
船

が
事

後
に

通
報

し
た

こ
と

等
が

あ
げ

ら
れ

る
た

め
、

第
１

１
次

交
通

基
本

計
画

で
は

、
漁

船
に

焦
点

を
当

て
つ

つ
、

今
後

も
引

き
続

き
指

導
・
啓

発
及

び
広

報
活

動
等

の
取

組
が

必
要

で
あ

る
。

（
海

上
保

安
庁

）

特
殊

救
難

隊
や

機
動

救
難

士
、

救
急

救
命

士
の

養
成

、
救

急
員

制
度

の
創

設
等

に
よ

り
、

救
助

・
救

急
体

制
の

充
実

・
強

化
は

着
実

に
実

施
で

き
て

い
る

。
（
海

上
保

安
庁

）
平

成
3
1
年

２
月

、
日

中
Ｓ

Ａ
Ｒ

協
定

を
締

結
し

、
海

上
捜

索
救

助
分

野
に

お
け

る
日

中
協

力
に

関
す

る
法

的
枠

組
み

が
構

築
さ

れ
た

こ
と

に
よ

り
、

関
係

当
局

に
よ

る
こ

れ
ま

で
以

上
に

円
滑

か
つ

効
率

的
な

捜
索

救
助

活
動

が
可

能
と

な
っ

た
。

（
海

上
保

安
庁

）
Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ

Ｅ
Ｐ

参
加

隻
数

、
民

間
救

助
勢

力
も

安
定

し
て

推
移

し
て

き
て

お
り

、
継

続
的

な
取

組
み

状
況

が
う

か
が

え
る

。
（
海

上
保

安
庁

）
精

度
の

高
い

漂
流

予
測

を
実

施
す

る
た

め
A

O
V

（
自

律
型

海
洋

観
測

装
置

）
等

に
よ

る
観

測
に

よ
り

リ
ア

ル
タ

イ
ム

な
海

潮
流

デ
ー

タ
を

取
得

し
、

海
潮

流
デ

ー
タ

が
充

実
さ

れ
て

き
て

い
る

。
（
海

上
保

安
庁

）

法
令

改
正

等
船

舶
職

員
及

び
小

型
船

舶
操

縦
者

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
平

成
2
8
年

７
月

１
日

施
行

従
前

か
ら

小
型

船
舶

操
縦

者
が

遵
守

す
べ

き
も

の
と

し
て

法
定

義
務

化
さ

れ
て

い
た

「
発

航
前

の
検

査
義

務
」
等

に
つ

い
て

、
当

該
遵

守
事

項
の

違
反

者
に

対
し

、
新

た
に

違
反

点
数

を
付

し
た

。

平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価
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国
土

交
通

省
の

予
算

百
万

円
2
,8

5
2

2
,8

3
0

2
,7

1
1

2
,8

6
5

2
,8

8
8

5
,4

4
8

の
内

数
に 3
3

の
内

数
を

加
え

た
額

5
,3

0
2

の
内

数
に 3
5

の
内

数
を

加
え

た
額

5
,2

3
2

の
内

数
に 3
4

の
内

数
を

加
え

た
額

年
度

国
土

交
通

省

海
上

保
安

庁
の

予
算

百
万

円
-

-
-

-
-

-
-

-
海

上
保

安
庁

1
0
.
海

上
交

通
の

安
全

対
策

に
係

る
調

査
研

究
の

等
の

充
実

計
画

に
記

載
さ

れ
て

い
る

概
要

・
海

上
技

術
安

全
研

究
所

に
お

い
て

、
低

引
火

点
液

体
等

の
新

し
い

貨
物

・
燃

料
を

扱
う

船
舶

の
リ

ス
ク

を
評

価
す

る
手

法
の

開
発

・
リ

ス
ク

評
価

の
結

果
を

安
全

基
準

や
船

舶
設

計
へ

反
映

す
る

方
策

に
つ

い
て

の
研

究

施
策

群
評

価
指

標
実

績
デ

ー
タ

（
平

成
）

増
減

率
（
％

）

イ
ン

プ
ッ

ト

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

2
7
→

3
0

（
注

）

2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0

（
注

）

イ
ン

プ
ッ

ト

今
後

の
海

上
交

通
安

全
対

策
を

考
え

る
視

点

種
　

類
該

　
当

内
容

（
事

例
等

）

1
0

〇

注
：
「
2
7
→

3
0
」
は

平
成

2
7
年

（
度

）
に

対
す

る
平

成
3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

、
「
2
5
～

2
7
→

2
8
～

3
0
」
は

平
成

2
5
～

2
7
年

（
度

）
の

平
均

に
対

す
る

平
成

2
8
～

3
0
年

（
度

）
の

増
減

割
合

。

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

に
よ

る
事

故
の

防
止

ふ
く
そ

う
海

域
に

お
け

る
大

規
模

海
難

の
防

止

施
策

名

第
1
0
次

計
画

に
お

け
る

位
置

付
け

年 ・ 年 度

備
　

考
担

当
府

省
庁

船 舶 事 故 の 減 少

ふ く そ う 海 域 に

お け る 船 舶 事 故

の 減 少

高 い 救 助 率 の

維 持 ・ 確 保

包 括 的
種

類
・
名

称
単

位
2
3

2
4

旅
客

船
の

事
故

の
防

止

人
命

救
助

体
制

及
び

自
己

救
命

対
策

の
強

化
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平
成

2
8
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

ま
で

に
行

っ
た

施
策

を
踏

ま
え

た
評

価

講
じ

た
施

策
　

海
上

技
術

安
全

研
究

所
は

、
低

引
火

点
燃

料
を

使
用

す
る

船
舶

の
リ

ス
ク

評
価

手
法

の
開

発
を

行
う

と
と

も
に

、
リ

ス
ク

評
価

の
結

果
を

安
全

基
準

や
船

舶
設

計
へ

反
映

す
る

方
策

に
つ

い
て

の
研

究
を

実
施

し
た

。
そ

の
結

果
、

ＩＭ
Ｏ

で
の

ＩＧ
Ｆ

コ
ー

ド
の

策
定

、
国

内
向

け
の

小
型

水
素

燃
料

電
池

船
の

安
全

性
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

策
定

に
貢

献
し

た
。

さ
ら

に
、

液
化

水
素

運
搬

船
に

関
す

る
安

全
基

準
、

係
船

索
や

自
動

運
航

船
の

安
全

対
策

に
関

連
し

た
調

査
研

究
や

提
案

な
ど

を
国

際
機

関
や

国
土

交
通

省
に

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、

船
舶

の
安

全
性

向
上

に
貢

献
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）

海
上

技
術

安
全

研
究

所
で

の
主

な
調

査
研

究
○

先
進

的
な

船
舶

の
安

全
性

評
価

手
法

及
び

更
な

る
合

理
的

な
安

全
規

制
の

体
系

化
に

関
す

る
研

究
開

発
→

例
え

ば
、

波
浪

荷
重

か
ら

構
造

強
度

ま
で

を
一

貫
し

て
評

価
解

析
を

可
能

と
す

る
シ

ス
テ

ム
を

開
発

及
び

高
度

化
し

、
実

際
の

船
体

全
体

を
通

じ
た

疲
労

被
害

度
等

の
評

価
を

可
能

と
し

、
損

傷
事

故
の

解
析

に
活

用
し

た
。

（
国

土
交

通
省

）
○

海
難

事
故

等
の

原
因

究
明

の
深

度
化

、
防

止
技

術
及

び
適

切
な

対
策

の
立

案
に

関
す

る
研

究
開

発
→

高
度

な
再

現
技

術
等

を
も

と
に

、
運

輸
安

全
委

員
会

等
か

ら
多

数
の

委
託

を
受

け
、

事
故

の
原

因
究

明
を

行
う

と
と

も
に

再
発

防
止

対
策

等
を

提
案

し
た

（
国

土
交

通
省

）

　
海

上
保

安
庁

で
は

、
V

D
E
S
に

つ
い

て
、

東
京

で
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

を
開

催
し

、
概

要
及

び
性

能
基

準
等

の
と

り
ま

と
め

に
貢

献
し

た
。

ま
た

、
平

成
3
0
年

度
に

技
術

試
験

（
海

上
試

験
）
を

実
施

し
得

ら
れ

た
運

用
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

、
引

き
続

き
我

が
国

が
推

進
・
主

導
し

国
際

標
準

化
に

貢
献

し
て

い
く
。

（
海

上
保

安
庁

）
　

ま
た

、
船

舶
の

安
全

な
航

海
を

確
保

す
る

た
め

の
測

量
・
調

査
観

測
技

術
お

よ
び

解
析

技
術

に
関

す
る

調
査

研
究

を
行

っ
た

。
特

に
，

広
域

に
わ

た
る

正
確

な
海

潮
流

情
報

を
提

供
す

る
た

め
に

，
海

潮
流

情
報

の
検

証
手

法
や

予
測

手
法

の
調

査
研

究
を

実
施

し
た

。
（
海

上
保

安
庁

）

海
上

保
安

庁
で

の
主

な
調

査
研

究
〇

海
上

保
安

庁
に

お
い

て
は

、
海

洋
短

波
レ

ー
ダ

ー
の

流
向

・
流

速
値

に
よ

る
相

模
湾

の
流

れ
の

分
析

等
の

調
査

研
究

を
実

施
し

、
成

果
に

つ
い

て
は

、
研

究
成

果
発

表
会

を
行

う
と

と
も

に
、

研
究

報
告

を
発

行
し

、
W

e
b
サ

イ
ト

に
掲

載
す

る
こ

と
で

、
広

く
一

般
に

公
表

し
て

い
る

。
（
海

上
保

安
庁

）

評
価

　
海

上
技

術
安

全
研

究
所

は
、

船
舶

の
事

故
原

因
解

明
及

び
事

故
対

策
の

確
立

に
資

す
る

研
究

成
果

を
上

げ
る

と
と

も
に

、
運

輸
安

全
委

員
会

の
事

故
調

査
報

告
書

の
作

成
や

国
土

交
通

省
に

お
け

る
各

種
安

全
対

策
の

推
進

に
も

貢
献

す
る

な
ど

実
用

的
か

つ
優

れ
た

研
究

成
果

を
上

げ
て

い
る

。
ま

た
、

係
船

設
備

に
係

る
事

故
防

止
基

準
案

の
策

定
等

を
ＩＭ

Ｏ
（
国

際
海

事
機

関
）
に

提
案

す
る

な
ど

、
実

用
的

か
つ

優
れ

た
研

究
成

果
も

上
げ

て
い

る
。

（
国

土
交

通
省

）

　
海

上
保

安
庁

が
実

施
し

た
「
海

上
交

通
の

安
全

対
策

に
係

る
調

査
研

究
等

の
充

実
」
の

成
果

は
，

「
航

海
安

全
情

報
の

充
実

及
び

利
便

性
の

向
上

」
等

の
施

策
の

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

と
な

り
，

他
の

船
舶

交
通

の
安

全
の

た
め

の
施

策
と

一
体

と
な

っ
て

，
目

標
の

達
成

に
貢

献
し

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

（
海

上
保

安
庁

）
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第５章  その他の施策の評価 

第１項  その他の施策の評価の考え方 
第 10 次計画について「重点施策及び新規施策以外」の「その他の施策」について、アウトプット

を中心に、実績データを収集し、進捗状況を把握した上で、評価を行った。 

 

第２項  その他の施策の評価結果  

１ 海上交通環境の整備 

（1）交通安全施設

等の整備 

ア 開発保全航路の整備、港湾の整備等交通安全施設の整備 
○ 船舶航行の安全性向上等のため、東京湾中央航路や関門航路等の開発保全

航路において浚渫等を行った。 
○ 社会資本整備重点計画に基づき、海上交通の安全性の向上を図るため、防波

堤、航路、泊地等の整備を行った。 
（国土交通省） 

イ 漁港の整備 

○ 漁船の安全な航行や荒天時等においても漁船の安全な避難を可能とする防

波堤、航路及び泊地等の整備を推進した。 
 

（水産庁） 

ウ 航路標識等の整備 

U航路標識の自立型電源導入率 

 
平成

23 年

度 

平成

24 年

度 

平成

25 年

度 

平成

26 年

度 

平成

27 年

度 

平成

28 年

度 

平成

29 年

度 

平成

30 年

度 

自立型電源

導入率 
81.6% 84.5% 85.3% 85.9% 86.0% 87.3% 87.5% 87.8% 

（※国土強靭化基本計画における指標） 

                （海上保安庁） 

 

U航路標識法の一部改正 

平成 29 年４月１日施行 

簡易な航路標識の設置について届出制を導入するとともに、設置及び管理に

係る基準を明確化                                  

（海上保安庁） 

 

エ 港湾における大規模災害対策の推進 

○ 大規模災害発生時でも緊急物資の輸送を可能とし、災害後の経済活動を支

える海上交通ネットワークの維持を図るため、港湾施設の耐震・耐波性能等の

向上を推進した。 
（国土交通省） 

○ 平成 28 年度までに重要港湾以上（125 港）の全ての港湾において、港湾

ＢＣＰを策定し、三大湾及び瀬戸内海において、緊急確保航路等航路啓開計

画を策定した。また、関係機関と連携し、防災訓練の実施や港湾ＢＣＰの改

善を図る等、災害対応力の強化に取り組んだ。 

（国土交通省） 

 
105



 

オ 漁港の耐震性の強化 

○ 地震等の災害時に地域の防災拠点となる漁港において、地域の防災計画と

整合性を図り、救援船等に対応可能な泊地、耐震性を強化した岸壁、輸送施設

等の整備を推進した。また、漁港構造物の耐震性についての現状の把握に努

め、耐震化の技術開発を行った。 
 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

防災拠点漁港のうち、地震・津

波に対する主要施設の安全性が

確保された漁港の割合 

7% 14% 16% 

（水産庁） 

 

カ 漂流ごみの回収による船舶交通安全の確保 

○ 船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬

戸内海、有明・八代海の閉鎖性海域（港湾区域、漁港区域を除く）において、

海面に漂流する流木等のごみを回収した。 
（国土交通省） 

 

キ 港湾施設の老朽化対策の推進 

○ 港湾の施設単位毎に作成する維持管理計画や港湾単位で作成する予防

保全計画に基づいて，老朽化や社会情勢の変化に伴って機能が低下した

施設の利用転換やスペックの見直し等を計画的に進め，より効率的なふ

頭へ再編するなど，戦略的なストックマネジメントによる老朽化対策の

推進を図った。  
（国土交通省） 

 

（３）海上交通に

関する情報提供

の充実 

 

ア 航行支援システムを用いた情報提供の実施 

○ 船舶の動静を把握した上で行う情報提供や全国各地の灯台等で観測した気

象・海象の現況、その他、船舶交通の安全のために必要な情報の提供を、ＡＩ

Ｓ、無線等、多様な手段を用いて引き続き実施していくとともに、ＡＩＳを活

用した橋梁への衝突防止対策の強化のほか、利用者ニーズを踏まえ利便性向

上を図った。 
                             （海上保安庁）  

○ また、ＡＩＳ情報を活用した走錨監視や乗揚げ防止指導等の強化を図るた

め、ＡＩＳ運用官の初任研修制度を導入し研修制度を強化した。多様な手段を

用いての情報提供を引き続き実施したことにより、船舶交通の安全に寄与し

たものと考えられるなか、ＡＩＳによる情報提供件数は年々増加しており、特

に、ＡＩＳによる乗揚げ・走錨に係る注意喚起件数は飛躍的に増加しており、

ＡＩＳを活用した橋梁への衝突防止対策の強化のほか、利用者ニーズを踏ま

え利便性向上を図ったことにより、ＡＩＳを活用した乗揚げ防止指導等の確

実性が向上しているものと考えられる。 
（海上保安庁） 

UＡＩＳによる情報提供件数 

 

（海上保安庁） 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

情報提供件

数 

3,370,814

件 

3,486,235

件 

3,724,126

件 

3,889,830

件 

4,225,770

件 
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U乗揚げ・走錨のおそれのある AIS搭載船に対する注意喚起件数 

（海上保安庁） 

 

U緊急情報配信サービス配信件数 

  平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

緊急 

情報 

航路標識関係 834件 670件 710件 810件 929件 

漂流物等関係 661件 707件 786件 728件 804件 

制限又は禁止行

為 
492件 653件 486件 262件 583件 

自然現象行為 373件 391件 381件 356件 315件 

訓練・試験関係 899件 795件 691件 569件 452件 

水深関係 270件 202件 165件 201件 161件 

えい航関係 95件 37件 67件 56件 125件 

その他 1,635件 1,771件 1,489件 1,933件 2,034件 

合計 5,259件 5,226件 4,775件 4,915件 5,403件 

（海上保安庁） 

 

イ 気象情報等の充実  

○ 船舶気象通報により、沿岸海域を航行する船舶等の安全を図るため、全国

の主要な岬の灯台等 132 か所において局地的な風向、風速等の観測を行い、

その現況をテレホンサービス、インターネット及び電子メールで提供した。             

（海上保安庁） 

U「気象海象不注意」を原因とした船舶事故隻数 

U                             （海上保安庁） 

U海難防止講習会の開催状況 

                             （海上保安庁） 

 

○ 平成 28 年 6月、台風進路予報を改善（予報円を縮小）した。 

（気象庁） 

 

○ 平成 29 年 3月、地方海上警報・予報を改善（予想の詳細化・予想時刻表記

の変更）した。  

（気象庁） 

 

○ 平成 30 年 3 月、船舶気象報を報告する手段として、従来の海事衛星経由の

電報に加え、電子メールによる報告も可能とするよう改正した。 
                       （気象庁） 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

注意喚起件

数 

45,439 

件 

100,182

件 

348,095

件 

342,611

件 

415,038

件 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

船舶事故

隻数 
119隻 121隻 116隻 101隻 127隻 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

開催回数 1,511隻 1,730隻 1,446隻 1,851隻 1,755隻 

受講者数 55,553 人 55,651 人 38,751 人 55,472 人 53,146 人 
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○ 平成 30 年 6 月、全般海上警報を改善し、風に関する警報の時間変化詳細化

や発生が見込まれる低気圧に関する警報の運用を開始した。 
                        （気象庁） 

 

○ 平成 30 年 6月、アジア太平洋地上天気図に「発生が見込まれる低気圧に関

する海上警報」の掲載を開始した。 

（気象庁） 

 

○ 平成 31 年 3月、5日先までの台風の強度予報の提供を開始した。 

（気象庁） 

 

○ 令和元年 6月、台風の進路予報において、予報の信頼度をもとに予報円半径

をより的確に絞り込む改善を実施した。 

（気象庁） 

 

○ 令和元年 6 月、小笠原諸島周辺海域の風や波等の分布図形式の予報を開始

した。 

（気象庁） 

 

○ 観測機能を大幅に強化した静止気象衛星「ひまわり 8号」を平成 27年 7月

に観測運用を開始し、「ひまわり 9号」を平成 29年 3月に待機運用を開始し

た。「ひまわり 8号・9号」の 2機体制を確立し、台風・集中豪雨の監視等に

必要な、切れ目のない気象衛星観測を実施した。 

（気象庁） 

 

○ 防災情報提供センターホームページを運営（運営主体：気象庁）し、国土交

通省が保有する防災情報をインターネットを通じて提供した。 

（気象庁） 

 

○ 関係機関の潮位観測データについて、データの共有化、データ提供を行うと

ともに、高潮警報、気象情報、津波警報等へ利用している。 

（気象庁） 

 

○ 災害時の長時間停電・通信回線網の機能停止に対応し、津波観測を継続的に

行うため、簡易に設置することが可能な可搬型津波観測装置を平成 30年度に

整備した。 

（気象庁） 

 

○ 全国 6 か所に設置した沿岸波浪観測装置による観測データの安定的な提供

のため、令和元年度に非常電源の長時間化と衛星通信回線の整備による観測

施設の強化を行った。 

（気象庁） 

 

○ 内海・内湾における沿岸防災に資することを目的に平成 19年 9月から浅海

波浪モデルの運用を試行的に開始した。その後順次海域を追加し、平成 28年

12月より 22 海域となっている。 

（気象庁） 

 

○ 平成 29 年 3 月から、航行に危険な荒れた海域の情報を外洋波浪 24 時間予

想図及び沿岸波浪 24時間予想図に図示するよう改善を図った。 

（気象庁） 

 

 
108



○ 高潮予測の精度向上に向けた数値モデルの改善・運用を行い、令和元年 12

月には高潮予測格子点資料の提供を開始した。 

 （気象庁） 

○ 平成 29 年 11月から、南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した

場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価した場合等に発表す

る「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始した。令和元年 5月には、

「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」変更を踏まえ、防災対応等を示すキ

ーワードを付して発表する「南海トラフ地震臨時情報」等の提供を開始した。 

（気象庁） 

 

○ 平成 28年７月、国立研究開発法人防災科学技術研究所が北海道沖から房総

沖に「日本海溝海底地震津波観測網（S-net）」を構築し、125地点に設置した

海底津波計による観測を開始したほか、地震・津波観測監視システム（DONET）

の海底津波計 31地点においても新たに観測を開始した。これらの潮位データ

について津波情報への活用を開始した。（平成 30年度には、S-net全 150点・

DONET全 51 点を運用） 

（気象庁） 

 

○ 平成 31年３月、津波警報について、複数の沖合観測点で観測される津波波

形データを用いて、より精度良く津波の高さを予測する手法（tFISH）を新た

に開発し、津波警報等の更新への活用を開始した。 

（気象庁） 

 

エ 航海安全情報の充実及び利便性の向上 

（１）海図・水路誌等の整備 

○ 水路測量、海象観測等を実施し、航海の安全のために不可欠な航海用海図

（紙海図及び航海用電子海図）及び航海参考用としての海流図、潮流図等の特

殊図を刊行している。特に航海用電子海図については、画面上に自船の位置、

速力、針路等の情報を表示し、警報機能を有する電子海図情報表示システムで

利用されることにより、乗揚げ事故等の防止に寄与している。 
また、航海用海図に表現できない航海の安全のために必要な港湾・航路、気

象・海象、航路標識等の状況について詳細に記載した水路誌を刊行している。

さらに、外国人が運航する船舶の海難防止対策の一環として、英語のみで表記

した紙海図及び水路誌を刊行しているほか、ふくそう海域における航法の理

解を促進するため、法令やそれに対応する地理的位置関係を体系的に表示し

たマリナーズルーティングガイドを東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の３海域につい

て刊行している。 
平成 28 年度は東日本大震災により被災した港湾や漁港において、綿密な水

路測量により判明した水中障害物の存在、水深の変化などの海図への反映を

完了した。 
平成 29 年度は東京湾海上交通管制一元化に係る海上交通安全法等の一部

を改正する法律施行、平成 30 年度は海上交通安全法第 25 条第 2 項に基づく

東京湾に新たな経路が指定されたことに伴い、関係する東京湾の海図へ反映

した。電子海図の新国際基準の導入に備え、国際会議参画による基準策定の

協議等に対応した。                                                                        

（海上保安庁） 

             

（２）水路通報・航行警報の充実 

○ 船舶が安全な航海を行うために必要な情報や、航海用海図・水路誌等の内容

を常に最新に維持するための情報を水路通報及び管区水路通報としてインタ

ーネット等により提供したほか、航海用電子海図の更新情報を電子水路通報

としてインターネット等により提供した。 
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また、航海中の船舶に対して緊急に周知する必要がある情報については航行

警報を発出して情報を提供するなど、海上保安庁が運用している通信施設の

ほか衛星通信、インターネット、ラジオ、漁業無線といった様々な媒体により

幅広く情報提供を実施した。これら水路通報や航行警報で周知する情報は件

数が多いことから、これらを視覚的にすばやく把握できるように地図上に図

示したビジュアル情報をインターネットで提供しており、海事関係者への利

用の促進により、船舶航行の安全を図っている。 
さらに、来島海峡における潮流のシミュレーションや我が国周辺海域におけ

る海況を取りまとめた海洋速報等をインターネットにより情報提供している。 
（海上保安庁） 

 

U水路通報・航行警報ＨＰ閲覧回数   

 
平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

HP 閲覧回数 
4,393,493 

件 

5,471,580 

件 

5,538,316 

件 

5,867,803 

件 

4,318,387 

件 

5,805,976 

件 

6,979,213 

件 

8,329,142 

件 

（海上保安庁） 

 

U水路図誌刊行等実績 

実施項目 
平成 

23 

年度 

平成 

24 

年度 

平成 

25 

年度 

平成 

26 

年度 

平成 

27 

年度 

平成 

28 

年度 

平成 

29 

年度 

平成 

30 

年度 

紙 海

図 

新刊 11 8 6 5 2 2 3 2 

改版 66 60 75 70 59 60 80 53 

補刷 1,090 1,153 1,210 1,021 940 903 1,589 2,397 

補正図 545 508 555 418 391 404 377 333 

（海上保安庁） 

（４）高齢社会に

対応した旅客船

ターミナルの整

備 

 

○ 高齢者、障害者等も含め全ての利用者が旅客船タ－ミナルを安全かつ身体

的負担の少ない方法で利用・移動できるよう、一日あたりの平均的な利用者数

が 3000 人以上の旅客船ターミナルを対象に段差の解消、視覚障害者誘導用ブ

ロックの整備を推進した。 
 

U旅客船ターミナルのバリアフリー化の状況 
 

 平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

段差の解消 86.7% 

(13/15） 

87.5% 

(14/16） 

87.5% 

(14/16） 

100% 

(15/15) 

100% 

(14/14) 

視覚障害者

誘導用 

ブロック 

60.0% 

（9/15） 

56.3% 

（9/16） 

68.8% 

(11/16） 

66.7% 

(10/15) 

71.4% 

(10/14) 

 

 
平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

段差の解消 
100% 

(15/15) 

100% 

(15/15) 

100% 

(14/14) 

視覚障害者

誘導用 

ブロック 

66.7% 

(10/15) 

73.3% 

(11/15) 

78.6% 

(11/14) 

※（ ）書きについては、整備済み施設数／対象施設数 

 （国土交通省） 
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２ 海上交通の安全に関する知識の普及 

（１）海難防止思想の普

及 

○ 関係省庁・団体と連携の上、海難防止講習会や訪船指導等あらゆる

機会を通じて、海事関係者に限らず広く国民全般に対して法令遵守や

ライフジャケットの常時着用等の自己救命策確保の徹底を呼びかける

など、海難防止思想の普及及び高揚並びに海難防止に関する知識の習

得及び向上を図った。              （海上保安庁） 

特に例年７月 16 日から 31 日までの間、官民一体となった海難防止

強調運動（海の事故ゼロキャンペーン）を全国一斉に実施しているほ

か、霧などの気象条件や海難の発生傾向など地域や各種船舶の特性を

考慮した地方レベルの運動を実施した。      （海上保安庁） 

さらに、ウォーターアクティビティごとに推奨される装備品や必要

なスキル等安全情報を取りまとめ「ウォーターセーフティガイド」を

策定の上、利用者に対し周知啓発を行った。    （海上保安庁） 

関係省庁・団体と連携して実施している海難防止強調運動（海の事故

ゼロキャンペーン）での海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を

通じて、海事関係者に限らず広く国民全般に対して法令遵守やライフ

ジャケットの常時着用等の自己救命策確保の徹底を呼びかけ、ウォー

ターアクティビティごとに推奨される装備品や必要なスキル等安全情

報を取りまとめた「ウォーターセーフティガイド」を策定し、海難防

止講習会、海上安全教室及び訪船指導を行うなどの周知啓発を図った

ところ、ライフジャケット着用率は上昇傾向にあり、船舶操縦者等へ

の海難防止に関する知識・技能の習得及び向上できたものと考えられ

る。                      （海上保安庁） 

 

U船舶からの海中転落者のライフジャケットの着用率 

 
平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

ライフジャ

ケット着用

率 

56% 54% 54% 62% 71% 

 

（海上保安庁） 

U海難防止講習会の開催状況 

（海上保安庁） 

U海上安全教室の開催状況 

 (海上保安庁） 

 
平成

23年 

平成

24年 

平成

26年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

開催

回数 
1,207

回 

1,252

回 

1,393

回 

1,511

回 

1,730

回 

1,446

回 

1,851

回 

1,755

回 

受講

者数 
44,333

人 

49,086

人 

46,485

人 

55,553

人 

55,651

人 

38,751

人 

55,472

人 

53,146

人 

 
平成

23年 

平成

24年 

平成

25年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

開催

回数 
646回 739回 653回 751件 648件 494件 407件 425件 

受講

者数 
63,518

人 

62,200

人 

73,096

人 

60,163

人 

65,547

人 

34,201

人 

29,221

人 

26,094

人 
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U安全運航に関する指導隻数 

（海上保安庁） 

平成

23年 

平成

24年 

平成

25年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

指導

隻数 
39,469

隻 

37,875

隻 

38,175

隻 

35,299

隻 

37,776

隻 

35,749

隻 

36,304

隻 

35,541

隻 

（２）外国船舶に対する

情報提供等

○ 外国船舶の海難を防止するため、我が国周辺の地理や気象・海象の

特性等に不案内な外国船舶に対し、訪船や IMO のホームページを活

用するなどして、航路標識の設置状況等の航行安全上必要な情報等に

ついて周知するとともに航行安全指導を実施した。 （海上保安庁）

○ 「ふくそう海域」及び「航路における衝突・乗揚」については、「ふ

くそう海域以外」も含めて減少傾向にあるため、今後も引き続き外国

船舶に対して情報提供等を実施していくことで、外国船舶による海難

発生件数の減少に寄与するものと考えられる。   （海上保安庁）

U海域別の外国船舶事故隻数 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

ふくそう海

域 
81隻 77隻 61隻 45隻 81隻 

ふくそう海

域以外 
135隻 117隻 86隻 79隻 75隻 

（海上保安庁） 

U海上交通安全法の航路における外国船舶乗揚事故隻数 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

衝突・乗

揚事故隻

数 

13隻 18隻 13隻 5隻 11隻 

（海上保安庁） 

３ 船舶の安全な運航の確保 

（４）船員災害防止対策

の推進

○ 第 10次（平成 25年度～29年度）及び第 11次（平成 30年度～34年

度）船員災害防止基本計画に基づき、毎年度船員災害防止実施計画を

作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止

を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進

対策の推進を図るなど、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となっ

て船員災害防止対策を強力に推進した。また、船舶所有者等が自主的

に船員災害に係るリスクアセスメントとＰＤＣＡサイクルという一連

の過程を定めて継続的な改善を行うことにより安全衛生水準の継続的

かつ段階的な向上を図る「船内労働安全衛生マネジメントシステム」

や、中小船舶所有者を主な対象とした「船内向け自主改善活動（ＷＩ

Ｂ）」の普及促進を図った。

上記施策等の船員災害防止活動を行ったことで、第 10次船員災害防

止基本計画において設定された目標（同計画の期間の船員災害の年平

均発生率について、第９次基本計画期間（平成 20～24年度）の年平均

値と比較して、死傷災害については全体として 13％、疾病については

全体として 10％減少させる）を達成できた。 

 
112



                                

（国土交通省） 

U船員災害発生率（千人率） 

（国土交通省） 

U船員災害発生状況 

 

第９

次 
第 10次 

実績 

年平

均 

目 標 実  績 

減

少 

目

標 

年 

平

均 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

減

少 

実

績 

年平均 

U

死

傷 
U

災

害 

1.10

% 
13

％

減 

0.

96 

% 

1.03% 1.03% 0.93% 0.93% 0.86% 
1

3

% 

減 

0.96% 

762

人 
676人 666人 606人 609人 568人 625人 

69,1

69人 

65,727

人 

64,778

人 

65,329

人 

65,632

人 

66,328

人 

65,559

人 

U

疾

病 

1.03

% 

10

％

減 

0.

93 

% 

0.92% 0.88% 0.89% 0.87% 0.81% 

1

6

% 

減 

0.87% 

714

人 
607人 572人 584人 570人 539人 574人 

69,1

69人 

65,727

人 

64,778

人 

65,329

人 

65,632

人 

66,328

人 

65,559

人 

（国土交通省） 

U船員労働安全衛生月間活動実績 

                       （国土交通省） 

 

 

 

 
平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

死傷災害 10.3 9.3 9.3 8.6 8.8 

疾病 8.8 8.9 8.7 8.1 8.3 

合計 19.1 18.2 18.0 16.7 17.1 

 
平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

(1)安全衛生に

関する訪船指

導隻数 

1,611隻 1,596隻 1,534隻 1,521隻 1,386隻 

(2)大会、講演

会、展示会等

の開催か所、

参加者数 

①船員災害防

止大会 

②講演会、講

習会、展示会

など 

①18か所 

（1,265

人） 

 

②63か所 

（2,823

人） 

①18か所 

（1,391

人） 

 

②64か所 

（3,405

人） 

①17か所 

（1,195

人） 

 

②62か所 

（3,176

人） 

①18か所 

（1,285

人） 

 

②60か所 

（2,987

人） 

①17か所 

（1,214

人） 

 

②66か所 

（3,404

人） 

(3)船員無料健

康相談所の開

設及び訪船診

療 

①健康相談所 

②訪船診療 

①111か所 

（685人） 

②９隻 

（140人） 

①114か所 

（668人） 

②９隻 

（116人） 

①115か所 

（530人） 

②９隻 

（88人） 

①114か所 

（765人） 

②９隻 

（116人） 

①110か所 

（557人） 

②11隻 

（105人） 

(4)船内飲用水

水質検査 
163隻 237隻 211隻 101隻 131隻 
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UWIB指導員養成講習会開催実績（平成 27年度以降開催） 

                       （国土交通省） 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

開催回数 ９回 11回 10回 ８回 

参加者数 358人 297人 456人 297人 

（５）水先制度による安

全の確保 

○ 平成 28年６月に「登録水先人養成施設の必要履修科目の教育時間等

の教育の内容の基準等を定める告示」を改正し、複数の水先区の水先

人免許を取得しようとする者について、中小規模水先区に係る養成課

程の就業期間を短縮して取得しやすくした。これにより、水先人が他

の水先区への支援を円滑に行える環境が整備された。 

より効率的な水先人養成システムが構築されたことで、水先人によ

る支援体制の充実が図られている。 

                               

（国土交通省） 

U水先人養成人数（入学者数） 

括弧書きは第三種区分入学者数    

U※第三種区分・・・既に水先人免許を有する者が、他の水先区の水先人

免許を取得するために必要となる養成課程をいう。 

                       （国土交通省） 

U平成 28 年 ６月 15 日 登録水先人養成施設の必要履修科目の教育時

間等の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示施行 

 ・第三種区分水先養成課程のうち、中小規模水先区に係る課程の修業

期間の短縮 

                       （国土交通省） 

 
平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

一級水先人 
30人

(４) 

34人

(６) 

29人

(５) 

41人

(16) 

44人

(13) 

二級水先人 17人 
30人

(１) 

20人

(２) 
15人 15人 

三級水先人 11人 ５人 ８人 ９人 10人 
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（６）外国船舶の監督の

推進 

○ 船員に求められる訓練、資格証明及び当直基準については、ＳＴＣ

Ｗ条約等の国際条約で定められているが、サブスタンダード船が人命

の安全や海洋環境等に多大な影響を及ぼす重大事故を引き起こす可能

性がある。このようなサブスタンダード船を排除するため、関係条約

に基づき外国船舶の監督（ＰＳＣ）を推進した。 

さらに、アジア太平洋地域の各国が加盟する東京ＭＯＵの枠組みに

基づき、加盟国等の研修生を我が国に受け入れる訓練コースを実施す

るとともに、我が国の専門家を加盟国等に派遣する等の国際協力を通

じてＰＳＣのレベルアップを図った。 

我が国において、重大な欠陥があったため是正命令等の処分をされ

た外国船舶は、平成 30年には約２％にまで減少しており、日本に入港

する外国船舶の質の向上が図られている。 

日本に入港する外国船舶の質の向上は、海難の防止に大いに寄与す

るところである。              （国土交通省） 

 

U日本に入港する外国船舶に対する処分率 

（国土交通省） 

U日本に入港する外国船舶に対する検査隻数 

（国土交通省） 

U研修生の受け入れ実績 

                       （国土交通省） 

U専門家派遣実績 
 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

３か国 ４か国 ４か国 ２か国 ３か国 

４人 ７人 ７人 ４人 ５人 

                       （国土交通省） 

平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

3.90% 3.30% 3.30% 1.97% 1.93% 

平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

5,337隻 5,400隻 5,438隻 5,439隻 5,173隻 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

19人 22人 24人 24人 24人 

（７）大規模災害への対

応の強化 

ア 旅客及び船舶の津波避難態勢の改善 

○ これまでの取組として、平成 25 年度に「船舶津波避難マニュアル作

成の手引書」を公表したことを皮切りに、「モデル的マニュアル（簡易

マニュアル様式）」、より簡易なマニュアルの様式である「津波対応シ

ート」及び同シートの外国語版を公表するなどを行っている。 
なお、内航の旅客及び危険物を輸送する大規模船社に対しては「船

舶津波避難マニュアル」の作成等に必要な協力・支援等を実施してき

た。また、小規模事業者に対しては、「津波対応シート」を地方運輸局

等より配布することにより周知を行った。 

平成 30 年度においては、前年度に引き続き船舶運航事業者に対し

「津波避難マニュアル」の作成及び作成したマニュアルに基づく津波

避難訓練の実施を呼びかけた。特に日本に寄港する外国船舶に対して

は、船舶代理店事業者等を介して「津波対応シート」の外国語版の周

知を行った。 
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「船舶津波避難マニュアル作成の手引書」及び「モデル的マニュア

ル（簡易マニュアル様式）」の作成・公表及び地方運輸局等からの協力・

支援等によりマニュアル作成を働きかけてきた結果、公共性の高い定

期旅客船の運航事業者や、被災時の影響が大きい危険物輸送船の運航

事業者については、ほぼ全て船舶津波避難マニュアルが作成され、津

波避難態勢の改善が図られた。 

（国土交通省） 

 

U対象事業者（※）における「船舶津波避難マニュアル」の作成状況 

（※対象事業者･･･内航で旅客を輸送する船社（AP

[1
PP

]
P･BP

[2
PP

]
P事業者）、内航で

危険物を輸送する船社（500GT以上運航） 

 

[1] 概ね年間輸送人員 30万人の一般旅客定期航路事業者 

[2] Ａ事業者以外であって個人事業者、観光航路、季節運航航路、小規

模航路を除いた一般旅客定期事業者 

（国土交通省） 

U津波対応シート（外国語版）の配布件数 

（※平成 29 年より配布開始） 

（国土交通省） 

U全国の海運事業者による津波避難訓練実施件数 

（※海事局調べ。本施策として平成 28年より集計開始） 

                       （国土交通省） 

イ 大規模災害時の船舶の有効活用 

○ 船舶活用ニーズと活用可能な船舶の迅速なマッチングを可能とする

システムについて、地方運輸局等で行われた防災訓練や国土交通省が

主催した机上演習で活用する等、データ内の情報の質の向上や運用の

改善を図った。 
船舶の平時事業からの離脱の円滑化に向けた取組としては、標準運

送約款見直しを行った。 
また、地方公共団体向け「大規模災害時における船舶活用セミナー」

の実施等、地方公共団体と事業者等が連携して、緊急輸送活動等に船

舶を活用するための環境整備を進めている。 

  さらには、国土交通省は、警察庁、消防庁、防衛省、及び民間フェ

リー事業者と連携し、南海トラフ地震及び首都直下地震発生時に民間

フェリーで広域応援部隊を迅速に輸送するため、「広域応援部隊進出に

おける海上輸送対策」を講じることとし、人命救助のために重要な発

災から 72 時間を考慮した迅速な広域応援部隊の輸送を実現させるた

め、平成 28 年 12 月に国土交通大臣より旅客船事業者団体等に対して

発災時の広域応援部隊の優先的輸送への協力の事前要請を行うなど、

災害時における迅速な海上輸送の実現に向けた体制の強化を図ってい

る。 

                       （国土交通省） 

○ 活用ニーズに応じた船舶の候補を迅速に抽出するマッチングシステ

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

27.2% 97.3% 100% 100% 100% 

平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

０件 ０件 ０件 2175件 2774件 

平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

０件 ０件 67件 98件 101件 
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ムの防災訓練等での活用や都道府県防災担当者を対象としたセミナー

の開催、関係省庁・事業者による定期的な合同図上訓練の実施といっ

た取組等により、大規模災害時の船舶の有効活用について円滑に行え

る体制を推進することができた。 
その結果、平成 30年９月６日に発生した北海道胆振東部地震では、

北海道と本州を結ぶフェリー・RO-RO船各社が、通常どおりの運航を続

けながら災害派遣関連輸送を実施し、災害派遣隊などの人員約 4,500

人、消防車、電源車等緊急車両や支援物資を運ぶ貨物車両を約 1,800

台輸送することができた。 

（国土交通省） 

U関係省庁・事業者による定期的な合同図上訓練の実施 

 実施年月 

  平成 30 年２月   ５府省庁、２事業者団体、７事業者が参加し、

南海トラフ地震を想定した広域応援部隊の速やか

な輸送のための、船舶の空きスペースに係る情報

集約と輸送調整に係る図上訓練を実施。 

  平成 31 年２月   ５府省庁、２事業者団体、７事業者が参加し、

首都直下地震を想定した広域応援部隊の速やかな

輸送のための、船舶の空きスペースに係る情報集

約と輸送調整に係る図上訓練を実施。 

                       （国土交通省） 

 

U地方公共団体向け「大規模災害時における船舶活用セミナー」の実施 
実施年月 

  平成 30 年３月   国土交通省における取り組みを地方公共団体等

と共有・連携することにより、それぞれの地域特

性にあった船舶の活用に向けた検討を深化させる

ため、都道府県防災担当者を対象としたセミナー

を開催。 

（国土交通省） 

 

U標準運送約款及び標準内航運送約款の一部改正（平成 31 年２月 28 日改

正、４月１日施行） 

標準運送約款及び標準内航運送約款において、天災や火災が発生した

などの特別な場合は運航の中止・変更等の措置が可能である旨を規定し

ているところ、当該措置が可能な要件として災害時の緊急輸送を追記。 
                       （国土交通省） 
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４ 船舶の安全性の確保 

（３）外国船舶の監督の推

進 

○ 船舶の構造・設備等については、ＳＯＬＡＳ条約等の国際条約に定

められているが、サブスタンダード船が人命の安全や海洋環境等に多

大な影響を及ぼす重大事故を引き起こす可能性がある。このようなサ

ブスタンダード船を排除するため、関係条約に基づき外国船舶の監督

（ＰＳＣ）を推進した。 
さらに、アジア太平洋地域の各国が加盟する東京ＭＯＵの枠組みに

基づき、加盟国等の研修生を我が国に受け入れる訓練コースを実施す

るとともに、我が国の専門家を加盟国等に派遣する等の国際協力を通

じてＰＳＣのレベルアップを図った。 

我が国において、重大な欠陥があったため是正命令等の処分をされ

た外国船舶は、平成 30年には約２％にまで減少しており、日本に入港

する外国船舶の質の向上が図られている。 

日本に入港する外国船舶の質の向上は、海難の防止に大いに寄与す

るところである。 

                       （国土交通省） 

U日本に入港する外国船舶に対する処分率 

 
 平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

3.90% 3.30% 3.30% 1.97% 1.93% 

（国土交通省） 

U日本に入港する外国船舶に対する検査隻数 

                       （国土交通省） 

U研修生の受け入れ実績 

                       （国土交通省） 

U専門家派遣実績 

                       （国土交通省） 

平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

5,337隻 5,400隻 5,438隻 5,439隻 5,137隻 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

19人 22人 24人 24人 24人 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

３か国 ４か国 ４か国 ２か国 ３か国 

４人 ７人 ７人 ４人 ５人 
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５ 小型船舶の安全対策の充実 

（１）小型船舶の安全対

策の推進  

エ 河川等における事故防止対策の推進 

○ 川下り船の事故防止のため、毎年４月から８月に関係省庁・団体と

連携し、「小型船舶に対する安全キャンペーン」を実施しており、その

一環として全国の川下り船事業者を訪船し、船頭の技能水準の確保、

危険箇所の把握、救命胴衣の着用などを内容とする「川下り船の安全

対策ガイドライン」に基づき安全運航に関する指導を実施した。 
また、河川・湖を航行するプレジャーボートや漁船の所有者等に対

して、船舶検査の受検やライフジャケットの着用等の遵守事項の周知

啓発、パトロール指導を実施し、各河川等の安全周知活動を行った。 

関係省庁や団体と連携した小型船舶安全キャンペーンによる周知啓

発活動を継続的に実施することにより、河川・湖を航行する小型船舶

の所有者等の安全意識の向上に寄与していると考えられる。 

また、「川下り船の安全対策ガイドライン」に基づき、すべての乗船

者への救命胴衣の着用等の安全対策を徹底し、事業者に安全運航や乗

船者の安全確保に向けた取組を講じさせることにより、川下り船事故

の再発防止に寄与しているものと考えられる。 

                      （国土交通省） 

 

U平成 28～30 年度の死傷者を伴う川下り船の事故数：０件 

（※海上運送法の適用事業者からの報告による件数） 

                       （国土交通省） 

 

U小型船舶の安全キャンペーンによる周知啓発・パトロール活動実施回数 

                       （国土交通省） 

 

U安全キャンペーンにおける川下り船訪船事業者数 

（国土交通省） 

 
 

平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

677回 657回 810回 531回 486回 

 
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

事業者数 
124 

事業者 

112 

事業者 

84 

事業者 

79 

事業者 

53 

事業者 

うちガイド

ライン適用

事業者 

13 

事業者 

13 

事業者 

13 

事業者 

12 

事業者 

11 

事業者 

（４）ボートパーク、フィ

ッシャリーナ等の整備 

 

ア ボートパーク等の整備  

○ 港湾区域内の放置艇を解消するため、必要最低限の施設を備えた簡

易な係留・保管施設であるボートパーク等に、プレジャーボート等の

収容が図られるよう取り組んだ。 
（国土交通省） 

 

イ フィッシャリーナの整備 

○ 漁港においては、漁船とプレジャーボート等の秩序ある漁港の利

用を図るため、プレジャーボート等の収容施設の整備や既存施設の

活用を推進した。 

  また、平成 31 年４月、漁港の有効活用を図るため、漁港水域や
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漁港施設の占用許可期間の延長、プレジャーボート収容のための施

設や用地の貸付、補助金返還の緩和措置などの規制緩和を行った。 

（水産庁） 

 

ウ 係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置  

○ 港湾法に基づく放置等禁止区域は、全国 42港湾管理者が指定（平成

30年度末時点）。 

（国土交通省） 

○ 漁港漁場整備法に基づく放置等禁止区域は、全国で７９２漁港

が指定されている(平成 30年度末時点)。 

（水産庁） 

 

６ 海上交通に関する法秩序の維持 

 ○ 海上保安庁は、海上における犯罪の予防及び法令の励行を図るため、

船舶への立入検査を実施する一方、取締りの実施により、海事関係法

令違反で違反者を送致したほか、違反の態様が軽微で是正の容易な海

事関係法令違反について警告措置を講じた。 
また、海事関係者等を対象とした海難防止講習会の開催、訪船指導

の実施等により航法や海事関係法令の遵守等安全指導を行った。さら

に、他の船舶の流れを無視したプレジャーボートの無謀な操船を行う

者に対しては、訪船・現場指導や取締りを実施するなど、海難の未然

防止及び海上交通秩序の維持に努めた。 
  港内、主要狭水道等船舶交通がふくそうする海域においては、巡視

船艇による船舶交通の整理・指導及び航法違反等の取締りを実施して

おり、特に、海上交通安全法に定める 11 の航路については、巡視船艇

を常時配備するとともに、航空機によるしょう戒を実施し、重点的な

指導・取締りを行った。 
  このほか、年末年始などに多客期となる旅客船、カーフェリー、遊

漁船、海上タクシー等では窃盗等の犯罪が発生するおそれがあるほか、

テロの対象となる危険性や船内における事故発生の可能性が高くなる

ことから、海上輸送の安全確保を図るため「年末年始特別警戒及び安

全指導」などを実施し、必要に応じ旅客ターミナル等における警戒を

実施するとともに、不審事象を認めた場合や犯罪・事故等が発生した

場合には、直ちに海上保安庁に通報するよう指導を徹底した。取締り

の実施により、海事関係法令違反の抑止又は是正が図られた。 
また、海事関係者等を対象とした海難防止講習会及び訪船指導の実

施をそれぞれ実施し、地域の特性に応じた航法や海事関係法令の遵守

について指導できたと考えられる。 
さらに、海上交通安全法に定める 11 の航路については、常時巡視船

艇を配備して指導を行い、法令の遵守意識の高揚につながったものと

考えられる。 
（海上保安庁） 

 

U海事関係法令違反の送致件数 

 
平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

送致件数 - 3,223件 3,530件 3,466件 3,439件 

（海上保安庁） 
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U海事関係法令違反の警告措置件数 

 
平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

警告措置件

数 
- 1,507件 1,526件 1,679件 1,500件 

（海上保安庁） 

U立入検査実施隻数 

（海上保安庁） 

U海難防止講習会の開催状況 

（海上保安庁） 

U安全運航に関する指導隻数 

（海上保安庁） 

 
平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

訪船 

指導 
- 33,615 回 35,242 回 3,6040 回 3,5622 回 

 
平成

23年 

平成

24年 

平成

26年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

開催

回数 
1,207

回 

1,252

回 

1,393

回 

1,511

回 

1,730

回 

1,446

回 

1,851

回 

1,755

回 

受講

者数 
44,333

人 

49,086

人 

46,485

人 

55,553

人 

55,651

人 

38,751

人 

55,472

人 

53,146

人 

 
平成

23年 

平成

24年 

平成

25年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

指導

隻数 
39,469

隻 

37,875

隻 

38,175

隻 

35,299

隻 

37,776

隻 

35,749

隻 

36,304

隻 

35,541

隻 

 

８ 被害者支援の推進 

○ タンカー積載油及び船舶の燃料油による汚染損害について、船舶油濁損害賠償保障法（油賠法）

に基づき、一定のタンカー及び外航船舶に対して保険加入の義務付け等を措置することにより、確

実な被害者補償を図っている。 
（国土交通省） 

○ 船舶による旅客の運送に伴い発生し得る損害賠償に備えるため、事業許可を行う際に保険契約の

締結を条件とするとともに、旅客定員 12 人以下の船舶による届出事業についても運航を開始する

までに保険を締結するよう指導することにより、事業者の損害賠償の能力を確保している。 
（国土交通省） 

○ 業界団体に対し、プレジャーボート保険への加入の必要性をユーザーに周知するよう指導を行っ

ている。 
（国土交通省） 

○ 公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、平成 24 年４月に、公共交通事故被害

者支援室を設置し、被害者等に対し事業者への要望の取次ぎ、相談内容に応じた適切な機関の紹介

等を行った。 
（国土交通省） 

 

○ 公共交通事故発生時に、被害者等へ相談窓口を周知するとともに被害者等からの相談に対応し

た。また、平時においても、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、外部の関係機関とのネッ
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トワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事業者による被害者等支

援計画の策定の働きかけ等を行った。 
（国土交通省） 

 

○ 船舶油濁損害賠償保障法に基づく保障契約の締結は確実になされており、同法が義務づける保険

に未加入の船舶による油濁事故は発生していない。 
（国土交通省） 

 

○ 事業者の損害賠償能力の確保に関して、特段の問題は発生していない。 
プレジャーボートによる人身事故や物損等で生じた損害の賠償への対処は重要であるため、引き

続き、保険加入の促進に向けた取組を行うこととしたい。 

（国土交通省） 

 

○ 公共交通事故被害者支援室において、重大な公共交通事故発生時に、被害者の搬送先病院等にお

ける支援活動及び相談窓口の周知活動を実施した。また、平時においては、支援にあたる職員に対

する教育訓練の実施、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォー

ラムの開催、公共交通事業者による被害者等支援計画の策定促進等を行っており、今後も取組を進

めていくことが必要であると考えられる。 
                                    （国土交通省） 

 

U公共交通事故被害者支援研修の実施 

                                    （国土交通省） 

 

U外部の関係機関とのネットワークの構築状況 

・平成 26年３月に、公共交通事故による被害者支援のネットワークの充実・強化を図るため、

本省で「公共交通事故被害者等支援ネットワーク会議」を開催し、以降、年１回程度開催。 

・平成 26年３月までに、地方運輸局等において、全ての都道府県で被害者支援連絡協議会に加

盟。 

                                     （国土交通省） 

 

U公共交通事故被害者等支援ネットワーク会議の開催 

 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

開催実績 １回 １回 １回 ０回 １回 

                                   （国土交通省） 

 

U公共交通事故被害者支援フォーラムの開催 

（国土交通省） 

 

U公共交通事業者による被害者支援計画の策定促進（旅客船事業者） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実施件数 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

参加人数 41人 42人 38人 40人 36人 

 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

開催実績 ０件 10件 10件 10件 10件 

参加人数 ０人 746人 689人 882人 507人 
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策定数 ４ ４ ０ ３ ２ 

 

                                    （国土交通省） 

 

９ 船舶事故等の原因究明と再発防止 

（１）事故等の原因究

明と再発防止 

○ 船舶事故及び船舶事故の兆候（船舶インシデント）の原因究明調査を迅

速かつ的確に行うため、調査を担当する職員に対する専門的な研修を充

実させ、調査技術の向上を図るとともに、VDR、AIS 等の航海機器の調

査研究により分析能力の向上に努めた。 
                         （国土交通省） 

 

○ 事故等調査で得られた結果等に基づき、事故等の防止又は事故が発

生した場合の被害の軽減のため、必要に応じて、国土交通大臣又は原

因関係者へ勧告し、また国土交通大臣又は関係行政機関の長へ意見を

述べることにより、必要な施策又は措置の実施を求めた。 

                         （国土交通省） 

                          

○ 過去の事故等調査で蓄積された知見に基づき、特定の事故類型につ

いて、その傾向、問題点、防止策を分析し、事故等調査結果を分かり

やすい形で紹介する定期情報誌（ダイジェスト）を発行するなどの事

故等の防止につながる啓発活動を行った。また、各海域での船舶事故

等の再発防止に資するため、全国 8 カ所の地方事務所で地方版分析集

を発行した。                  （国土交通省） 

  

○ 過去の事故等調査で得られた分析技術、事故分析結果等の総合的な

調査研究を推進し、その成果を原因の究明に活用するとともに、デー

タベースの整備等に努めた。 

                        （国土交通省） 

 

○ これまで蓄積した事故調査分析等データをもとに、国内の地図上 

に過去の事故発生場所等の情報を表示するとともに海域の危険性など

も一目で分かるようにした「船舶事故ハザードマップ」を、日本語版

とともに、国際的な船舶の安全航行に資するよう、日本独自の取組と

してグローバル版を、モバイル版とともにホームページで運用した。 
（国土交通省） 

 

○ 船舶事故等について、エンジンの故障部位（部品）や付属機器等か

ら対象事案を検索し、利用目的にあった報告書を活用できるようにし

た「機関故障検索システム」を、平成 31 年 4 月にホームページで運

用を開始した。 
（国土交通省） 

 

○ SOLAS 条約に基づき、複数の国が関連する船舶事故等の調査を確

実に実施し、必要に応じて安全勧告を行うとともに、IMO 規制実施小

委員会（III）、国際船舶事故調査官会議（MAIIF）及びアジア船舶事

故調査官会議（MAIFA）等における事故等調査に関する検討に参加

し、情報交換等を行った。また、国際運輸安全連合（ITSA）会議に参

加し、事故調査に関する幅広い意見交換及び情報共有を行った。 
（国土交通省） 
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（２）海難事故の解析

等の推進 

 

○ 海上技術安全研究所に設置されている「海難事故解析センター」に

おいて、国土交通省における再発防止対策の立案等への支援を行うた

め、事故解析に関して高度な専門的分析を行うとともに、重大海難事

故発生時の迅速な情報分析・情報発信を講じた。 
海上技術安全研究所は、運輸安全委員会等から多数の海難事故調査

を請負い、同研究所からの解析結果は運輸安全委員会の報告に活用さ

れ、事故原因究明及び事故対策の確立に資する成果を上げて海難事故

の防止に貢献した。 
海上技術安全研究所は、運輸安全委員会等から委託を受けて、多数

の海難事故調査の解析を実施している。 
・旅客船衝突事故に係る客室内の椅子の取付強度等に係る解析調査 
・コンテナ船衝突事故に係る解析調査 
・漁船沈没事故に係る解析調査 
・大阪湾における船舶の走錨に係る解析調査 
・油タンカー走錨事故に係る解析調査 
・船舶衝突事故に係るレーザ製品の性能等に関する解析調査 等 
 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

調査件数（請負） ４件 ５件 ２件 １件 ６件 

                         （国土交通省） 

 

第６章  まとめ 

第 10 次交通安全基本計画の平成 28 年度から平成 30 年度の３年間の各種評価は既に記載したと

おりであるが、計画における「１．海難等のない社会を目指して」にあるとおり、 

○ 海難の発生を未然に防止する。 

○ 乗船者等の迅速かつ適確な捜索救助・救急活動を推進する。 

という２つが計画の目指す方向性であり、それに向かって推進している各種施策を、以下のことに

留意しつつ、今後も引き続き推進していく必要がある。 

 

１ 海難の発生の未然防止 

我が国の周辺における船舶事故は、近年、減少傾向にあるが、毎年約 2000 隻もの事故が発生し

ており、死者・行方不明者も多く発生していることから、引き続き様々な形態の船舶に応じた対策

を講じていくことが重要だと思われる。 

船舶事故の約７割を占めるプレジャーボートなどの小型船舶の事故を未然に防止するためには、

日頃から船体・機関の整備・点検を行うほか、発航前検査や適切な見張りの実施等の遵守事項を確

実に行うことが効果的であることから、引き続き、積極的な周知啓発を図っていく必要がある。 

このほか、近年、水上オートバイ、カヌー、ミニボート等のウォーターアクティビティが活発に

行われ、海に関する備えが不足したまま事故に遭うケースが多数見受けられることから、海上保安

庁では、国及び民間の関係機関・団体によりとりまとめた、推奨される装備品、海へ出る前の点検

箇所などの安全情報を「ウォーターセーフティガイド」として公表している。 
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また、貨物船等の大型船舶による海難は、衝突海難の割合が高い傾向にあることから、常時適切

な見張りの徹底や船舶間のコミュニケーションの促進などの周知啓発を引き続き推進していく必

要がある。 

平成 30 年においては、発生した台風・異常気象の影響による船舶海難が例年に比べ増加したこ

ともあり船舶事故が増加したが、今後も関係省庁や関係機関が連携し、船舶の種類や活動シーズン

に応じた船舶事故防止施策について、様々な手段を用いて展開することにより、船舶事故の防止に

必要な各種取組を継続していく必要がある。 

 

２ 乗船者等の迅速かつ適確な捜索救助・救急活動の推進 

目標として掲げている救助率 95％以上は達成しているが、更に救助・救急活動を充実させるべ

く、海難情報の早期入手体制の強化を図るとともに、迅速適確な救助勢力の体制充実・強化を図る

べく、・救助勢力の早期投入・海難救助体制の充実強化・救急救命措置の質的向上・洋上救急体制の

充実・海難救助体制の連携、といった各種施策を引き続き推進していく必要がある。 
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